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浪江町告示第４号

（ ） 、地方自治法 昭和２２年法律第６７号 第１０１条第１項の規定により

平成２３年浪江町議会定例会を、次のとおり招集する。

平成２３年２月１０日

浪江町長 馬 場 有

１ 期 日 平成２３年３月８日（火） 午前９時

２ 場 所 浪江町議会議事堂
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○応招・不応招議員

応招議員（２０名）

１番 愛 澤 格 君 ２番 山 崎 博 文 君

３番 山 本 幸一郎 君 ４番 吉 田 数 博 君

５番 若 月 芳 則 君 ６番 横 山 精 一 君

７番 渡 邉 文 星 君 ８番 泉 田 重 章 君

９番 橋 爪 光 雄 君 １０番 田 尻 良 作 君

１１番 渡 部 貞 信 君 １２番 鈴 木 辰 行 君

１３番 佐 藤 文 子 君 １４番 紺 野 榮 重 君

１５番 佐々木 恵 寿 君 １６番 小 黒 敬 三 君

１７番 勝 山 一 美 君 １８番 三 瓶 宝 次 君

１９番 佐々木 英 夫 君 ２０番 馬 場 績 君

不応招議員（０名）



３ 月 定 例 町 議 会

（ 第 １ 号 ）
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平成２３年浪江町議会３月定例会

議 事 日 程（第１号）

平成２３年３月８日（火曜日）午前９時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 諸般の報告

日程第 ４ 行政報告

日程第 ５ 一般質問



- 4 -

出席議員（２０名）

１番 愛 澤 格 君 ２番 山 崎 博 文 君

３番 山 本 幸一郎 君 ４番 吉 田 数 博 君

５番 若 月 芳 則 君 ６番 横 山 精 一 君

７番 渡 邉 文 星 君 ８番 泉 田 重 章 君

９番 橋 爪 光 雄 君 １０番 田 尻 良 作 君

１１番 渡 部 貞 信 君 １２番 鈴 木 辰 行 君

１３番 佐 藤 文 子 君 １４番 紺 野 榮 重 君

１５番 佐々木 恵 寿 君 １６番 小 黒 敬 三 君

１７番 勝 山 一 美 君 １８番 三 瓶 宝 次 君

１９番 佐々木 英 夫 君 ２０番 馬 場 績 君

欠席議員（０名）

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 副 町 長

馬 場 有 君 上 野 晋 平 君

教 育 長 代表監査委員

畠 山 熙一郎 君 山 内 清 隆 君

総 務 課 長 企画調整課長

根 岸 弘 正 君 谷 田 謙 一 君

税 務 課 長 住民生活課長

遠 藤 定 郎 君 植 田 和 夫 君

産業振興課長 建 設 課 長

高 倉 敏 勝 君 原 芳 美 君

健康保険課長 福祉こども課長

蔦 美 好 君 木 村 潔 君

上下水道課長 会 計 管 理 者

星 光 美 君 大 波 誠 君

津 島 支 所 長 教育総務課長

紺 野 則 夫 君 屋 中 茂 夫 君

生涯学習課長

島 田 龍 郎 君

職務のため出席した者の職氏名

事 務 局 長 書 記

宮 口 勝 美 鈴 木 芳 徳

書 記

鈴 木 清 水
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◎開会の宣告

おはようございます。○議長（吉田数博君）

ただいまの出席議員は20人であります。

定足数に達しておりますので、平成23年浪江町議会３月定例会を

開会いたします。

（午前 ９時００分）

◎開議の宣告

直ちに本日の会議を開きます。○議長（吉田数博君）

◎議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ○議長（吉田数博君）

ります。

なお、19番、佐々木英夫君から今定例会開催中の本会議場でのイ

ヤホンの使用許可願いが出されておりますが、これを許可いたしま

す。

◎会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。○議長（吉田数博君）

、 、会議録署名議員は 会議規則第120条の規定により議長において

20番、馬場績君、１番、愛澤格君、２番、山崎博文君を指名いたし

ます。

◎会期の決定

日程第２、会期の決定を議題といたします。○議長（吉田数博君）

お諮りします。今期定例会の会期はお手元に配付のとおり、本日

より18日までの11日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

、 、 。よって 会期は 本日より18日までの11日間と決定をいたします

会期中の会議についてお諮りいたします。

８日、９日、17日、18日を本会議、10日、11日、14日、15日、16

日を議案調査及び委員会等のため休会といたしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）
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よって、以上のように決定をいたしました。

◎諸般の報告

日程第３、諸般の報告を行います。○議長（吉田数博君）

議長としての報告事項は、印刷してお手元に配付しておきました

のでご了承願います。

◎行政報告

日程第４、行政報告を行います。行政報告につ○議長（吉田数博君）

いては町長からお願いいたします。

町長。

［町長 馬場 有君登壇］

。 。○町長 馬場 有君（ ） おはようございます 行政報告を申し上げます

本日からの平成23年３月浪江町議会定例会に、議員各位にはご多

用中にもかかわらずご出席をいただきまして、誠にありがとうござ

います。

はじめに、わが国の経済は2009年３月を底に持ち直してきてはお

りますが、新卒者の雇用や、失業率が高水準にあるなどの不安定な

雇用情勢、円高、原油高騰の影響なども懸念されることから依然と

して厳しい状況にあります。

こうした中、第177回通常国会が１月24日に招集され、2011年度

一般会計予算とともに子ども手当の支給に関する法律などの予算関

連法案が審議に入りましたが、与野党の対立、与党内の混乱などか

ら行方が混沌としております。

このため、予算案と予算関連法案を切り離す異例の手段で、３月

１日に予算案のみを衆議院で可決し通過させました。予算案は、憲

法の規定により参議院送付後30日で自然成立するため年度内成立が

確定しました。

しかしながら、その財源担保する赤字国債発行のための公債特例

法案、焦点となっている子ども手当法案、法人税減税の税制改正法

案など予算関連法案が参議院での成立が不透明のままであります。

年度内に成立しない場合には、国民のくらしに甚大な影響を与える

ことから 大限の努力をお願いするところであります。

また、菅内閣が進めようとしている環太平洋パートナーシップ協

定（ＴＰＰ）への参加検討、日本とオーストラリアと間で経済連携

協定（ＥＰＡ）の政府間交渉、さらに、社会保障と税制の一体改革

の取り組みなど課題が山積している状況下にありますが、国民が期

待している景気浮揚対策を 優先して進めていただきたいと考えて
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おります。

さて、生涯学習課における体育館等使用料の紛失についてでござ

いますが、２月臨時議会後の全員協議会においても報告させていた

だきましたが、生涯学習課で徴収した保健体育使用料が紛失したこ

とが１月17日判明し、担当課において、調査した結果、業務上での

紛失とは確認できなかったことから、盗難によるものと推定し、２

月７日福島県警 双葉警察署長宛てに被害届を提出いたしました。

現在は、警察への調査協力を行いながら、状況を見守っているとこ

ろであります。

公金の取扱いについては、厳正、確実に処理することが求められ

ており、浪江町財務規則に則り、より適正・厳格な公金管理に努め

ていた時期に発生したことは誠に残念でなりません。

いずれにしても、公金管理の甘さが今回の件につながったもので

あり、再発防止を徹底させておりますが、議員の皆様をはじめ多く

の町民の皆様に対して、ご迷惑、ご心配をかけましたこと心よりお

詫び申し上げます。

次に、平成23年度の予算関係についてご報告申し上げます。

平成23年度予算編成は、第４次浪江町長期総合計画後期計画に基

づき、進行管理機能を担う施策評価・事務事業評価を通じて把握さ

れた重要課題や平成23年度浪江町行政経営方針の 重要点項目とし

て基本計画に定めた７つの基本目標に基づき編成を進めました。

特に、①環境づくりでの協働実践、②観光交流の強化、③協働の

まちづくりの加速、④スポーツ環境の充実と地域の絆づくり、⑤健

康増進と高齢者支援、⑥地域交通の充実と情報活用、⑦雇用の確保

と地域経済の活性化などの重点事項に取り組むことといたしまし

た。

これらに基づく、平成23年度一般会計予算は71億3,900万円、前

年度比0.1％の増となっております。

一方、特別会計９事業の合計は、48億1,323万円0.8％の増となっ

ております。

一般会計予算の内容でございますが、歳入では、自主財源である

町税には18億6,666万３千円、1.9％の増収、寄附金では地域スポー

ツセンターへの寄附金などにより1,530万円を計上しております。

依存財源では、地方交付税が昨年に引き続き地域活性化・雇用等

対策費に対応した別枠加算等により25億200万円、2.3％の増加、国

、庫支出金が子ども手当の国庫負担金などにより５億5,959万１千円

11.7％の増加を見込んでおります。

町債は、財源不足を補うため発行が認められる臨時財政対策債な
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どを含め４億3,200万円は、前年度に比べ１億4,270万円、24.8％減

少しております。

歳出では、義務的経費において、子ども手当が児童手当からの移

行や給付額の増額などから扶助費が８億5,026万円、15.9％の増加

となっております。

普通建設事業の補助事業については、町営住宅建設事業の完了、

認定子ども園整備事業完了により67.0％減となっております。

その他の経費では、物件費において、子宮頸がん予防接種委託料

や認定子ども園運営負担金の新たな事業により15.9％の増、繰出金

では、給付費の伸びにより介護保険特別会計繰出金の伸びなどから

7.1％増となっております。

また、平成23年度には、常磐自動車道浪江ＩＣ供用開始、国道

114号拡幅事業第１工区完了、地域スポーツセンター供用など地域

活性化の起爆剤となる事業展開の中 「協働のまちづくり」を引き、

続き職員の力を結集し「チーム浪江」一丸となって取り組んでまい

りますので、議員各位のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。

行政区長との意見交換会について。１月11日及び12日に行政区長

との意見交換会を開催いたしました。今回は全行政区を７ブロック

に分け、出席した行政区長さんから要望概要を伺い、町が実施可能

かどうかを含め回答し、さらにご意見をいただくこととしました。

要望内容は、地域づくり、雇用対策、少子・高齢化対策、ごみ問

題、自然保護対策、観光ＰＲ、鳥獣対策、公園管理、防犯灯設置、

道路・水路等整備など多岐にわたり、新規及び継続事業を含め135

件の要望等をいただきました。

これらを現在各課において精査しておりますが、うち平成22年度

中に緊急性の高い６件を実施、平成23年度には35件、8,025万１千

円を予算計上するとともに協働のまちづくり事業選択や実施計画に

算入などの事務を進めております。

また、今回の意見交換会では、行政区組織改正の検討、条例や要

綱、行政区長会規約等についてもご意見をいただき、引き続き区長

の皆さんと協議することといたしました。

地上デジタル放送難視及びブロードバンド対策について。地域情

報通信格差解消を目的とした光ファイバー網の整備事業が完了し、

町内全域で光ブロードバンドの利用が可能となりました。３月１日

「 」 。 、には 浪江町光ブロードバンド開通式典 を開催しました 当日は

本庁とつしま活性化センターを光回線で結び、テレビ電話を利用し

津島地区行政区長会会長や津島保育所園児との記念通話を行いまし
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た。

また、同事業内で、地上デジタルテレビ放送を受信することが困

難な地域に対する、光ファイバーによる難視対策も併せて実施いた

しました。地上デジタル放送難視対策への加入件数は376件となっ

ております。

主な地域活性化・公共投資臨時交付金事業の推進状況について。

地域スポーツセンター建設事業につきましては、サブアリーナの

床仕上げが完了いたしました。今後は可動式観客席の組み立て及び

設置に移ります。メインアリーナは現在床下地張りを行っており、

今後は床仕上げ張りや太陽光発電パネル設置作業となります。２月

末での進捗率は約92％であります。事業はほぼ予定どおり進められ

ており、３月に完成する見込みとなり、引き続き工事の安全確保に

努めながら進めてまいります。

また、募集をしておりました浪江町地域スポーツセンターの愛称

が「ビックウェーブ」に決定いたしました。応募57作品の中から、

屋根が波を連想させることや「ビッグチャンスをつかむ」という意

。 、味が込められた作品が審査委員により選ばれました ２月14日には

優秀賞と佳作３作品の受賞者に対し感謝をこめて賞状と記念品を贈

呈いたしました。

国・県及び企業に対する要望活動等について。２月17日、水戸市

ＪＲ東日本水戸支社に赴き、水戸支社長に対し、双葉郡内町村長と

共に新型車両導入に伴う常磐線上野～仙台間の直通特急列車継続運

転等を要望してまいりました。

２月23日、福島県総務部長に対し、双葉郡内町村長と共に核燃料

税交付金を原資に積立している「福島県原子力発電所立地地域振興

基金」について、郡内町村の財政の健全化及び地域振興のため取り

崩しによる有効活用を要望してまいりました。

ポケットモンスターの展示について。ポケットモンスターによる

地域おこしを検討してまいりましたが、この程、職員が「ポケット

モンスターの生みの親である田尻智さんの父親田尻義雄さんが当町

の出身である」ことなどを、千葉県在住で「地域産業おこしに燃え

る人選定委員」である長崎利幸氏に話をしたところ、長崎氏より、

浪江町のイメージと知名度アップ、地域振興策のために役立ててほ

。しいとポケットモンスターグッズ350個を寄贈していただきました

また、２月25日には、田尻義雄氏をお迎えし、１階ロビーに展示

しました。ポケットモンスターは646体のグッズがありますので、

情報発信を強化しながら、随時町民のみなさまの協力をいただきポ

ケットモンスターグッズを揃え町おこしにつなげたいと考えており
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ます。

国際交流事業について。国際交流事業では、国際理解を深めると

ともに、様々な文化が共生できる社会を目指して、オーストラリア

。 、 、文化講座が開かれました 12月12日には 浪江町国際交流協会主催

浪江町後援により国際理解講座とクリスマスコンサートを開催し、

国際交流協会会員や一般町民など82名の参加をいただきました。ま

た、１月には、異文化に触れる餃子づくり教室やタイ料理教室、２

月には、ＡＬＴ講師のキャサリン先生、エマ先生を講師に迎え、英

会話教室と世界のバレンタインについの講演をいただきました。ま

た、インドカレー教室では、参加者多数のため２回に分け実施し、

本各的なチキンカレーづくりとインド楽器の音色を参加者全員で楽

しみました。

。 、農政関係について 平成23年度の水稲の生産調整につきましては

浪江町に対する配分目標数量は、平成25年を目標に県内配分を一律

とすることになり、これにより町内の作付配分は昨年よりも約35ha

の減少と大変厳しい状況となりました。

それを受けて各農家へ生産目標面積の配分を行うとともに、２月

16日から新規需要米への転換等を推奨しながら生産調整達成に向け

た水稲作付の受付を行いました。

また、昨年秋の米の品質低下や米価下落等による米農家の収入減

少では、国の新しい制度である米の戸別所得補償モデル対策事業米

価変動補てん交付金により、10ａ当たり１万5,100円が３月中に交

付される見込みであり、農家に対し、ある程度の所得補てんの見込

みが立ったものとなっております。

観光関係について。観光振興につきましては、現在、福島県が平

成24年度の実施を目指す「大型観光キャンペーン」において 「着、

地型観光」の全県的な展開を図っており、浪江町におきましても、

観光旅行者が繰り返し訪れ、滞在を楽しむことができる「首都圏か

ら近い【滞在型観光地】としての定着」を推進しております。

そのような中、ＪＲ東日本とのタイアップ事業である、うつくし

ま浜街道キャンペーン「お座敷うつくしま浜街道号」により、１月

22日に首都圏からのお客様45名をお迎えいたしました。

浪江駅で行われた「双葉エリアオープニングイベント」では、標

葉せんだん太鼓の勇壮な演奏、浪江焼麺太国の皆さんによるコスチ

ューム姿でのホームお出迎えを行いました。

お客様の感想は、浪江町に来て「心からのおもてなし」に接し、

大変良かったとの声を頂いております。

このキャンペーンによるお座敷列車の運行は、今年度４回予定さ
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れており、コース内容は、請戸漁港産「海鮮定食」の昼食の後、鈴

木酒造酒蔵見学と陶芸の杜おおぼりでの買物など、お客様が直接、

地元の方々とふれあう企画となっております。

着地型観光は、いわゆる“観光地”だけでなく、新たな地域にも

交流やにぎわいを生み出すことができ、地域の特性を活かした観光

振興がもたらす効果は、経済的効果はもちろんのこと、魅力的な地

域づくりにつながる多くのプラス効果が見込まれております。

国道114号整備促進について。常磐自動車道 磐城富岡～相馬間

の平成23年度開通に合わせて、国道114号浪江拡幅事業第１工区に

おいて整備が着々と進められ完成に向かっております。

こうした中、２月14日、相双建設事務所と県事業の進捗状況につ

いての意見交換を行い、国道114号浪江拡幅事業第２工区の調査設

計が、来年度も継続され、平成24年度の事業認可を目指し進めて行

くことを確認したところであります。

また、その他の県事業についても事業推進を要望したところであ

ります。

学校教育について。教育行政についてご報告いたします。平成23

、 、 、年度の町内小学校入学児童数は ２月22日現在 請戸小学校が10名

幾世橋小学校が16名、浪江小学校が74名、大堀小学校が24名、苅野

小学校が35名、津島小学校が２名で、合計161名の入学が予定され

ております。

インフルエンザ罹患状況では、ピーク時の１月24日で45名、１月

25日で38名が欠席しておりましたが、その後減少傾向をたどってお

ります。幼稚園及び各学校では、うがいや手洗いの励行、マスクの

着用などを呼び掛けている効果が現れ、昨年度のような感染状況に

は、現在のところ至っておりません。

平成21年度から２カ年計画で進めてきました小・中学校への太陽

光発電導入事業につきましては、この程全ての工事が完了し、１月

13日から発電を開始しました。発電開始式を浪江小学校で実施、私

が発電開始のスイッチを押しますと、電光表示板に「現在の発電電

力量 「本日の発電電力量 「本日の二酸化炭素削減量」の数字」、 」、

が表示され、参加した児童とともに発電開始を祝いました。今後、

児童生徒たちに、地球温暖化をはじめとする環境問題について関心

を高めてもらうとともに、省エネによる電気代の削減にも期待をし

ているところであります。

次に、１月25日付けで、室原（八龍神社・秋葉神社）の御遷宮祭

りが、浪江町文化財保護条例に基づき、浪江町指定無形民俗文化財

に指定されました。この御遷宮祭は、７年毎の１月に行われ、大字
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の安全と五穀豊穣を祈願する無形民俗文化財であります。

生涯学習事業について。初めに、元日に行われた恒例のあるけあ

るけ初日詣大会には、町民約500人の参加者をいただき請戸海岸に

おいて盛大に実施することができ、新年の誓いを新たにしました。

１月９日、サンシャインなみえにおいて「平成23年成人式」を行

いました。式には地元選出の国会議員、県議会議員をはじめ大勢の

来賓の皆様から新成人を激励していただき、新成人223人の新たな

門出を祝いました。

１月30日には、県10マイルロードレース大会が開催され、昨年の

540人を大幅に上回る678人の参加選手のもとに盛大に開催されまし

た。

２月６日に開催しました「公民館ふれあいまつり」には、公民館

各学級・利用団体の成果発表、伝承・文化体験教室、更には、いわ

き出身歌手のライブなど充実した内容で行いました。また、大勢の

ボランティアの皆さんで運営された模擬店の賑わいが加わり、天候

にも恵まれたことから約2,000人の町民の方々に御来場をいただい

て盛会裏に終了しました。

生涯学習課では、これらの事業を通して、町民が生涯にわたり、

自己実現を図ることができるよう、生涯学習の環境整備、環境教育

や人権教育、社会教育の活性化等に努めているところです。

、 。以上 12月定例議会終了後の状況についてご報告申し上げました

なお、今期定例会にご提案申し上げる案件は、辺地に係る公共的

施設の総合整備計画案件２件、組合規約の変更案件２件、道路の認

定及び廃止案件１件、条例案件11件、予算案件では平成22年度浪江

町一般会計補正予算など８件、平成23年度浪江町一般会計予算など

新年度当初予算案件11件、報告案件１件などであります。

詳細については、提案の都度ご説明申し上げますので、よろしく

ご審議ご承認いただきますようお願い申し上げ行政報告といたしま

す。

以上で行政報告を終わります。○議長（吉田数博君）

◎一般質問

ただいまから一般質問に入るわけですが、今回○議長（吉田数博君）

通告された一般質問については、関連する内容と思われる事項が数

項目複数の議員から出されております。いずれも重要な事項であり

ますが、議事整理上また円滑な議事運営を図るため、後順位者の方

は、前順位者質問に対する執行部の答弁で了解するならば、その件

については撤回するか、または不足分の答弁を求めるなど重複する
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こととならないよう議事進行に特段のご協力をお願い申し上げま

す。

日程第５、一般質問を行います。

一般質問は、一問一答方式については質問・答弁合わせて60分以

内となります。一括方式は慣例により質問の時間は30分、再質問10

分、再々質問が10分以内となっております。質問は質問席で行いま

す。

一般質問は通告順に質問を許します。質問、答弁とも簡潔にお願

いを申し上げます。

◇佐々木 恵 寿 君

15番、佐々木恵寿君の質問を許可します。○議長（吉田数博君）

15番。

［15番 佐々木恵寿君登壇］

改めましておはようございます。15番、佐々○15番（佐々木恵寿君）

木恵寿でございます。一般質問を一括方式で行いますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。

通告してあります各項目それぞれ質問原稿をご提出申し上げてお

りまして、適切なる答弁をご期待申し上げるものでございます。

まず 初に、ただいま町長から行政報告がありましたとおり、そ

の中で度重なる不祥事が出てしまっております。この件につきまし

ては、先の全員協議会あるいは種々会議で非常に現在の執行におけ

る大きな問題点として取り上げてございます。非常に憂慮するもの

でありまして、なぜそういう自体を招いてしまったか、今後どうい

う解決策をもって、取り組んでいかなければならないのか。その原

因、今後の取り組みについて、非常にいろんな意味をもって危惧、

懸念を申し上げておきたいと思います。

したがって、町民に対する信頼の回復、確保、そのことに心から

思う気持ちとともに、その実行を果たしてもらいたいと冒頭申し上

げて一般質問を行いたいと思います。

まず、健康マイレージ制度についてご質問を申し上げます。

新スポーツセンター、ビックウェーブという愛称も決まり、その

スポーツセンターを活用した健康増進策について、まず提案を申し

上げたいと思っております。

当町におけます介護保険特別会計は、年々増加をたどっておりま

すが、今後も高齢化の進展に伴って、その予算規模はますます増加

することが予想されております。その対策として、当町では介護予

、 、防事業に取り組んで 運動教室や運動の自主活動支援等の活動など
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またその他の事業を通じて健康増進、体力改善や老化防止、生活習

慣病を予防するために積極的に取り組んでいることと理解している

ところであります。

この活動にさらに付加価値をつける試みといたしまして、介護予

防運動や健康増進活動に高齢者に限らず一般町民が参加したとき

に、その参加をポイント化し、運動を展開させ健康マイレージ制度

とする。制度化させたスポーツセンター等の施設利用券を発行する

等々についてご提案を申し上げたいと思います。一つの具体例であ

りますが、本年の７月３日にオープン予定とされておりますスポー

ツセンターの利用券を交換できるような仕組みを構築してみてはど

うかと提案する次第であります。

参加者の方が楽しみながら継続をして介護予防、健康づくりを目

指す運動の促進策として提案をいたします。町民の健康づくりや生

活習慣病予防の促進をはかるために、人間ドックや健康づくりイベ

ントに参加して与えられるポイントを集めると記念品が贈呈される

ような仕組みとして健康マイレージ制度の導入をご提案したいと思

いますが、町長の所見を伺いたいと思います。

次に、浪江町役場職員の地域貢献についてでございます。町長は

、 。じめ町当局幹部の皆さん プロボノという言葉をご存じでしょうか

プロボノというとあまり聞き慣れない言葉でありますが、これは公

共のためにというラテン語だそうでございます。有識者や各種コン

サルタント、あるいはデザイナーなどの様々な分野の専門家が無償

で社会貢献を行うこととされております。2010年は、日本における

プロボノ元年ということで、スキル登録者はこの１年で倍増してい

るそうでございます。様々な分野の専門家が普段の仕事でやってい

ることと、まったく同じレベルで社会貢献を行うということで、当

然サービスを受けた側のスキルのレベルアップが図られることにな

ります。

そのことを行政と町民という場合に置き換えて考えてみますと、

浪江町役場は、様々な高い知識をもった職員の頭脳集団でございま

す。そして町民は様々な支援を求めておるのが現状です。地方公務

員の本分として、地域に貢献するということは当然のことでありま

して、これまでも幾度となく普段職員の皆さんが地域貢献の必要性

が取り沙汰されてまいりました。現実に、各行政区においての行事

やサークル活動に積極的に参加して、地域の住民の皆様と交流を図

っていることも、また周知の事実でございます。

先ほど述べましたプロボノについては、極端な例えでありますけ

れども、ひとつここで研究をしてみる価値があるのではないかと考
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えております。

町役場職員として、もっている知識、技能を地域のために生かす

ことができれば、地域の発展はもちろんでありますが、地域と役場

の信頼関係がより深まり、町民協働の理念にも叶うものだと思うわ

けであります。

そこでお伺いいたします。町民協働の理念からも町職員による積

極的な地域貢献、地域支援を進めるべきであろうと考えますが、そ

のために職員と地域とのかかわりをどのように推進しようとしてい

るものか。

また、従来の人事評価制度に職員の地域貢献度、あるいはボラン

ティア活動などの評価項目を加えるべきではないかと思いますが、

お伺いしたいと思います。

次に、青少年の教育の観点から見た議会や行政の役割についてご

質問申し上げます。欧米で進められております青少年の市民性教育

を推進するために、模擬議会などを通じて政治教育、あるいは民主

主義教育、あるいは選挙制度教育等について取り入れてはどうか伺

いたいと思います。

浪江町の将来を担う子供達が自分達の町の仕組みや実態、施策に

ついての正しい情報や、町づくりに参加する機会を得ること。さら

に、議会制度の仕組みを学んでもらい、青少年の立場から日頃思っ

ていることを質問、提案し、浪江町の町づくりに生かすことを目的

に実施してはどうかと思いますが、お伺いしたいと思います。

浪江町の青少年教育の現状と政治教育についての所見を伺いたい

と思います。

次に、議会の役割からみた中学生、あるいは小学生の模擬議会の

開催についてどう考えるか伺いたいと思います。模擬議会の実施に

向けて課題についても伺いたいと思います。

次に、子ども権利条例の制定についてであります。子ども権利条

例の事柄については、３年前の議会においては、ある一定の決議を

行っております。そのことを踏まえて質問させていただきます。

浪江町議会では、これまで子ども権利条例について調査研究が行

われてきました。なぜ無抵抗の幼い子供が虐待を受けなければなら

ないのでしょうか。新聞の記事を見るたびに身の切られる思いがい

たします。いくら幼い子供でも、一人の人間として生きる権利は当

然であります。特に、これまで過去に当町において発覚したいじめ

や虐待、幼い自殺は、教育機関をはじめ関係機関に大きな衝撃を与

えるとともに、今後の支援に対する教訓を示しました。子供の権利

を守るという立場を堅持する児童相談所や、学校の役割は重要であ
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ります。

本町の支援についても総点検をし、仮にそのような事態が考えら

れる場合、立ち入り調査を含めた児童の保護と保護者へのサポート

が早急に行われるよう初めに要望しておきたいと思います。

虐待が子供の権利の侵害に当たることはいうまでもありません。

1980年に国連採択がされた児童の権利に関する条約、いわゆる子ど

、 、もの権利条約には 子どもの権利についての意見表明権や健康医療

社会保障、生活水準への権利、教育の権利、さらに経済的搾取や麻

薬、性的搾取からの保護など多岐にわたって記されております。

子どもの権利条約の締結国が追う義務履行の達成の進捗状況を審

査する子どもの権利委員会は、日本政府に対して厳しい批判を行っ

ております。1989年の韓国では、競争意識をあおる教育制度が子ど

もの成長をゆがめているとして、過度なストレスや不登校、登校拒

否を防止し適切な措置をとることなどが求められました。

そこでお伺いいたします。子どもの権利条約に照らし、虐待の把

握や学校教育におけるいじめの状況の把握などはどのように行われ

ているのか。福祉こども課と教育委員会とのそれぞれの取り組みを

示していただきたいと思います。

次に、子どもの権利条約には、社会、保護者、行政、国の支援の

責任が明記されておりますが、子どもの権利条約を社会と学校に定

着させ、いじめ、虐待の防止、子ども権利条約の全面的な実施を求

めるものでありますが、子どもの権利条約についての浪江町の基本

的な考え方について見解をお伺いいたします。

次に、子どもの権利条約に関する条約第12条に、子どもの意見表

明が明記されておりますが、子供の意見を日常的に聞く場が必要で

あると考えておりますが、当町における子供の権利の侵害について

の救済をどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。

次に、子どもの権利について先進的な取り組みをしている自治体

のように、浪江町として子どもの権利に関する条約で規定された子

どもの権利を守る立場を明確にすることと、幅広い町民の皆さん、

子供、有識者も含め意見を聞く。例えば、子どもの権利委員会等の

設置を求めておりますが、見解を伺いたいと思います。

そして、 後に子どもが自由に生きることができる権利、平等の

権利、人間らしく生きる等含めた子どもの権利条例を制定すること

について、どう考えているのかお伺いいたしたいと思います。

次に、浪江町の農林水産業の再生についてであります。農水省の

2010年の農林業センサスの速報によりますと、農業就業人口は、前

回調査に比べて75万人、約22％も激減しており、平均年齢も前回調
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査から2.6歳上昇し、65.8歳と高齢化が進み、我が国の農業を巡る

環境は非常に厳しい状況の下におかれています。

そのような中、今年度より意欲ある農業者が農業を継続できる環

境を整え、国内農業の再生を図り、食料自給率の向上を目指す戸別

所得補償モデルが実施されました。本モデル対策は、来年度からの

戸別補償制度の本格実施に向けて、事業の効果や円滑な事業運営を

検証するために実施されておりますが、制度の内容、財源問題など

課題は山積しております。

現在このように、社会、経済情勢がめまぐるしく大きく変化して

いる中にあって、浪江町の農林水産業の振興についても、時勢を踏

まえた新たな対応策を講じる必要があるのではないかと思います。

その対策の取り組み指針となるものが、浪江町における農林水産

業、農村振興基本計画の策定でございます。この基本計画、浪江町

にはまだございません。農業、農村振興基本計画は、本町の農政の

指針として、本町農業、農村の目指すべき姿と実現方策を明らかに

して、農業振興施策を実施するべきであります。農林水産業の振興

を図るべき計画の指針として、当町においても当然策定するべきで

あると考えますが、所見を伺いたいと思います。

次に、ＴＰＰ、環太平洋パートナーシップ協定参加による浪江町

農業への影響について伺いたいと思います。

ＴＰＰ、環太平洋パートナーシップ協定は、環太平洋諸国、即ち

ＡＰＥＣを構成する諸国が輸入投資にかかわる関税を完全にゼロに

して、金と物の移動を例外なく自由化する包括的な完全撤廃協定で

あります。アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド

などの農産物輸出大国の参加により、日本農業に壊滅的な打撃を与

えるのではないかと懸念されております。

ＴＰＰ参加による影響について、農林水産省の試算によると、国

全体では４兆１千億円の農産物の生産額が減少すると公表されてお

りますが、具体的な資産内容はどのようなものか伺いたいと思いま

す。

、 、 、ＴＰＰ参加による影響について 農林水産省試算の対象品目 米

小麦、甘味資源作物、牛乳、乳製品、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵など

19項目からなっておりますが、本町で影響のある品目を選んで、浪

江町として影響を試算する考えがあるのかどうか伺いたいと思いま

す。

ＴＰＰ参加による影響について、本町の経営耕作面積、農業総生

産額、生産農業所得額はじめ地産地消や、浪江町における農業農村

振興基本計画に大きな影響が考えられるのではないか伺いたいと思



- 18 -

います。

ＴＰＰ参加について、食料安全保障を抜きにした貿易自由の推進

は、国の存立にかかわるものであり、食の安全確保や政府が閣議決

定した農政の基本方針である食料・農業・農村の基本計画の食料自

給率を2020年度までに50％とする目標に相反するものではないかと

とらえておりますが、どう考えているのか伺いたいと思います。

次に、ＴＰＰ参加について、ＪＡふくしま中央会、県森林組合連

合会、県漁業組合連合会、県生活協働組合連合会など、県内農林水

産等団体と消費者団体の参加反対の声をどのように受け止めて対応

するのか、浪江町農業委員会の所見を伺いたいと思います。

ＴＰＰ参加について、浪江町として農業への影響を十二分に分析

をし、浪江町農業の再生を図る方向で慎重に対応すべきと考えてお

りますが、これまでどのような行動や表明を行ってきたのか。町長

の所見を伺いたいと思います。

次に、東電福島第一原発１号機の高経年化と東北電力浪江小高原

発計画についてであります。東京電力福島第一原発第１号機は、平

成23年３月26日に営業開始40年となりまして、当初の設計寿命を迎

えるものであります。国は、原発の高経年化対策として運転開始30

年を超える原発について、通常の定期点検のほかに10年ごとに安全

性の評価と点検などの保全計画策定を業者に義務付けております。

このため東京電力は昨年３月、 長60年まで機器構造物を保全活動

継続で維持できるという技術評価書を国に提出いたしました。この

技術評価書の審査を行っていた経済産業省原子力安全保安院が、２

月７日、今後10年間運転継続を認可したものであります。既に、福

井県の日本原子力発電敦賀１号機と関西電力美浜１号機が40年を超

えて運転を続けておりまして、福島第一原発１号機は国内３基目と

なるものであります。敦賀１号機は６年、美浜１号機は 長10年運

転も、あとは廃炉にする方針を明らかにしております。

福島第一原発１号機は、廃炉の方針を示しておりませんが、福島

第一原発では今後10年以内に２号機から６号機の全てが営業運転40

年を迎え、当初の設計寿命を超えることになります。老朽化による

事故の危険性が拡大する一方、いよいよ原発の廃炉の時代が幕を開

けたことは明らかであります。

これについて福島県は、本年２月３日の県原子力発電所安全確保

技術連絡会で、東電から福島第一原発１号機の高経年化に対する技

術評価について説明を受け、10日に立ち入り調査をして現状を把握

しました。しかし、原子力安全対策課は立ち入り調査で現状を追認

するばかりでは、県民の安全、安心を守ることはできません。老朽
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化と設計寿命を超えた長期運転で、事故のリスクはますます拡大す

ることになるものであります。

福島県は県民の安全、安心を守る立場から、当初の設計寿命40年

を経過する事態を重く受け止め、廃炉措置を含めた対応を国と事業

者に求めていくことを基本的な立場として持つべきであろうかと私

は思っております。

まず、福島県は40年超運転について、国、保安院と事業者が福島

県民に直接説明する場をつくるよう求めるべきであります。また福

島県は、40年超運転に対する安全対策を申し入れるだけでは、福島

県民の安全、安心を守る義務を果たしたことにはなりません。貯ま

り続ける使用済み核燃料は、サイト内貯蔵になってしまうのか。行

き場のない核のごみはどうするのか。国は廃炉措置にどう責任を持

つのか。福島県の役割はどうなのか。今こそ問題の核心の議論をは

じめる時であります。増設要求だけでは、私たちの暮らしに生活に

なんら問題の解決にはつながりません。原発から至近距離にある浪

江町として、原発の高経年化に対して町長はどう考えているのか。

浪江町の責任として町民にどう説明していくのか、所見を伺いたい

と思います。

次に、東北電力、浪江小高原発計画についてお伺いします。東京

電力第一原発計画と、ほぼ同時期の40数年前から建設計画が存在す

る東北電力浪江小高原発計画について質問をいたします。

40数年前、私は小学生でした。その計画が浮上して浪江町議会が

誘致を決議してから、今日までの歩みについて町長の所見を伺いた

いと思います。

また、いわゆる土地問題解決のために町長はどのような行動を行

ってきたのか。町長就任以降の行動についてご説明願いたいと思い

ます。また、今後の取り組みについて、何をどう具体的に行うのか

お聞かせいただきたいと思います。

後に、浪江小学校近辺の集中豪雨時の洪水対策について質問を

いたします。浪江町の権現堂地区、町長も権現堂地区に在住されて

おますので、その状況、現況は十二分に承知のことと思いますが、

古くから権現堂地区の中心部は、集中豪雨時に洪水状態になり、地

域住民の皆様にとり、解決することはできないものかという声が古

くからありますが、近年、またそういう声が高まっていることが事

実でございます。この問題に対してどう対策として考えているのか

伺いたいと思います。

もとより洪水状態になる理由といたしましては、もともと水田地

帯であったため、地盤が低いことや排水路の勾配がないこと、十数
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年前の浪江小学校校庭の工事の結果、排水能力が高くなったことな

どが考えられておりますが、この原因、解決策について町当局とし

てどう考えているのか伺いたいと思います。

私は、排水溝の勾配が 大の原因だと考えております。この排水

溝、水路整備を抜本的に実施すべきと考えておりますが、その所見

を伺いたいと思います。

答弁者、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

健康マイレージ制度についてご質問に○健康保険課長（蔦 美好君）

お答えいたします。

健康マイレージ事業については、健康づくりへの町民の積極的、

主体的な参加を誘導する仕組みとして、有効な方策の一つであると

考えております。健康マイレージ事業を導入するにあたっては、健

康増進に関する正しい知識を普及、啓発し、自らの健康を自己管理

する意識を高めていくことが重要であります。壮年期から高齢期の

健康増進、介護予防、生活習慣病予防対策など、どのような方法で

取り組んでいけばよいのか。実施している市町村を参考にしながら

関係機関と協議したいと考えております。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

続きまして、職員の地域貢献について○企画調整課長（谷田謙一君）

お答え申し上げます。

本日の福島民報の記事にも出ておりました。公務員の基本であり

ます全体の奉仕者として、さらに協働の町づくりを進めるにあたり

まして、職員の地域貢献は非常に重要なことと考えております。

地域活動への参加は、地域実情や住民ニーズを知るため、有意義

な機会であり、地域とのコミュニケーションを深めることもできま

す。自分の仕事を離れまして、消防団活動や自分の住んでいる地域

、 、 、 、の自治会活動 体育協会の活動 学校のＰＴＡ活動 環境保全活動

、 。地域おこし活動など 地域への貢献できるものは数多くございます

それらの中で、自分は何ができるのかを考えまして、積極的に参加

していくことが大切でありまして、また多くの職員が何らかの活動

に参加もしております。

特に、昨年は浪江焼きそば大国がＢ－１グランプリに出場した際

も応援に行っております。また、11月の東北４大やきそばサミット

、 。inなみえでも 57名の職員がボランティアとして参加しております

住民協働の取り組みを一層進めるためには、職員自らが協働での

意識を高めまして、地域課題への解決に向けた助言や協力、地域と

行政の橋渡しなどで地域を支援していくことが求められておりまし

て、積極的に職員の地域支援を進めてまいります。
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総務課長。○議長（吉田数博君）

地域貢献と人事評価についてお答え申し上○総務課長（根岸弘正君）

げます。

人事評価は、能力、実績に基づく人事管理を行うため、国では国

、 。 、家公務員法が改正され 平成21年度から実施されております 一方

地方公務員法においては未だ改正されておりませんので、当町では

まだ実施していない状況にあります。

ただ自己の能力、意欲を 大限に出し得る職員を育成するために

は、努力する職員や意欲ある職員が評価される能力、成果を重視し

た自治評価の制度が必要と思っております。

今後、地方公務員法改正の動向を注視していくとともに、制度の

導入にあたっては、議員おただしのように、評価項目に地域貢献度

を含めるかどうかも含めて研究したいと考えております。

教育長。○議長（吉田数博君）

青少年教育の現状と、それから政治教育に○教育長（畠山熙一郎君）

ついて、まずお答えをいたします。

浪江町の青少年教育は学校教育が中心的な役割を担いまして、こ

、 、れに青少年健全育成町民会議関連事業 あるいは生涯学習関連事業

公民館活動などが連携する形で進められております。ここ数年の新

たな傾向としましては、町づくり、人づくりの観点を加味した青少

年教育に力を入れ、特に生涯学習課や公民館の事業におきまして、

中学生や高校生の参加を促す工夫に努めているところでございま

す。今後とも関係者との幅広い連携を図りながら、進めてまいりた

いと思っております。

青少年に対する政治教育でございますが、学校教育において、法

律と学習指導要領の定めるところに従いまして、例えば政治の理論

的なものにつきましては、小学校の３学年以上の社会科、それから

中学校の公民など教科の中で。また、選挙含みます実践的なものに

つきましては、生徒会活動あるいは見学などの体験を通してのそう

いった理解を進めるためには、総合的な学習の時間とか、そういっ

たところで幅広く行われております。

なお、取り立てて政治教育等はしておりませんが、道徳教育にお

きましては、小中学生の発達段階に応じた形で、主として集団や社

会とのかかわりに関することを取り扱っておりまして、具体的には

法や決まりの意味、正義を重んじ差別や偏見のない社会の実現、あ

るいは自己が属する集団における役割と責任を自覚した行動などに

ついて学んでおりまして、これらによりましても子供達の発達段階

に応じながら市民性、あるいは政治への関心や理解について基本的
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な教育はなされていると、理解をしているところであります。

次に、中学生の模擬議会実施についての課題ということのお尋ね

にお答えいたします。以前に議会のご質問で、子ども議会の取り組

みについてどう考えるというおただしの折りに、子ども議会のあり

方や活動のあり方につきまして、小中学校の校長と意見を交換した

ことがございます。その時の話では、課題が少なからずございまし

て、実施に積極的な意見は聞かれませんでした。具体的な課題とし

ましては、代表質問者、傍聴人の人選の問題、それから学校行事と

の調整の仕方、また方法と内容にもよりますが、準備にかなりの時

間と労力を要しながら、ごく一部の参加者個人の経験にとどまりが

ちなこと、形式をなぞることに収支してイベント的なものになりや

すい。こういったことが、その時の話でございました。

ただ、今回のご提案でございますが、中学生を対象に議会の役割

や仕組みの理解と、青少年の立場からの町づくりへの提案に役立て

るという具体的な目的をもっての模擬議会のご提案ということでご

ざいます。お話からすれば、かなり本格的なものを私はイメージす

るのでございますが、新たなご提案でございますので、改めていろ

んな関係者からの意見を聞きながら考え進めてみたいと思っており

ます。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

続きまして、子ども権利条例の制定○福祉こども課長（木村 潔君）

について。

はじめに児童虐待の把握につきましてお答えいたします。当事者

からの相談、通報等により把握しているところでありまして、浪江

町における過去５年の相談件数をみますと、平成17年度が２件、平

成18年度２件、平成19年度２件、平成20年度５件、平成21年度５件

となっており、毎年増加傾向にあります。また、相双地域の平成21

年度の発生件数をみますと、総数で19件。ケース別では身体的虐待

が８件、性的が２件、ネグレクト２件、心理的７件となっておりま

す。うち父親によるものが９件、母親によるものが７件、その他３

件となっております。通報機関においては学校から５件、近隣住民

から４件、家族からが３件、警察署から３件、市町村から２件、そ

の他２件となっております。

対応につきましては、福祉こども課を町の相談窓口といたしまし

て、浪江町子育て支援及びＤＶ防止連絡会議設置要綱に基づきまし

て連絡会を設置し、会員の浜児童相談所及び学校、幼稚園、保育所

等をはじめとする町内各関係機関と連携をとりながら対応している

ところであります。
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また、現在継続してケア会議を実施しているケースが２件ありま

して、主にネグレクト育児、介護放棄によるものであります。親子

それぞれの面接を繰り返し行いながら、改善に向け取り組んでいる

ところであります。

今後につきましても、継続ケースの早期解決を含め、町民または

関係機関等からの虐待の相談、通報があった場合には、速やかに対

応できる体制を整えてまいりたいと考えております。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

虐待やいじめにおける状況の把握につ○教育総務課長（屋中茂夫君）

いてお答え申し上げます。いじめの日常的な実態把握のために小中

学校が直接児童生徒に対して行っている具体的な方法につきまして

は、学期ごとにアンケート調査を行う。個人ノートや生活ノートと

いう教職員と児童生徒で日常的に行われる日記等を活用する。さら

には年１回の定期的家庭訪問と、必要に応じての家庭訪問を実施し

ております。そのほか、中学校では９月と１月に定期的な個別面談

を実施するほか、12月には三者懇談会を実施し、必要に応じて随時

面接を行っているところでございます。

その他、職員同士の情報交換はもちろん、保護者や地域からの情

報、あるいは児童クラブやスポーツ少年団といった校外組織からの

情報も積極的に受けれるよう努めておるところでございます。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

続きまして、子どもの権利条例につ○福祉こども課長（木村 潔君）

、 、 、いての基本的な考えでありますが 条文には生きる権利 育つ権利

守られる権利、参加する権利、子どもも大人と同じ独立した人格を

持つ権利とともに、子どもが成長する過程において親の養育、虐待

の禁止などを定め、社会全体で子どもの 善の利益を守り、健やか

に成長できることを願い採択された国際条約であると認識している

ところであります。これは、児童憲章と並んで子育て支援対策にお

いても基本になるものと考えております。

次に、子ども権利侵害についての救済でありますが、小学校、中

学校については、学校生活においてクラス担任をはじめ先生方が常

に児童の行動を注視し、その行動に変化、異変があった場合は、ク

ラス担任をはじめ中学校においてはスクールカウンセラーが、小学

校においては養護教諭はそれぞれ対応しているところであります。

乳幼児においては、健診さらには幼稚園、保育所の先生方が対応し

ております。

、 、また ケース内容が各施設で対応が困難になった場合については

専門機関である浜児童相談所に相談、児童相談所及び関係機関で個
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別にケース会議を開催しながら、解決を図っているところでありま

す。

次に、子どもの権利委員会の設置でありますが、設置自治体の子

ども権利条例を見ますと、権利委員会については、子どもの権利条

例の中で条文化されておりまして、行動政策の策定に関すること、

子どもの権利を保障する施策の実施などが目的であり、条例を生き

たものにするために重要な組織であると考えます。

現在、町においては、行動計画等の策定については、浪江町次世

代育成支援対策推進行動計画策定委員会において審議されていると

ころであり、家庭内における児童虐待及び配偶者などからの暴力の

防止や、早期対応しているのが浪江町子育て支援及びＤＶ防止連絡

協議会設置要綱に基づく支援会議を実施し、個別に対応していると

ころであります。

続きまして、子どもの権利条例の制定についてでありますが、こ

れについては、平成20年３月議会において子どもの権利条例の制定

。 、を求める意見書が浪江町議会で採択されたところであります 現在

福島県内でも県を含め市町村でもほとんど未設置でありまして、全

国的にもまだ設置市町村が少ない状況にあります。

今後につきましては、現在浪江町の関係条例及び要綱を含め、施

策の実施において特に関連の深い県の意見を踏まえまして、今後継

続して検討してまいりたいと考えております。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

農林水産問題についてお答え申し上げ○産業振興課長（高倉敏勝君）

ます。

１点目でございますが、ご指摘のとおり今後の農業振興を図るた

めビジョンの策定を基本とした各種振興施策等を交えた基本計画は

必要であると考えております。策定の必要性は、痛感しております

が、現在の農業、農村を取り巻く様々な環境は不透明なものがござ

います。今後の動向につきましても、不確定な要因があるのかと思

われますことから、今後も状況を鑑みながら策定に向けた検討を進

めていかなければならないと考えてございます。

次に、ＴＰＰ問題でございますが、まず一つは、１点目の具体的

な国の試算ということでございますが、まず米は減少率90％と国で

は考えています。１兆9,700億円の減少とみております。それから

主なもので申し上げますと、乳製品関係ですと56％の減少、それか

ら牛肉ですと75％、豚肉で70％、鶏肉で20％、鶏卵で17.5％の減少

をみておりまして、合計で４兆1,000億円の減少ということで出さ

れております。
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町についての影響でございますが、こちらにつきましては、12月

の議会でもお答えしておりますが、平成18年度の算出額で試算をさ

せていただいております。米で11億8,800万円、麦・豆等で2,130万

円、畜産関係で12億6,000万円など、25億円の減少が予想されてい

るところであります。浪江町に及ぼす影響というのは、振興計画だ

けにかかわらず非常に大きなものがあると考えてございます。

また、ＴＰＰに参加した場合、現在の食料自給率は14％まで低下

するという試算も出ておりまして、議員おただしのように食料自給

率50％とこの基本方針は相反するものではないかと考えます。

これらのことから、昨年11月５日の県下農業委員会大会におきま

しても、ＴＰＰの不参加を決議しておりますともに、浪江町農業委

員会の各委員が、現在、ＴＰＰ交渉参加反対の署名活動を行ってい

るところであります。

町長。○議長（吉田数博君）

ＴＰＰについての町長の所見を伺いたいという○町長（馬場 有君）

ことに答弁させていただきます。

ただいま、産業振興課長が答弁いたしましたように、地域経済に

対する影響は甚大なる被害をもたらすということであります。

去る12月１日に全国町村会におきましてＴＰＰ参加に対する反対

の議決を行ってきたところであります。各団体が日本の農業を守る

ため、参加阻止に向け全国的な動きとなっていることはご承知のと

おりであります。

ＴＰＰは、経済のルールの広範囲な自由化を目指しておりますの

で、その反発が当初の農業関係者に加えて医療サービスあるいは保

健、郵政関係者、さらには食の安全を懸念する消費者にも拡大して

きておると認識しております。

いずれにしましても、農業を取り巻く環境はさらに厳しい状況に

なっておりますので、ＪＡあるいは各農業団体、農業関係機関と連

携をとりながら、これらの諸問題に対処してまいりたいと考えてお

ります。

それから、東電福島第一原発第１号機の高経年化と廃炉について

のご質問にお答えいたします。

議員おただしのとおり、40年経過して高経年化対策が１号機ばか

りではなく、２号機、３号機と続出してまいります。

当町といたしましては、安全、安心の確保を大前提に、地域住民

の信頼を得るということが 重要であると私は考えておりますの

で、この高経年化については、国のあるいは県の検査を重視しなが

ら注視してまいりたいと考えております。
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さらには、廃炉の件につきましては、これは一つの提案として福

島県もしておりますけれども、地方自治体の意見が尊重される仕組

みの構築、あるいは廃炉後も地域が自立的に発展できるような制度

の整備を県と一緒になりながら要望してまいりたいと考えておりま

す。

いずれにしましても、今後も隣接町として、原子力発電所の安全

確保はもちろんのこと、国、県、事業者の推移を見守ってまいりた

いと考えております。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

２点目のたまり続けていく使用済核燃○住民生活課長（植田和夫君）

料について、ご質問にお答えいたします。

使用済み核燃料は、六ヶ所再処理工場にて再処理することを基本

方針としております。再処理能力を上回るものについては、むつ市

で建設を進めているリサイクル燃料備蓄センターにて貯蔵すること

としており、計画を着実に進めている状況にあります。

なお、リサイクル燃料備蓄センターについては、平成22年５月に

事業許可を受け、平成22年８月27日に設計工事の認可をいただき、

同年８月31日に着工したところでございます。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

東北電力浪江小高原発の現状について○企画調整課長（谷田謙一君）

報告をいたします。

東北電力が昨年発表した供給計画によりますと、着工が平成28年

度、運転開始が平成33年度の建設工程となっております。今までの

経過をたどりますと、昭和42年に当浪江町議会で誘致決議を行って

から、既に40年を超える年月が経過しております。

この間、東北電力が用地買収を行っていますが、未だ若干名の地

権者から同意をいただいておらず、買収が終了していない状況にあ

るため、一日も早く着工をむかえられるよう用地の交渉にあたって

いると聞いております。このように長い年月がかかっていることに

対しましては、大変歯がゆく、もどかしくも思っております。早期

着工を願っているところでございます。東北電力の経営人には、機

会のあるたびに用地の早期解決を強く要望しているところでありま

して、今後とも続けてまいります。

東北電力といたしましても、引き続き精一杯の努力をしていくこ

とはもちろんのこと、地権者の感情もありますので慎重にねばり強

く交渉を続けて行くと伺っております。

建設課長。○議長（吉田数博君）

浪江小近辺の集中豪雨時の洪水対策につい○建設課長（原 芳美君）
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てご質問にお答えします。

ご指摘のように、当該地区は水が集まるような地形となっており

ます。当面の対策として、３系統からの流入口に取水盤を設けたい

と思っております。

また、小学校の校庭整備によるものでないかということでござい

、 。ますが 今回の雨の降り方が極端であったがためと考えております

このようなことで、水路整備を抜本的に行ってはというご提案で

ありますが、今後何ができて何ができないのかを含めまして取り組

みたいと考えております。

15番。○議長（吉田数博君）

再質問でありますが、答弁いただきました。○15番（佐々木恵寿君）

どれもこれもぼんやりとしたお答えであり、具体的に一歩前進とい

うものが感じられません。議会の答弁とはこのような傾向が強いわ

けでありますが、そんな中で１つ再質問を行います。

まず、東北電力の浪江小高原発の用地問題について質問いたしま

す。今の答弁、非常にきれいで後腐れなくというか、一方の言葉を

使えばむなしく過ぎていったような感覚を覚えました。要するに電

力任せというか、事業者たる東北電力に帰するものであるので、行

政としてはそこに入れないんだということの裏返しの答弁だったよ

うに聞こえました。

私が主に40数年の積み重ね、あるいは40数年の大きな重みが背景

にあるということは、一事業者が限界を過ぎていると感じておりま

す。一事業者とは東北電力様です。電気事業者が土地問題に対する

いろんな取り組みを当然していることと思いますけれども、それは

それとしての問題なんです。それはここではさわらない。行政がむ

しろここで一事業者の行動を云々するものではなくて、いわゆる政

治的な力、町長としての問題解決のための意欲、意気込みのところ

をどう考えているかということについて、お聞かせいただきたいと

思います。

つまり別な言葉でいいますと、こんなに時間が過ぎて問題解決が

なされていない状況にあって、いわゆる政治的な問題として町長は

どうとらえているのかということであります。そこの答弁をお願い

したいと思います。

それから、権現堂地内の洪水対策でありますが、建設課長から答

弁いただきました。私と見解違いますが、雨量が多かったからそう

だったと単純にそういうことだけでなくて、確かに雨量が多かった

から結果そうなったのですが、昔から洪水状態になるところだとい

うところです。課長も長年役場にお勤めのことと思いますから、若
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いころから、古い役場時代にもあの近辺は洪水状態になっていたは

ずなんです。思い起こせばそうだと思うのですが、皆さんそうだと

思うのです。そういう経験をなされてきていると思うのです。

したがって、雨量の問題ではなくて水路の問題、あるいは浪江小

学校の校庭の砂を取り替えたことによっての排水状況がよくなった

ということによる、いろんな問題が生じて洪水状態になるというこ

とだと私は思っています。

したがって、排水路をいじらなければこの問題は解決しないので

はないかと思ってますので、要するに勾配がない排水路で、勾配を

つけるということですから、この問題を考えていただきたいと思う

わけです。再度答弁を求めるものであります。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

再質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

原発の問題について町長の思いはどうなのだというようなご質問

だったと思いますが、忸怩たる思いでいます。行政でやれること、

事業者がやるべきこと。そういうものは、やはり先ほど企画調整課

長が答弁しましたように、行政としてできるものは、ある程度の条

件的なもの、地権者のお集まりでありました大綱合意というのが昔

ございました。その中にいろんな条件がございました。そういうも

のについて、行政でできるものは行政でバックアップしていくとい

うような取り組みをやってまいりました。私も、もし現在、未同意

者の方々にそういうものがあれば、行政でできるものはできるだけ

バックアップをしながら、未同意者の理解を深めたいと思っており

ます。

特に政治的には原発と、この地域が共生する町づくりということ

を歴代組長さんが申しております。私もそれを踏襲しながら共生で

きる町づくりのために、原発誘致を必ず成功させていきたいという

思いはございます。

建設課長。○議長（吉田数博君）

浪小近辺の集中豪雨に対する再質問にお答○建設課長（原 芳美君）

えします。

見解の違いもありまして、時間雨量が240ミリの上、時間的に降

。 、っております それの処理能力についてのおただしかと思いますが

後に申し上げましたように、そういう面も含めまして、どのよう

な方法がいいのかも含めて取り組みたいということでご理解いただ

きたいと思います。

以上で15番、佐々木恵寿君の一般質問を終わり○議長（吉田数博君）

ます。
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ここで10時35分まで休憩いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時２４分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時３５分）

◇紺 野 榮 重 君

続いて、一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

14番、紺野榮重君の質問を許可いたします。

14番。

［14番 紺野榮重君登壇］

14番、紺野榮重でございます。議長の許可をい○14番（紺野榮重君）

ただきましたので、一般質問させていただきます。一般質問の方法

は一括質問方式でございます。

項目は、浪江町の防災体制の整備についてでございます。よろし

くお願いをいたします。

今回の一般質問で、集中豪雨対策について15番、19番、両佐々木

議員からも一般質問が出されました。このことは、いかに水害に遭

われた方々が、町に災害の状況、対策を知ってほしいという願いが

あったからこそと思います。私も現場で町民の方の逆鱗に触れ、町

でできること、町でやらなければならないことは何か。また、地域

で協力して対応しなければならないことは何かを、原点に返り議論

すべく、一般質問をいたしました。質問の重なる部分は、答弁を差

し控えていただいて結構でございます。

まずは、浪江町の全体災害の受けやすい場所、それに対しての防

災対策、そして局地的に災害を受けやすいところ、被害を 少限度

にとどめるにはどうすればいいのかという順序で質問をいたしま

す。

浪江町は海、川、山などの豊かな自然を有している反面、津波、

河川の氾濫、土砂災害の危険があります。災害には地震の災害、火

災による災害、水害による災害があります。

浪江町の水害で忘れられないのは、平成元年８月６日、台風13号

の災害でありました。記録的な大雨で堤防が決壊して、町の中心が

床上浸水に見舞われ、町民の方々の中には警察、常備消防に助けを

求めても、警察、常備消防自体が大水で出動できず、救助できない

状況でありました。また損害も44億円という状態で激甚災害の指定

を受けたと思います。
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あれから23年を迎えるわけで災害は忘れた頃にやってくると言わ

れておりますので、我々は災害に対し、心新たにしなければならな

いと思います。

浪江町全体の問題では、環境の変化により防災に対する計画、水

防に対する計画、都市計画、近々の排水、有水の計画を見直す時期

にきているのではないかと思います。

近は、大きな災害とは別に集中豪雨、ゲリラ豪雨の災害が多く

なりました。この要因は異常天候、山の保水能力の低下、山林の無

計画な伐採、今までは土側溝、あるいは道路の未舗装、あるいは田

畑が遊水池となって水害を防ぐ役割をしておりましたが、特に町な

かではアスファルト整備が進み、浸透性がないため、保水、遊水さ

れることなく流れ、三面側溝も同じく一気に流れてしまう。利用す

るのは便利ですが、遊水の面では欠点となりました。

災害を防ぐのにはどうしたらいいかの問題では、災害を未然に取

り組む、あるいは災害に迅速に対応できる体制の整備、そして住民

協働による防災意識の高揚が大事かと思います。これらをどのよう

に、対応していくのかが問題かと思います。

町では平成22年３月、そして７月には浪江町津波避難計画及びハ

ザードマップが作成されました。また洪水ハザードマップ、70年に

一度の大雨、２日間で360ミリの降雨に対して、この洪水ハザード

マップが各家庭に配布されました。地震、津波に対する県では防災

マップを配布して避難場所を示され、注意を呼び掛け喚起されてい

ること。あるいは防災訓練も取り入れておりますことに敬意を表す

るところでございます。

浪江町全体の中で、水害の受けやすいところ、集中豪雨の受けや

すい地域はどこなのかお伺いいたします。

また、災害の受けやすいところの防止の計画はあるのかどうか。

どのように対処していくのかお伺いいたします。

町の現況の計画を示すことによって、町民は安心することと思い

ます。平成元年の災害では、平地よりも山間部の雨量が大変多く、

畑川、津島、114号線が不通になりました。津島は浪江町の面積の

３分の１以上を占めるわけですので、津島地区の防災体制も非常に

大事かと思います。この教訓の中で、交通が寸断された場合の通報

体制、緊急時の通信網は現段階ではどのように考えられているのか

お伺いいたします。

そしてまた、今回、光ファイバーを使って整備をされたわけであ

りますが、そういう光ファイバーを使っての連絡体制整備、連絡網

があるのかどうかお伺いいたします。
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平成22年には２回の集中豪雨がありました。第１回は12月３日、

時間雨量は 大で46ミリ、通算で88ミリ、約３時間の間でありまし

。 、 、 、 、た 第２回目 12月22日 時間雨量の 大が37ミリ 通算で86ミリ

これもまた２時間から３時間の降雨量でありました。この際の被害

状況をお伺いいたします。

特に、ホテルなみえ周辺の被害状況をお伺いいたします。この雨

量は、台風の際の総雨量から比べれば多い量ではないわけでありま

す。しかし、ホテルなみえ周辺では、毎回被害を受けております。

昨年12月には２回も被害を受けております。このような状況で、対

策会議も開かれたと思いますが、被害を少なくするための反省はど

のようになされたのか、考えられたのかお伺いいたします。

災害対策として、長期の問題、中期の問題、短期の問題に分けて

考えなければならないと思いますが、長期の問題では都市計画の中

での権現堂全体での取水、排水をどのように考えているのかお伺い

いたします。

並行してサンプラザ周辺、あるいはまた今回114号線が拡幅で、

水対策はどのように反映されたのかお伺いいたします。

中期計画の中では、町民の方がよく言われますが、原因は先ほど

もお話がありましたが、大室屋前の水路の勾配が悪い。あるいは小

学校の校庭の暗渠排水がされたことにより、排水が短時間の中に出

てしまうということが話されました。町としてはどのように確認さ

れているのか。それに対する計画はあるのかお伺いいたします。

しかし、この改修に対しては水路の状態、牛渡川との関係もある

わけで、牛渡川での処理の範囲以上は、排水はできないわけですの

で、十分な調査が必要なわけであります。その前に水路の汚泥、障

害物等による水路の役割が果たされているのか心配するところであ

ります。

短期の問題では、地域と町と関係機関が安全の町づくりのための

緊密な連携が必要であります。いわゆる協働の町づくりかと思いま

す。権現堂地区、特にホテルなみえ周辺に水が集中しないように分

散する。いわゆる遊水させることが大事かと思います。これは役場

、 。 、 、だけで 町だけで対応できるものではありません 町当局 権現堂

各行政区、水利組合、請戸川土地改良で話し合い、それぞれの役目

を果たさなくてはならないと思います。話し合いの機会が設けられ

たかどうかお伺いいたします。

新たな問題としては、今回スポーツセンターの建設によっての排

水問題であります。全体の面積が１万3,000平方メートル、その中

で建物が4,000平方メートル、駐車場その他が9,000平方メートル、
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今回舗装の予算も議会も通り、舗装されることになりましたが、こ

の水が権現堂地区に流れていくようになれば、大変な問題かと思い

ます。水の流れ、排水をどのように考えておられるのかお伺いいた

します。

そしてまた、サンプラザ周辺の遊水池、田んぼがなくなったせい

か、今回の集中豪雨で今までにない30数年来なかった水量であった

と言われておりました。町としての対策をお伺いいたします。

、 。答弁に不明な点があれば再質問 再々質問をさせていただきます

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

防災体制の整備について、私のほうからは、総○町長（馬場 有君）

括的にお答えいたします。

緊急における通報体制については、災害の種別により異なります

が、住民への情報の伝達手段として町防災行政無線、広報車、町ホ

ームページ等によりお知らせしますと同時に、気象庁の情報をもと

に、初動体制を早めにとりたいと考えております。

議員おただしのとおり、近年ごく限られた範囲に集中して一度に

降る、いわゆるゲリラ豪雨の件数も増加傾向にあることから、今後

はハード面を含めて関係団体と協議し、地域住民との協働体制を構

築したいと考えております。

個別の質問については担当課長に答弁いたさせます。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

防災体制の整備についての１点目、町○住民生活課長（植田和夫君）

内の水害の受けやすい場所はどこかについてご質問にお答えいたし

ます。

これまでの大雨による水害箇所は、権現堂地区では河合精肉店付

近から浪江小学校付近の区間でございます。それから浪江郵便局か

らホテルなみえ付近の区間と上川原地内、また川添地区では荒井下

宿付近、これはお寺の正西寺の向かいが水害を受けやすい箇所と判

断しております。

それから、水害のほかにいろんな形の中で防災はあるわけでござ

いますが、災害の受けやすいところの防止計画はあるかというとこ

ろでありますが、地滑り危険箇所や急傾斜危険箇所などに関しては

定期的なパトロールを実施しております。

その中で、防災計画の中では国道114号線については20カ所、県

道相馬浪江線については１カ所、それから県道浪江落合線について

は５カ所、県道いわき浪江線については１カ所、総計で町の土砂災

害等が発生する危険性の高い箇所については、浪江町地域防災計画

において指定されております。
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土石流危険箇所が37カ所、地滑り危険箇所が２カ所、急傾斜崩壊

危険箇所が65カ所の位置付けとなっております。

それから２点目の緊急における通報体制についてご質問にお答え

いたします。災害等に交通が寸断された場合の通報体制、緊急時の

通信網は、現段階でどのように考えられているかということであり

ますが、災害時における通信は、常にいろんな問題がございます。

災害の種別により異なるところでありますが、災害時における通信

情報の確保の重要性から、住民の情報の伝達手段といたしましては

防災行政無線、広報車、それから町ホームページ等、その中に災害

に備えてということで避難所一覧、防災行政無線、災害情報提供等

によりお知らせしてまいりたいと考えております。

、 、大雨による水害ばかりでなく 大規模災害や大地震発生時の場合

浪江町地域防災計画により初動体制をとります。警戒配備をとる場

合は、大雨、洪水、高潮、暴風、波浪、大雪、暴風雪の警報、地震

では震度４、また津波注意報では発令された時点になり、関係職員

が警戒配備につき、津波情報の広報伝達及び被害情報の収集等を行

うことになっております。

その後、これらの各種警報等が発令され、局地的被害が発生し、

拡大するおそれがある場合や、町内において震度５弱以上を観測し

たとき、または気象庁が福島県沖に津波警報を発令したときは第一

次非常配備となり災害対策本部を設置し、関係課が被害状況の収集

や応急対策等により、関係機関と連携しながら、水防活動等を実施

することになっております。

３点目の集中豪雨の被害状況について、ご質問にお答えいたしま

す。権現堂地区は、特に浪江小学校付近、それから美花生花店付近

が早い時期での水害の発生の通報があり、その都度交通規制、これ

は通行止め措置や町消防団、土のう配置の作業を実施いたしました

が、今回のような集中豪雨は正直なところ予想外であり、この急激

な変化に追いつけなかったのが現状でありました。また、土のうは

役場から運搬するため、時間との戦いであり、水の勢いが速まった

のが実情であり、床下浸水するといった水害が数件発生いたしまし

た。

、 。４点目の対策会議の反省点について ご質問にお答えいたします

対策会議の中では、権現堂地内の水害箇所について、庁内におけ

る関係課と今後の水防対策について、協議、検討いたしたところで

あります。その結果、やはり初動体制が重要であることと、それか

、 、ら今後は長期に町職員を招集し 消防団などの協力を得るなどして

現場における交通規制、これは通行止め関係や土のうの配置、水門
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の管理などの方策を早急に対応していかなければならないというこ

とであります。

今回、発生した12月豪雨を通じ、自助、共助、公助の重要性を改

めて再認識したところであります。

特に、いままでの台風等の風水害と比較して、時間軸が極端に短

く、予測が困難で短時間で豪雨を狭い地域で発生させるため、集中

豪雨は従来型の風水害とは異なり、とにかく時間がないため防災関

係機関等の一層の連携強化の必要性を痛感したところであります。

７点目の請戸川水系行政区水利組合、地域の話し合いはもたれた

のかについて、ご質問にお答えいたします。

対策会議の反省点のご質問にもお答えいたしましたが、集中豪雨

やゲリラ豪雨は、短時間で豪雨を発生させるため、水の流れは非常

に速く予測が困難であるため、初動体制の強化に努めなければなら

ないと考えております。やはり速い段階での水門の開閉状況の確認

作業や土のうの配置、交通規制などを徹底して行わなければならな

いと考えております。

いずれにしましても、関係機関との協力をお願いしてまいりたい

と考えております。

建設課長。○議長（吉田数博君）

５番、６番、８番についてご答弁申し上げ○建設課長（原 芳美君）

ます。

５点目については、権現堂地内が農業サイドからの整備であって

現在の姿になっております。そのような形で、ある程度の管理をし

ていただきたいというのが１点であります。

水路の勾配、小学校校庭の排水の影響の関係ですが、小学校から

県道浪江停車場線を横断しまして、志賀医院までの勾配については

ほとんどない状態、0.1％ぐらいであります。それから下流につい

て牛渡川までは0.3％ぐらいがございます。

小学校の校庭の排水の影響ですが、先ほど佐々木議員さんにも申

、 。しましたように 雨の降り方が異常であったということがあります

８番目については、サンプラザ周辺の関係と、スポーツセンター

の敷地の排水計画ですが、新たな課題としてスポーツセンターの敷

地の排水計画ですか、通称六福線沿いに道路側溝と兼ねた新設整備

を今年度中に完成する予定であります。

この側溝も農業用水路と一部兼ねますので、切り替えという行為

が必要です。これを切り替えますと、ＪＲ線の北側に乗ってこなく

なるという部分で、ある程度軽減されると期待をしております。こ

の辺についても切り替えの管理が求められるものであります。
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サンプラザ周辺でありますが、現在の排水路等を利用しておりま

すが、当時からの利用形態ごとにしており、下流域の断面が小さく

なっております。何らかの措置が必要ではないかと考えられます。

14番。○議長（吉田数博君）

再質問させていただきます。○14番（紺野榮重君）

町全体でのことをお聞きした中で、私としてはこういうことを聞

きたかったというものが入っておりませんので質問いたします。

河川の堤防については、ほとんど出来上がっているかと思います

が、唯一できていないところの菅原橋付近の堤防が出来ていないと

思います。平成元年の災害のときには、その部分から氾らん場所の

元の原因かと思います。それで地域懇談会でも要望された事項とは

思いますが、この菅原橋付近の堤防を作ることに、県のほうに働き

かけをしておられるのかどうかお伺いいたします。

水害危険区域ということで平成14年に作成されたので、５つある

わけでありますが、権現堂、佐屋前、川添、佐野、赤宇木、椚平、

棚塩、中舛倉、末の森の麦ノ沢と記載されておりますけれども、こ

れが水害区域から解消されているのかどうかお伺いいたします。

それから広報連絡体制の件でありますが、今回光ファィバーが整

備されたということで、今までと違った連絡体制ができるようにな

るのかどうか、その辺をお伺いいたします。

、 、 、 、対策会議では 初期の初動体制 それから交通規制 水門の対策

それで自助、公助、共助の対策が必要と感じたということでありま

すが、現在の各団体の協力が必要なわけでありまして、現在の堰の

管理、分水の管理は分担してやられておるのかどうかお伺いしたい

と思います。

これも自助、公助、共助の町づくりそういうことで、先ほど話さ

れました交通遮断の件、それから土のうの配付を一生懸命やられて

おるわけでありますが、その辺は地域の方々に協力してもらえる範

囲ではないのかなと思いますが、事前にそういうものの配付はでき

ないものかどうかお伺いいたします。

それから、原則として権現堂地区の排水をどうするか。そして水

が入らないようにするにはどうするかということがこれを防ぐ基本

だと思いますが、これには幹線路をいかに止めるか。権現堂に入る

小堀をどう止めるかが重要だと思います。それで川添地区のお寺の

、 、東側 お寺からあるいは中学校の水が流れて来るわけでありまして

その水が権現堂地区の水路に入っていくと、これは大変なわけであ

りますので、そういう中で今も分水はされておりますが、東北電力

サービスセンターの脇に分水をする余裕というものはないのかどう
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かお伺いいたします。

、 。それから 学校前の水路の勾配というのは０％だと言われました

これに対する対策はあるのかということですが、先ほど答えたかど

うかわかりませんが、その前に汚泥等の堆積はないのかどうか確認

をされているのかということをお聞きいたします。

それから、先ほど小学校の暗渠が入って整備をされて排水が良く

なったせいで、その水路に水が入りやすくなったということの答弁

がありましたが、一般的にこの田んぼでのほ場整備のやってあると

ころでの暗渠排水は、水を止めたり、開けたりするような１町歩で

あれば大体３カ所ぐらいあるわけであります。そういうものがある

のか、ないのか。そういうことをその時は止められなかったという

ことであります。

それから114号線が拡幅され、１工区が平成23年で完成するわけ

でありますが、ホテルなみえ周辺に行く水の対策というものはなさ

れているのかどうかお伺いしたい。

それから、サンプラザ周辺もゲリラ豪雨の被害を受けやすい地域

になってきております。12月の集中豪雨の被害の方に聞けば、この

方は松本畳屋さんでありますが、30年来このように水路が溢れたこ

とはなかったと言っておられました。その原因はいろいろあります

が、建物の建設、駐車場の整備で遊水池がなくなった。そのために

一気に水路が溢れて水害が起きるということかと思います。町とし

ての対応というものは遊水池の確保だと私は思いますが、遊水池の

果たしている農地の転用を許可しないということはできるかどうか

私はわかりませんが、あるいは思い留まることは対策としてできな

いのかということをお伺いいたします。

それから、その水路の中で下流の断面が小さいと言っておられま

したけれども、下流部分の水路、各区の計画はあるのかどうかお伺

いいたします。

それからスポーツセンター、ビックウェーブというものが完成を

いたしまして、排水がまともにこれが権現堂に流れれば大変なこと

になるわけでありまして、今排水工事、牛渡川に流れるように整備

されております。駐車場のアスファルト、その対策の中で浸透性の

ある製品が使用されて舗装されるのかどうかお伺いいたします。

もう一つは、牛渡川にゆとりがあるとすれば、ひとつ動力ポンプ

アップも検討すべき課題ではないかと思います。

答弁者、建設課長。○議長（吉田数博君）

初の高瀬川の菅原橋の堤防についての県○建設課長（原 芳美君）

への働きかけでございますが、県ではその箇所を整備するためにボ
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ーリング調査等を実施しております。なにぶん河川費が予算少ない

中での事業でありますので、なかなか見えてこない部分があるかと

思います。

堰の管理については、議員おっしゃるように、いろんな方に管理

していただくというのが基本かと思いますが、警報時については町

のほうでも分担が決まっておりまして、それぞれ確認したり、開閉

状況が悪い場合には是正してくるというのが、水防活動の中でござ

います。

川添の正西寺からの水の関係で、東北電力のサービスセンターに

、 、持っていかれないかということですが ここに水を乗せますと従来

佐屋前地区が浸水していた箇所でもございますので、非常にまずい

のかと考えております。

114号線で、ホテルなみえ付近との関係でございますが、地形的

に114号線が一番高い場所になってそこから南側のほうに勾配がつ

いている権現堂の地形でありますので、114号線の水については、

北側の排水路に流れるような形になっております。

先ほどのサンプラザ前の下流の断面が小さいので、整備計画があ

、 、るかということでございますが そういう面も全体的に含めまして

どのような形が一番効果があるのかまで含めまして、今後の課題と

なるかと思っております。

あと、スポーツセンターの浸透性の舗装かということですが、通

常の舗装でございます。地下浸透方式ですと、地盤がかなり悪い箇

所なものですから、地下浸透ではなくて表面の排水をするというこ

とで現在契約をしております。

汚泥につきましては、私も確認しましたところ10センチぐらいが

堆砂している部分もございます。ないところもありますが、あると

ころで10センチぐらいあるのかなと見てきました。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

農地の確保ということでひとつご質問○産業振興課長（高倉敏勝君）

がございましたので、お答えさせていただきます。

遊水池ということでいえば、当然浪江町の水田は遊水池の効用を

十分に発揮しているかと考えております。

ただ、農地転用ということでございますが、これにつきましては

所有者、それから建設する方の考えもございますので、なかなかこ

れを止めるということについては、現実的に不可能かと考えます。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

先ほどの光関係なのですが、この部分○住民生活課長（植田和夫君）

につきましてはインターネット、いままでいろんな種類があったの
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ですが、光が一番速いようでございます。それは利用できるという

ことであります。

、 、それから交通止めの関係 この部分についてはおただしのとおり

地区と体制を立ち上げなければならないと思います。

14番。○議長（吉田数博君）

水害危険区域というのは、平成14年に明記され○14番（紺野榮重君）

ております。

それは権現堂、佐屋前、請戸地区、川添、赤宇木、椚平、棚塩、

仲ノ森、末ノ森のほうですか。

暫時休議をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１１時１４分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１１時１６分）

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

ご質問にお答えいたします。○住民生活課長（植田和夫君）

１点の請戸川の右岸、佐屋前なのですが、これについては河川断

面が一部狭いところがあるということでございます。それからその

下の川添の佐野、これは常磐線の上流の堤防がよく構築になってい

ない。それから棚塩の中舛倉については左岸、右岸の堤防の高さが

左岸が低いということでございます。

14番。○議長（吉田数博君）

いろいろと誠意ある答弁をしていただきまして○14番（紺野榮重君）

ありがとうございました。再々質問をさせていただきます。

私も特に今回のことの質問に対しまして、年輩の方々から水害対

策についての対応をお聞きいたしました。ホテルなみえ周辺は、昔

からの悩みであると話されております。しかし、今までと異なって

きているのは、今までは雨量が120ミリぐらいまでは大丈夫だった

のが、 近は70ミリぐらいでも床上浸水になってしまうと言ってお

られました。この話はまさにそのとおりかと思います。

原因は舗装され、あるいは駐車場が舗装されて遊水池がなくなっ

て水が出るわけであります。その対応というものが、おいかけてい

けないと、ついていかないというのが現状かと思います。

しかしながら、この水害常襲地帯の住民からすれば、納得のいく

話ではないと思います。どうしたら解決できるのかを短期、中期、

長期の中で計画するべきではないでしょうか。中長期的な観点から
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すれば、牛渡川の改修、小学校前の水路の改修、サンプラザ南の水

路の改修が必要になってくると思います。町民に安心していただく

ためにも、町として原因を究明すべきだと思います。そして計画を

示すべきかと思います。この点についてお伺いいたします。

それから、ゲリラ豪雨に対しての対策でありますが、先程来に職

員の方々が一生懸命分水の確認をしたり、権現堂に入る堰を止めた

り、やられていることは本当に頭の下がる思いでありますが、ゲリ

ラ豪雨は２時間、３時間の勝負であります。この対策はいろいろな

組織、町民の協力を得なければ達成できないわけでありまして、地

域のことを一番知っているのは、地域の方々でありますので、災害

を未然に防ぐためにも地域の方々の協力あっての安全、安心のまち

づくりであると思います。地域の方々の情報提供など、各団体を交

えた協議が必要であると思います。町長の言われる協働のまちづく

りの精神ではないのかと思います。町長指導で地域協議会を開催す

べきと提案をいたします。町長の答弁を求めます。

この問題は大きな問題でなかなか短期間で解決は難しいとは思い

ますが、中長期的な整備計画が必要だと思います。そのためには、

原因対策にいたる調査が必要だと思います。総合的な調査をすべく

予算付けをすべきだと私は思いますが、このことについても町長答

弁を求めます。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

14番議員にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

一番 初の水路改修の関係につきましては、やはり議員おただし

のとおり時間のかかるもの、あるいは中期的なことの考え方もある

と思いますので、この改修費につきましては財源との問題もござい

ますので、よく検討してまいりたいと考えております。

さらに地域協議会の設置、これは当然必要であると認識をいたし

ております。先ほど、住民生活課長から説明がありましたように、

横断的な、かなりのいわゆる反省点はまとまっておりますので、そ

のまとめに基づいて、地域の方々あるいは関係団体の方々と協議す

る場、協議会の設置をやっていきたいと考えております。

それから、この調査の件についての予算についても、ある程度い

ままでの反省点を踏まえてどのぐらいかかるか、予算化を検討して

まいりたいと考えております。

以上で14番、紺野榮重君の一般質問を終わりま○議長（吉田数博君）

す。

ここで、６番、横山精一議員に申し上げます。きょう９時30分か

ら１時間30分程度届け出がなく議席を離れておりました。体調不良

議長より削除申し出あり：氏名の部分を削除。
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かと思いますが、議員として非常に残念であります。今後かかるこ

とのないように厳重に注意を申し上げます。

ここで昼食休憩のため午後１時15分まで休憩と○議長（吉田数博君）

いたします。

（午前１１時２４分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時１５分）

町長から発言が求められておりますので、これ○議長（吉田数博君）

を許可いたします。

資料配付のため休憩いたします。

（午後 １時１５分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時１６分）

町長の発言の前に８番、泉田重章議員、17番、○議長（吉田数博君）

勝山一美議員より遅れる旨、届け出がなされております。

町長。

本日報告いたしました行政報告の追加報告をい○町長（馬場 有君）

たします。

浪江町地域情報通信基盤整備工事請負契約の変更についてであり

、 、ますが 平成23年２月７日の臨時議会において否決になりましたが

これを受けまして、２月10日に㈱ＮＴＴ東日本福島と(財)ふくしま

市町村建設支援機構、浪江町の三者で協議を行いました。

その結果、㈱ＮＴＴ東日本福島の企業努力により、現在の工事請

負金額内で工事を実施し、設計図書及び仕様書のみの変更となりま

したので改めましてご報告いたします。

◇田 尻 良 作 君

午前中に引き続いて、一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

10番、田尻良作君の質問を許可いたします。

10番。

［10番 田尻良作君登壇］

10番、田尻良作です。議長の許可がおりました○10番（田尻良作君）

ので一般質問を行います。昼食の後ということで、若干眠くなるか
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と思いますが、しばらくの間お付き合い願いたいと思います。

質問事項でありますが、事前通告してあります生活支援、農業問

題、伝統文化の３点について伺います。質問方式は一問一答方式で

お願いいたします。

。 、１点目の生活支援でございます 午前中は大雨対策ということで

午後からは雪です。よろしくお願いしたいと思います。

津島地区の除雪対策について伺います。例年になく今年の冬は降

雪が多く、特に津島地区においては日常の生活に支障を来しており

ます。通勤、通学、買い物、子供の送迎、老人達の病院通い等々、

生活に支障があったわけでございます。

、 、 。さらに 特にこの津島地区においては 酪農家が多くございます

、 。牛乳の集配といいますか 集積にも影響があると聞いておりました

まず、地元からの要望と町の対応について伺いますが、今年の冬

の除雪、凍結などの件で津島支所、また本庁に要望、要請などがあ

ったのかどうかお聞きします。

建設課長。○議長（吉田数博君）

ご質問にお答えします。○建設課長（原 芳美君）

町道の除雪においては、本年行政区長との意見交換会の中で、滑

り止めの砂の要望があり配置をいたしました。また、従来から除雪

基準では積雪15センチでありますが、凍結が予想される場合などは

基準以下であっても除雪することでお願いをしております。住民か

ら要望、要請は、主に国県道の部分でございます。

町道では圧雪状態が緩んだから除雪してほしいというような対応

でございます。

10番。○議長（吉田数博君）

要望等は支所、本庁にはそれほどなかったとい○10番（田尻良作君）

う答弁でございます。行政区長との話し合いの中で、そのような対

応策というものは、やっているということでありますが、具体的に

伺いますが、今年の冬の期間、昨年から２月いっぱいくらいになる

かと思うのですが、津島地区どの地区で雪というものはどのぐらい

積もるのかということが把握しているのかどうか。我々平場にいる

ものは、あまり津島の雪がどのぐらい実際積もっているのかという

ことがわからないものですから、わかる範囲内で結構です。

建設課長。○議長（吉田数博君）

今シーズンの２月15日の降雪の中で、羽附○建設課長（原 芳美君）

地区において38センチほどの積雪でございました。

10番。○議長（吉田数博君）

38センチという積雪量があるということでござ○10番（田尻良作君）
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いますが、津島地区も大分広いので積もらないところもあると思う

のですが、こちらの平場とは全然雪の環境は違うと思います。

私などもこちらから津島に用事があって行くときには、昼曽根あ

たりから大分積もっているときがございます。 大積雪量38センチ

非常に多いということでわかりました。

それでは、昨年12月から今年２月末まで除雪車がどのぐらい回数

として出ているのかお聞きしたいと思います。

建設課長。○議長（吉田数博君）

出動回数と申しますか、日数で申し上げま○建設課長（原 芳美君）

すと15日。時間でいいますと451時間ほど費やしております。

10番。○議長（吉田数博君）

、○10番 田尻良作君（ ） 15日間出動回数があったということなのですが

雪の降る回数によって、こちらから言うと大分出動回数が多いので

難儀しているのだなということがここでわかると思います。15セン

チ以上ということですから、５センチ、６センチでも実際は雪に対

して難儀しているのかということもわかります。

次に、降雪に対してでありますが、町の担当課として現地に行っ

て除雪、凍結の対策などは協議をしているのかどうか、この辺を確

認をしたいと思います。

建設課長。○議長（吉田数博君）

建設課で現場を確認しているのかと言いま○建設課長（原 芳美君）

すと、確認するケースと、あとは支所を通じてどの程度だという情

報を上げてもらったり、そういう中で対応しているということでご

理解いただきたいと思います。

10番。○議長（吉田数博君）

本庁では支所からの情報で対応していると。本○10番（田尻良作君）

当に車もろもろですが、動かなくなるという降雪ではないのかと思

うのですが、今の話は今年の雪なのですが、さかのぼっていくと平

場でも何十センチも降ってにっちもさっちもいかないということが

ありました。これが津島地区になっていくと大変になっていくのか

というような感じもしております。それの協議、対策として、そう

いう状況になれば本庁としても対策というものが重要視されてくる

のではないかと思っております。

次に、２番の私道、町道、県道、国道がございます。すべて生活

道路の対応はということなのですが、問題は道路の凍結の部分だと

思います。それに対しては先ほど砂とありましたが、一番対策とし

て考えられるのは融雪剤などの点だと思います。これに対して、町

、 。のほうではどのように対応しているのか お聞きしたいと思います
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建設課長。○議長（吉田数博君）

。○建設課長 原 芳美君（ ） 融雪剤については支所に備え付けておくと

備え付けておく部分がなくなる頃に備え付けるということで、今年

のケースですと、12月24日に50袋、１月17日に50袋、２月９日に50

袋という形で、切れなく支所のほうに配置をしております。

10番。○議長（吉田数博君）

管理は支所になると思いますが、トータルで○10番（田尻良作君）

150袋なのですが、これは例年よりは多いのか少ないのかお聞きし

ます。

建設課長。○議長（吉田数博君）

例年の倍以上は備え付けているという部分○建設課長（原 芳美君）

でございます。２月末現在まででございます。

10番。○議長（吉田数博君）

当年度は例年よりは倍以上の融雪剤の数量だと○10番（田尻良作君）

いうことでございます。

この件については後からお聞きしますが、実は１月24日に融雪剤

の件で地元住民から私のほうに相談がございました。相談の中身と

いうのは、凍結のために大変だという相談でございました。そして

１月27日でありますが、この日の朝、実は地元の20番議員のほうに

も電話で、このような相談があるのだけどどうしたらいいかとご指

導を仰いでおります。そのときに、町のほうに相談すべきだという

ご指導がありました。本来ならば支所に電話を入れて内容を確認し

たかったのですが、たまたま携帯でやっていたものですから支所の

電話番号わからなくて、本庁の原課長にこの旨を相談といいますか

対応をしたわけですが、いろいろ原課長とのやりとりの中で、町と

してみれば出来る限りのことはやっているんだというやり取りがご

ざいました。１月25日朝の今の話なのですが、あろうことかこの日

の夕方、職員の支所長の門馬勇次氏が、帰りにスリップ事故になっ

たということであります。原因はスリップ事故だったということな

のですが、実際こういう事故は誠に残念ではあるのですが、死亡事

故にかかわらず結構事故が発生しているという実態を聞いておりま

す。

そこで町としてみれば、融雪剤対応また砂とかやっているのです

が、更なる支援というものが必要なのではないかと私は思うのであ

りますが、この件について町長はどう思いますか。今やりとりをし

ていて、津島のこういう降雪または凍結問題について。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

今年は非常に寒くて雪の多い年だと考えており○町長（馬場 有君）
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ます。従いまして、早めに融雪剤なりあるいは砂なり準備をして先

ほどの建設課長の答弁ではありませんけれども、支所のほうに備蓄

をしているということであります。できれば支所のほうに住民の方

がある程度相談していただいて、素早い対応をとっていきたいと考

えております。

10番。○議長（吉田数博君）

その辺をよろしくお願いしたいと思いますが、○10番（田尻良作君）

また２月20日に同じ津島地区の住民の方からお話がございました。

その話の中では、行政区長が支所に行って融雪剤をもらってきて対

応しているということなのですが、その住民の人は区長さんに言っ

たら、区長さんが言うには支所にはもうないと言われたというので

す。仕方がないので、自費で町のお店のほうから融雪剤を買って蒔

いてやっているという話しでございました。

なんと言いますか、先ほどの話では例年の倍以上の融雪剤を準備

しているんだと、それでも足りないという実態だと思います。この

ような中身について、まだ予算があればいいですが、在庫不足にな

らないような対応をお願いしたいと思いますが、この件についてど

うですか。

建設課長。○議長（吉田数博君）

融雪剤については、今議員おただしのよう○建設課長（原 芳美君）

な支所に在庫がなくなったということは聞いておりません。２月９

日に50袋を配置しましたが、雪が降って不足するのであれば、再度

50袋程度ですが配置をしたいと考えております。

10番。○議長（吉田数博君）

事故が起きれば命にかかわることでありますの○10番（田尻良作君）

で、その辺の対応をよろしくお願いしたいと思います。

次に、凍結道路の問題で、ある介護施設において凍結、降雪のた

めに津島には送迎ができないという話を聞いているのです。こうい

う情報というのは町では掌握しているのかどうかお聞きします。

建設課長。○議長（吉田数博君）

道路凍結による介護施設の送迎バスの運行○建設課長（原 芳美君）

を休止したとは聞いておりません。

10番。○議長（吉田数博君）

休止はしていないと思います。実は介護を受け○10番（田尻良作君）

るお年寄りだと思うのですが、その人もいわゆる大きな道路まで出

ていかないと送迎車が行けないという話で、送迎に行く施設の話を

聞くと、本当は介護を受けている人だから玄関まで行って、そこか

ら乗り降りさせて送迎したいと。家から大きな道路まで。たぶん私
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道の部分までだから手を付けられないという問題があると思うんで

す。

今のデイサービスですか、そういうせっかくの今の介護行政の中

で機能していないという形になると思うのです。これはやはり自助

努力ばかりでは問題は解決できないと思うのです。

、 、やはりこの部分については 行政の手を差しのべると言いますか

光りをあててやらないといけないのかと私は思うのですが、この件

について、町長はどう思いますか。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

確かに高齢者の方には大変ご不便をかけると思○町長（馬場 有君）

いますけれども、今議員おただしの町道から私道そちらに入って、

私道のほうを除雪をするというのは、なかなか公費の負担では難し

いということであります。そういうことで問題を切り捨てるわけで

はなくて、例えば協働のまちづくりをこれから進めていくわけです

から、できれば協働でやっていただける隣組の方、あるいはボラン

ティアの方、そういう方々のお力を借りて、何とか高齢者の方に十

二分に役目を果たしていただくような行動が必要かと考えておりま

す。

10番。○議長（吉田数博君）

私も同じような考え方なのです。先ほど協働の○10番（田尻良作君）

まちづくりということを立ち上げてやるわけですから、地区は地区

でお互いに助け合ってやっていかないと、なかなか難しい問題だと

思っております。その点、行政サイドでも協働のまちづくりという

観点から積極的に動いて地元の協力を仰いでそういう問題に対処、

対応をしてもらいたいと思います。

次に、住民福祉の観点から伺いますが、津島地区では福祉バスの

運行をしております。聞くところの話ですと夏場は何とかなるので

、 、 、 、すが 冬場は凍結 降雪の場合 今言ったように門口といいますか

私道と町道の部分で大変だと。先ほどの質問と同じような形になる

のですが、その辺の福祉バスの運行回数について伺いたいと思うの

ですが、これはどのようなシステムで、運行回数とかその辺わかれ

ばお聞きしたいのですが。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

それでは、津島地区福祉バスについて○企画調整課長（谷田謙一君）

お答え申し上げます。

塩浸から白追、手七郎を経由して津島診療所までの白追手七郎コ

、 、 、ース 前沢から羽附 水境を経由して津島診療所までの羽附コース

泡滝から国道114号を西に津島診療所までの泡滝馬場平コース、広
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谷地から親和、稗田を経由して津島診療所までの広谷地稗田コース

の４コースがございます。

それぞれ週２以上の運行となっております。

10番。○議長（吉田数博君）

運行回数は月、火、水の１週間に３回、津島地○10番（田尻良作君）

区全部ではなくて、３回に分けて巡回しているということでよろし

いですか。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

週に１往復ずつ４コース、ただいま申○企画調整課長（谷田謙一君）

し上げました４コースを出るということです。各コース、週に１回

ということになります。

10番。○議長（吉田数博君）

、 、○10番 田尻良作君（ ） 実は 週１回では足りないという声なのですが

そのあたり増便、もう少し増やしてほしいという要望があるのです

が、その点についていかがですか。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。現在、町では浪江○企画調整課長（谷田謙一君）

町地域公共交通会議を立ち上げまして、浪江町地域公共交通総合連

携計画を策定し、平成23年度以降の計画に基づき実証運行を行う予

定となっております。

この計画の中で津島地区の福祉バスについても町内の交通機関に

かかる経費を総合的に抑えながら運行を充実していきたいと考えて

おりまして、運行回数の見直しなども検討しているところでござい

ます。

10番。○議長（吉田数博君）

。○10番 田尻良作君（ ） そういう計画があるということで了解しました

さらにその計画があれば、これも要望なのですが、平場について

はぐるりんこで対応しているのですが、週に１便ぐらいは町のほう

まで延長便も欲しいということがありました。この点についても計

画の中で織り込んで欲しいと思います。要望です。

次に、４番、平場の凍結箇所の対策として、町の対応についてお

聞きします。

建設課長。○議長（吉田数博君）

町道の凍結箇所の対策について、今までで○建設課長（原 芳美君）

すと凍結防止剤、融雪剤の散布情報をいただきまして、職員が行っ

た。また警察署にも材料を提供しまして警察官が散布をしていたと

いう現状であります。

10番。○議長（吉田数博君）
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警察署まで出動してやっているということでご○10番（田尻良作君）

ざいますが、わかりました。

実は、このお話は訪問介護のヘルパーさんからの要望だったので

すが、そういう事業所ばかりではなくて通学路の凍結防止、皆さん

も車を運転しているから凍結している部分については、通勤などは

朝ですからいろんなことが起きてくると思うのです。何とかそれに

ついては、先ほど町長さんが言われたように協働のまちづくりとい

うことですから、平場の区長さんにも頼んで、きめ細かい凍結、融

雪剤の散布も必要かと思います。この辺についてどう考えているの

かお聞きします。

建設課長。○議長（吉田数博君）

通勤、通学早朝ですので、確かに職員が来○建設課長（原 芳美君）

て対応するというのはスピード感を持った取り組みができなかった

という部分で、協働のまちづくりという視点の中で地域の方々に散

布していただけないかということで、一部声かけをはじめたところ

です。

10番。○議長（吉田数博君）

解決するにはそれしかないのかと思います。よ○10番（田尻良作君）

ろしくお願いしたいと思います。

次、２番目の農業問題に入ります。今年なのですが、平成23年度

米生産調整説明会について伺いますが、２月９日午後６時から本庁

でございました。私も出席しました。説明会でありますが、２月に

ずれ込んだ理由と説明会場が２カ所になっている件について、なぜ

２カ所になったのか。なぜ説明会が２月でないといけないのかとい

うことについてお尋ねいたします。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

お答え申し上げます。○産業振興課長（高倉敏勝君）

なぜ２月かというご質問ですが、これは毎年県の説明会が１月下

旬に行われます。特に今年度に関しては農業者の戸別所得補償制度

という新たな制度が出てきたということで、昨年度もそうでござい

ますが、この辺の中身を当然担当職員も含めまして理解をして、要

綱等を確認してから説明をするということに基づきまして、２月か

ら始めております。なお、これは平成19年度からほとんど２月初め

に説明会を重ねております。

それから、２カ所になった理由でございますが、たまたま昨年度

は米の戸別所得補償という大きな問題がありましたので、ご参集い

ただいた方、延べ人数100名を超しておりますが、通常ですと各地

区をまわりますと１地区３名から４名という状態でございます。非
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常に時間的にもロスいたしますので、今年度から新たに津島地区と

平坦部については役場の２階に集まっていただいて開催したところ

でございます。結果としましては、津島地区で30名以上、それから

平場で50名から60名以上ということで、通常の６地区を回った地区

の合計よりも平場については上回っているという結果が出ておりま

す。

10番。○議長（吉田数博君）

ただいま課長のほうから答弁があったわけです○10番（田尻良作君）

が、平成19年度から２月に説明会をやっているということですが、

私の認識では12月もやっていたような気がするのですが、それはそ

れとしてですが。本当は、次の年の作付けですから、年中に強制的

と言いますか、生産調整の部分は年内にしっかりと生産調整の減反

政策を説明してほしいということです。

それと、会場が２つになったということ。人数的には多いという

答弁だったのですが、その辺が理解できないのですが、私は大堀な

、 、 、ものですから はっきり言って街まで しかも時間的に夜やるには

先ほど午前中にも農業者の平均年齢ありましたよね66歳。80歳も現

役でやっている人もいるのです。バイクで、車の免許証持っていな

いですから。前は例えば大堀なら小野田のＪＡでやっていたのです

が、行きづらいといいますか大変だということで、それで実はなん

でこういうふうになったのか聞いてくれと言われたものですから、

こういう質問になっているのですが。そういう一生懸命やっている

人に対して、もうちょっと配慮が必要なのかと思うのです。各地区

。 、でやるという考えはあるかどうか たぶんならないと思うのですが

どうでしょうか。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

まず今年度は試みとしてやらさせてい○産業振興課長（高倉敏勝君）

ただきました。先ほど申し上げましたように、営団ブロック地区も

含めて６カ所、それから津島と組みましてやっておりましたが、今

年度どのような形でできるかということで、今年度は試験的にさせ

ていただきました。今年度の参加状況を見極めた上で、次年度また

どういうふうにするかということで考えさせていただきたいと思い

ます。

10番。○議長（吉田数博君）

、 。○10番 田尻良作君（ ） 要望とすれば 近ければ近いほどいいわけです

現実的に農協の支所もなくなって統合されて、こういう説明会ばか

りではなく、農家自身がいわゆるお金を出せない。声が聞こえてい

ますよ、不便だと。まちに行くのには大変だということで。ですか
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、 、ら行政でやる部分は できるならばその地区に行って説明会にしろ

何にしろやってほしいという声がいっぱいあります。ですから、そ

の辺は考慮してもらいたいと思います。

続いて、平成22年度、昨年度でありますが、制度が変わりました

戸別補償制度の実績について伺いたいと思います。この戸別補償制

度、参加戸数。これは選択ですからしなくてもいいということであ

りますので、参加した農家数と参加しなかった農家数について、わ

かっていればお聞きしたいと思います。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

対象者数が929戸でございます。参加○産業振興課長（高倉敏勝君）

者、参加戸数が872戸、不参加57戸です。

10番。○議長（吉田数博君）

、 。 、○10番 田尻良作君（ ） 要対象者が929戸 参加が872戸 これについて

今まで戸別補償だから、戸別補償に回答しなくてはいけないので昨

年はお米を作ったと。聞きたいのは多くなったか、少なくなったか

の話なのです。昨年は平成22年。平成21年度減反の申請をしたか。

その辺の数字をつかんでいるかどうか。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

ご承知のとおり、米戸別補償制度とい○産業振興課長（高倉敏勝君）

うのは、平成22年度からの発生でございますので、その前年度のデ

ータは持ち合わせてございませんのでよろしくお願いします。

10番。○議長（吉田数博君）

そこが欲しかったのですが、国の制度でありま○10番（田尻良作君）

すので、米作り農家がこの制度をやってみようかという数字。平成

21年度は制度に入っていなかったと、これはいいです。担当課のほ

うに行って聞いてみたいと思います。

この制度について、反当たり、10アール当たり１万5,000円とい

う補償金額が出てくるわけですが、平成22年度の実績において、町

全体の交付額というのはどのぐらいになりますか。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

定額分と変動分でございますので、定○産業振興課長（高倉敏勝君）

額部分のみ申し上げますと、対象面積に対しまして１万5,000円で

１億4,400万円になります。下の10万単位切っております。

10番。○議長（吉田数博君）

わかりました。町のほうでは農家に入った１億○10番（田尻良作君）

円何某のお金、この後の３月になってくる交付金１万510円という

ことで約３万円ぐらいになってくるわけなんですが、これについて

町の評価を聞きたいのです。この制度がこれからずっと続いていく
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のか。それとも変わる可能性もあるのですが 「よし」この制度で、

町も国の政策なのですが、町でずっと推進していくんだという気持

ちがあるかどうか。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

。○産業振興課長 高倉敏勝君（ ） これは非常に難しい問題だと思います

まずこの戸別補償制度定額分については、これは国のほうでもある

程度続けるという返答をいただいておりますが、変動分については

確約できるものでもございませんし、果たしてこの制度が本当にい

いのかどうかと言いますと、非常に県のほうにお尋ねしてもなかな

か答えは返ってこないという非常に難しいかと。我々の町村でお答

えできる範囲ではないと感じております。

10番。○議長（吉田数博君）

始まったばかりなのでその辺のところは難しい○10番（田尻良作君）

のかなと思います。

次に、この制度について利用権設定の時期についてなのですが、

規模拡大加算における利用権設定について、設定時期について問題

はないかということなのですが、昨年の稲刈りが終わって平成22年

10月から今年の３月いっぱいまで平成22年度分であります。制度が

始まるのが平成23年度から。その間に利用権設定をした場合、発生

するのは平成23年４月１日ですから、利用権設定をした場合、以前

にした部分についてはどういう扱いになるのかお聞きしたいと思い

ます。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

これらについても、正式な要綱等が町○産業振興課長（高倉敏勝君）

のほうにまだ来ておりません。ただインターネット等でいろんな新

用途等は流れております。農政事務所のほうに確認をしましたとこ

ろ、規模拡大については、平成23年４月１日から翌年度２月末まで

に利用権設定があった農地について加算の対象になると、これは電

話ですがそういうことで回答をいただいております。

なお、これにつきましては来る３月11日、県のほうで説明会が行

われます。こちらのほうの要綱等も我々とらえましてから、正確に

、 。わかり次第 農家のほうにお知らせしていきたいと考えております

10番。○議長（吉田数博君）

大変失礼いたしました。課長あれなのですが、○10番（田尻良作君）

資料配付をお願いしたいのですが、議長。

資料配付のため暫時休議をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ２時０４分）
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再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ２時０４分）

10番。○議長（吉田数博君）

大変失礼しました。この農業問題について、○10番（田尻良作君）

初から資料を出せばよかったのですが、今質問した部分は開いて右

側、上から４番目、規模拡大加算ということでありますが、農地の

貸し借りをした場合、高齢化で米作りができないという場合、田ん

ぼを作ってくださいよという形で利用権設定というものを公的にや

る部分なのです。これは戸別補償制度の中の要件としてあるわけで

す。今質問をしているのは時期の問題を言ったわけなのですが、こ

れについては流動的だというようなことでの今の答弁でございまし

た。４月以降になっても問題ないというか、対応できるということ

でよろしいでしょうか。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

農政事務所、先ほどの答弁と重複いた○産業振興課長（高倉敏勝君）

しますが、遡るということは県のほうは考えていないようでござい

ます。あくまでも４月１日以降という考えのようでございます。

10番。○議長（吉田数博君）

わかりました。しきりはしっかりしてほしいと○10番（田尻良作君）

思います。

それで、この要件の中に規模拡大加算、その括弧の中に農地利用

集積円滑化団体、これは市町村、ＪＡ、公社ということであるので

すが、前回の説明会の話だと、設定は６年以上というような話がご

ざいました。町の利用権設定の中では農業委員会なのですが、１年

からでもＯＫだというような形なのですが、その辺の整合性につい

てお伺いいたします。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

ご承知のように、町で行っている利用○産業振興課長（高倉敏勝君）

権設定は農業経営基盤強化のほうに伴う利用権設定でございます。

ですからこちらのほうは１年、５年、６年以上、あとは10年といろ

いろございます。

ただ、今回出ました規模拡大加算につきましては、あくまでも６

年以上ということで、あくまで法的なものが違いますのでここでの

違いは出てくるかと思います。

10番。○議長（吉田数博君）

これについても連反化ということもあるのです○10番（田尻良作君）
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が、時間がないのでその辺は窓口で聞きたいと思います。

次に４番、水田利用の所得補償金があります。飼料米の自家活用

になるのですが、ページめくってもらいまして左の水田活用の所得

補償交付金、緑色の付いたところです。左下のほうに米粉用米、飼

料用米、ＷＣＳ用米、10アール当たり８万円の補償交付金が出ると

いうことなのですが、ここでお聞きしたいのは、例えば農家でニワ

リトを買っています。飼料米を作ったときに自家米に使う。使うと

この対象になるかならないか。言っている意味わかりますか。ニワ

トリにかかわらず飼料ですから、牛とか豚、家畜それも可能かどう

か。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

飼料米の自家飼料用米ですが、まずこ○産業振興課長（高倉敏勝君）

れは、１つは自家用の供給計画書の提出を出していただくことにな

ります。浪江町の平坦部ですと基準対象が508キロ、津島地区です

と442キロになります。この分の自家使用の計画書を出していただ

くことになります。これに基づいて当然飼料を供給していただくこ

とになりますので、これに使えなかった場合、８割以下、満たない

場合については、理由書を提出していただくようになります。

例えば、天災によるとか、直播栽培とか、新規農業に向かってや

った場合ですと８割以上下りる場合がありますので、その場合は理

由書を書いていただくとか、天候不順ですと共済組合の理由書を書

いていただくとか、証明書をいただければＯＫですが、それ以外の

理由ですと、何故使わなかったのかということになりますので、今

おただしのニワトリですと養鶏農家以外ではかなり無理ではないか

と感じられます。

10番。○議長（吉田数博君）

なかなか作ればいいというものではなく、要件○10番（田尻良作君）

がハードルが高いと思います。この辺のところも今後検討していか

なくてはならないのかと思います。これは、ある農家からこの辺に

ついてどうかということで聞いてくれと言われまして聞いたのです

が、わかりました。

５番は時間がないのでいいです。

次に、質問の３番、伝統文化について伺います。これは 後の質

問でありすまが、いわゆる町民待望の新体育館がいよいよ完成間近

になってまいりました。名称は「ビッグウェーブ 、屋根の形のイ」

メージで大きな波ということで決まりました。これは先ほど行政報

告の中でもございました。この体育館なのですが、議会でもいろい

ろともめたといいますか、大波、小波がございました。まさに大き
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な波というのが何かを物語っているのではないかと私は思います。

質問に入りますが、現在の進捗状況についてお聞かせ願いたいの

、 、ですが 先ほど町長のほうから行政報告の中でありましたので92％

順調にいっていると思います。できれば当然考えられるのですけれ

ども、落成式、オープン式の日程はいつ頃になるのか、これをお聞

きします。

生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

それではお答えいたします。落成式の○生涯学習課長（島田龍郎君）

予定でございますが、７月３日ということで予定をしているところ

でございます。

10番。○議長（吉田数博君）

７月３日でよろしいですね。わかりました。○10番（田尻良作君）

記念の式典になると思います。オープニングセレモニーというも

のが当然あるわけですが、これについて伺いたいと思います。予算

的にはどのぐらいの規模でいくのか、お聞きしたいと思います。

生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

平成23年度で予算のご提案を申し上げ○生涯学習課長（島田龍郎君）

ておりますが、一応セレモニー関係、委託関係、オプション関係の

セレモニー等も含めまして約50万円くらいの予算は予定していると

ころでございます。

10番。○議長（吉田数博君）

50万円という話がございましたが、これはあく○10番（田尻良作君）

までも予算であって、配付された予算書では100万円という数字も

出ておりましたが、16億円ですからそれに見合った落成式、セレモ

。 。ニーにしてもらいたいと思います そのように受けとっております

次に、セレモニーの内容についてなのですが、検討していれば若

干話してもらいまして、本当は今言ってしまいますと楽しみがなく

なるものですから、サプライズ的に考えているんだとなれば、無理

な答弁は求めないのですが、あれば答弁をお願いします。

生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

セレモニーにつきましては、現在内容○生涯学習課長（島田龍郎君）

の検討を進めているところでございます。今後、具体化されるアト

ラクションの中でもいろいろと検討させていただきたいと思ってお

ります。

10番。○議長（吉田数博君）

これからの検討だということで、それで提案を○10番（田尻良作君）

したいのですが、獅子舞神楽でセレモニーの式を盛り上げてはどう

かということなのですが、理由とすれば３つございます。
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、 。まず１つ目は 御祝いごとに獅子舞神楽というものは欠かせない

この町の環境といいますか、昔からやっている。

２つ目なのですが、浪江町の各地区にある獅子舞神楽というもの

は、昔から村人の心をひとつにすると。さらに村人を結び付けると

いうような今では数少ない伝承文化なんでございます。地域の貴重

な遺産でもございます。ですから神楽をぜひ各町内のを一堂に集め

て大体30頭ぐらいあるようですが、その辺についてビックウェーブ

といいますか、ビックチャンスだと思うんです。今回式典で披露す

るということにおいては。ぜひこの辺を検討してもらえないかとい

うことが２つ。

３点目は、この件については以前一般質問で教育長もぜひ検討す

ると答弁をいただいておりますので、またとないチャンスなもので

すから、教育長にぜひお願いしたいと思っています。

生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

先ほどのご質問の中でオープニングセ○生涯学習課長（島田龍郎君）

レモニーの予算につきましてですが、私のほうで誤りがありました

のでご訂正をお願いします。

一応、オープニング関係での消耗品等含めて50万円と、オープン

イベント業務委託料というようなことで50万円を予算化しておりま

すので、ご訂正をよろしくお願いしたいと思います。

教育長。○議長（吉田数博君）

ただいまのご質問ですが、私も大変気にし○教育長（畠山熙一郎君）

ておりまして、今回ご質問いただいて一つのきっかけができるかな

と思ってございます。ただ、一堂に会して数多くとなりますとまた

いろいろと状況が変わってまいりますので、これから検討というこ

とですが、お祝い事に花を添えるといいましょうか。そういう方向

で実現できればいいかと思っておりますので、これからまたご指導

いただきたいと思います。

10番。○議長（吉田数博君）

、 。○10番 田尻良作君（ ） 以上で10番 田尻良作の一般質問を終わります

ありがとうございました。

以上で10番、田尻良作君の一般質問を終わりま○議長（吉田数博君）

す。

◇佐 藤 文 子 君

続いて、一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

13番、佐藤文子君の質問を許可いたします。

13番。
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［13番 佐藤文子君登壇］

13番、佐藤文子でございます。議長より許可を○13番（佐藤文子君）

いただきましたので、通告の３点について一般質問いたします。な

お、質問は一括方式でお願いいたします。

はじめに地域スポーツセンタービッグウェーブの今後の姿と利活

用についてお伺いいたします。この点について、町長の行政報告の

中にも概要、進捗状況がありました。そして今終わられた10番議員

も重複して質問をなさいましたので、私がお伺いしようと思ったこ

とを書いてきたのですが、かなり原稿の手直しが余儀なくされまし

て自分の字が読めなくなっているのですけれども、ぜひそこのとこ

ろをおくみとりいただいて答弁をお願いしたいと思います。

ビッグウェーブ、本当にびったりの相性が決まったものだと思い

ました。とても感心いたしました。 近は箱物がほとんどできない

財政の中であれだけの大きな物が、ただ同然と言ったら語弊があり

ますけれども、駅の隣に建ったわけですから、町民は大変興味をも

って待ち望んでいました。

建設期間が短く、あっという間に魔法のようにできたと表現した

方がおりましたが、私は買い物とかいろいろな用事であそこの場所

、 、を通りますので 初の段階から注意して見て通っているのですが

それでもあっという間にできたなという感を抱きました。本当に一

晩たったらカボチャに変わらないでほしいなと思うぐらい魔法のよ

うにできた建物だと思います。建物の大きさも外観の壮大さ、請戸

の大きな波を連想されまして、本当に利用ができるのを楽しみにし

ている１人でもあります。

落成式の話、先ほど10番議員がお伺いいたしました。７月３日、

日曜日の予定だということですね。イベント等の内容については現

在検討中ということで、これはお伺いしないことにします。

それで、ある女性の方が買い物で一緒になりましたら、いずれ落

成式をやるのでしょうけれども、それは誰でも出席できるのか。そ

れとも整理券というものを発行するのか。はたまたお偉いさんしか

参加できないのか。私に「わかっている範囲で教えてください 」。

と聞かれましたけれども、私は「これからいろいろ決まることなの

ではないですか。私はわかりません 」と答えました。。

先ほど課長がご答弁なさったとおりに、いろいろな式典、イベン

トがこれからのお運びになるんだろうと思いますけれども、町民が

とても楽しみにして待っていますので、広報等を通じてお知らせい

ただくようになるかと思います。

、 。もう一つ聞かれたことなのですが 文化的利用についてなのです
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町の芸文協に加盟している団体やふれあいセンターの事業に参加し

ている方達、先日行われました公民館ふれあい祭りの町長のごあい

さつの中にもありましたけれども、ふれあいセンター２階の講堂で

行われるふれあい祭りは今回で 後だと、平成23年度は新しい体育

館を使用してできるようなお話がありました。その後、模擬店をや

っているときに、仲間内で結構その話題が出まして、使い勝手のこ

とやら、それから設備等のお話になりまして、みんな勝手な想像を

しふくらませてどんどん発展していったのですけれども、何かの機

会に文子さん聞いてくださいと言われたのですが、議員は一般質問

もやりますし、委員会審議の中で聞きましょうとお話したのですけ

れども、舞台装置のことなのです。もちろんステージがありますの

で緞帳や中幕というのは発注しているのだと思いますけれども、ど

ういったものになる予定なのか。わかっている範囲で教えていただ

きたいと思います。

それから、舞台袖の設備です。音響とか装置、文化的利用に十分

に対応できるようなものになるのかどうかというのも一般の方のご

心配があるようです。個人的に大変重要と考えているのは、ピアノ

の設備はどのようなものになるのかというのをとても気になってお

ります。小高区の浮舟会館は、舞台にヤマハのコンサート用ピアノ

と楽屋に練習用が１台あったように記憶しているんです。原町区の

ゆめはっと、それから葉町のコミュニティーセンター、大熊文化

センターにはスタンウェインサウンズが配置してあります。1,000

万円ぐらいの大きなものです。それから大体ホールと名の付くとこ

ろはそういったものがあるのですが、スタンウェインサウンズとか

ヴェゼンドルファーとかそういった高い物までとは要求しませんけ

れども、せめてヤマハ、カワイのコンサート用のグランドピアノを

舞台に欲しいなと、皆さんの要望がありますので、これはどのよう

な考えで今いるのか教えていただきたいと思います。

ご存じのように当町の音楽のレベルは大変高く、プロの音楽家も

たくさん輩出していますし、世界で活躍しているピアニストもいま

す。小中学校の音楽祭、それからいろいろな大会での成績も見事で

して、結構レベルが高いのです。指導者の先生方もいい先生方がた

くさんいらっしゃいます。

これまで小中学校のＮＨＫ主催の学校の合唱大会とか、合奏大会

とかブラバン、民報主催の大会など出場するのに大熊文化センター

とか葉町のコミュニティーセンターとかをお借りして、結構肩身

の狭い思いをして町バスを出してもらって、保護者が楽器を運ぶの

について行って練習した覚えが、私の子供が小さい頃はよくありま
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した。本当に町に大きなホールがあればなと、その当時つくづく思

いましたけれども、そういった追っかけをできなくなったというか

必要がなくなった今頃になってようやくできて、これからの人は大

変うれしいことだと思います。

小中学校の音楽祭というものを小高区では小高の浮舟会館を利用

して一堂に会して音楽祭をやっているのですが、そういったことも

開催してほしいと保護者の方が思っているそうなので、そういった

計画があるのかどうか。

それから利活用に関していろいろなことを芸文協の方だとか、常

日頃公民館活動に参加している方達のご意見をもちろん伺って検討

に入るのだと思うのですけれども、どんな形になっていくのかを教

えていただきたいと思います。

それから、文化的目的の設備なのですが、音響の点です。小高区

の浮舟会館は建設当時、舞台での音が前に響かなくて、音楽祭をや

ってもとても音の響きが悪いということで、後から後ろに屏風のよ

うな反射板を取り付けて音の反響を前に出すように取り付けている

んです。いろいろなコンサートの時に、舞台の後ろ側に反射板を取

り付けているのですが、浮舟会館の場合はそれほど大きな舞台では

なくて、実際の舞台よりもそれを入れたためにとても狭く利用する

しかない状況になっております。

浪江では当初聞いたときに、結構かなりの舞台の奥行きがあると

いうことを10メートルの予定だとうかがったのですけれども、それ

で出来たものの後から音が響かなくて、そういったものをまた追加

で設置しなくてはならなくなると、当初の舞台よりも大分利用勝手

が違ってくるのかと思いますので、そういったことをもちろん専門

家が作っているのでしょうから心配もしなくても済むのでしょうけ

れども、どんなふうな音響とかそういったものにどんなご意見を聞

いて作ったのかどうか教えていただきたいと思います。

日舞などで使用するときに、花道というものを舞台袖から前に出

るようなのが設置できて、浮舟会館などもつくれるようになってい

るのですが、新しいところはそのようなことができるのかどうか。

実際利用してみたら、あちこち修理改善が沢山出るようでは困った

ものだと思いますので、そういったことを検討したのかどうか、教

えていただきたいと思います。

次に使用料なのですが、使用料の原稿を書いてきましたらば、議

案書配付の中に条例改正案が出てまして、まだ上程されてなくて配

付されただけなので議案書配付だけなのでこういったことになるの

でしょうけれども出てました。もうちょっと安い設定になるのかと
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思いましたら、結構な金額になります。夜、照明を使ってアリーナ

で冷暖房を付けて、それから移動の観客席を使って、放送設備を使

うとなると、かなりの金額になってくるのかなと思いました。

ただ、別な観点からみれば、今まで芸文協にしても、既存の民間

の経営しているホール、会館等を借りて使っていたわけですから、

やっぱりあまり安い設定だと民間圧迫にもなるので、こういうこと

はしょうがないのかと見させていただいたのですが、近隣の大熊町

と比べたらちょっと高いのかと思いました。

初めて出てくるトレーニングルーム、１時間高校生が100円で、

一般が200円になっているのですが、大熊は大人でも１時間100円で

借りれるので、会社の帰りに寄る方が浪江町の方でもいらっしゃる

と聞いたのですけれども、やはり近隣を対象にしたのかどうか。設

定の根拠になったものを教えていただきたいと思います。

今、申し上げたとおりアスレチッククラブなんかも民間が経営し

ておりますので、民間圧迫にもなる考えがあればこのぐらいしょう

がないのかなと思いますけれども、設定の基準を教えていただきた

いと思います。

それから、大きな２点目の通学路の整備についてお伺いいたしま

す。現在、佐野の交差点から西に延びる通学路、平日午前７時から

８時まで車の進入規制をしているのですけれども、交通安全指導隊

員の方が毎朝立ち番してくださっているので、佐野の交差点から中

学校の点滅信号のところは車両の進入規制をしているので、朝の登

校時のときは子供達は安全な面もあります。朝は安全なのですが、

帰りがとても危険なのです。子供達が集団下校しませんので、ばら

ばらに帰ってきますので、車両交差がぎりぎりなのでとても危ない

状態で子供達が帰って来ています。本当にいつもここを何とかして

もらわないと困るねという話をたくさんの方に聞きますので、噂に

よると調査費がつくような話がありましたらば、今年は付かないん

だという話になったので、あれちょっと話が違うのではないかと思

ったのですが。

それともう１本北側に蔵西の道路、昔、八軒通りと言った道路が

。 、 、あるのです そこが朝 点滅信号のところが入れないものですから

１つ北の道路と114号線にぶつかる道路に車が行って右折しますの

で、その道路がすごく混雑するのです。昔、六尺道路といった道路

なものですから、南側には側溝もありませんので、畑に侵入するの

。 、です 地権者の人が石などを置いて侵入路をふさいでいるのですが

だんだん侵入されていってそれでも車の交差がぎりぎりなので本当

に両方の道路が大変なことになるといいますか、改善が必要だと考
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えますので、この先この道路をどんなふうにしたいのかというのを

お伺いしたいと思います。

朝は特に中学生や高校生を学校とか駅に送って行くときに保護者

の方も目の色かえて運転している方がございますので、とても危な

くて事故も多いところなのです。点滅信号から佐野の交差点までの

両脇のお家の方も、話があれば家なんかは考えてもいいんだという

方もいらっしゃいます、直に話も聞きました。先ほど午前中に傍聴

にいらしていた方が、小中学校で186人通るんだと言っておけと言

われたものですから、そのぐらいの数が通りますので、ぜひ何とか

していただきたいと思います。

調査にかかるお金が大体どのぐらい町としては考えているのか。

そして移転だとかにかかる補償にどのぐらいなければ拡幅ができな

いのか。もし拡幅するならばどの程度の広さになるのか。当座、全

面的なきれいな道路になる前に、ずいぶん空き地とか空き家がある

んです。そういったところに部分的に交渉して車が通りやすくなる

ような待避所などを作ってみてはどうかなというアドバイスしてく

れた方がいるのですが、そういった考えがあるかどうか。これから

検討していただけるのかどうか、お伺いしたいと思います。

蔵西の道路を先ほど八軒道路と言いましたけれども、そこからウ

エダ建設からセブンイレブンの後ろまで繋がっている前畑という道

路、その町道も同じように車が交差するのがぎりぎりで、側溝も整

備されていないので、やはり先ほど申し上げたとおり畑の所にくい

込んでいっていろいろ工夫して柵を作ったりなんだりしているみた

いなので、そこの整備もお願いしたいと随分地権者の方からありま

す。町道ですので、町の財政でやりくりをして、ぜひ早期に着工し

ていただきたいと思うのですが、どのように考えているのかお伺い

したいと思います。

後に、郷土のまちづくりの進捗状況と今後の町の姿ということ

についてお尋ねいたします。

意見交換会を行いました庁舎１階ロビーにパネルが展示されてあ

りました。ワークショップのときに町民の皆様から出た意見がいろ

いろ出されていたのですが、あの時に意見交換会に出席した方が、

今後どのように町が変わっていくのか、今ひとつわからないんだと

思いをもっている方がいたんです。抽象的で本当にわかりにくかっ

たと。区長さん達ならばわかるのでしょうけれども、一般町民の人

があそこに出ていて、どんなふうになるのか想像がつかないのだと

いう話になりました。協働のまちづくり意見交換会に出た意見が、

平成23年度の予算にどのように反映されているか。それからどんな
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町になるのかというのを４月、５月でもかまわないので、広報なり

なんなりにわかりやすく教えていただきたいというか、掲載してほ

しいという要望がありました。ぜひそれは町に頼んでいただきたい

と頼まれたのですが、実は私もそうは思っていたというか、分かり

づらい面もあったなと思いました。

協働のまちづくりというのが、前の一般質問の中にもありました

けれども、道路に凍結防止剤を蒔くとか、そういったものを地域で

やるのも協働のまちづくりだし、除雪作業も皆さんでやるというこ

とも、もちろんそういうことも協働のまちづくりの一環だととらえ

ることができると思います。

ただ、そういったことは行政の手薄になった分を一般の方にやっ

てほしいということだけが協働のまちづくり、一緒に働くと書きま

すけれども、そういうことだけではなくて、もう少し企画だとか参

画に携わる者も協働のまちづくりに繋がっていくことではないのか

と思いますので、今後どういう姿になっていくのかを教えていただ

きたいと思います。町民の皆さんがわかりやすい広報の仕方という

か、そういったことも要望としてはお願いしたいと思います。

平成23年度には意見交換会の反映というのも先ほど申し上げまし

たけれども、これに組み込まれているというのがわかれば一番いい

のでしょうけど、なかなか難しいとしたらば、そういったことをわ

かりやすく広報していただきたいと思います。その辺を今後どんな

ふうになっていくのかというのを教えていただきたいと思います。

ひとつ忘れました。スポーツセンターの料金の設定なのですが、

７月の落成式の後に利活用ができるようになったときに、具体的に

バレーボールの10人なら10人のママさんバレーボールのチームが、

夜１時間、２時間バレーボールのコート１面借りて、照明使ったら

幾らかかるんだとか。もちろんこういう条例を見ればわかるのです

が、一般の方が自分の関心のある場所しかわかりませんので、そう

いったことをわかりやすいような広報をお願いしたいと思うので

す。踊り、三味線、フラダンスで使う人が、前日のリハーサルを午

後から借りて舞台だけ使って、次の日に入場料をとってサブアリー

ナの可動式の椅子を使って丸一日借りる場合はどのぐらいかかるの

だと、具体的な料金というものを例題にとった広報が必要なのかと

思います。そういったことができるのかどうか、教えていただきた

いと思います。

以上で１回目の質問を終わります。

答弁者、生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

それではご質問にお答えしたいと思い○生涯学習課長（島田龍郎君）
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ます。

今回の地域スポーツセンターにつきましては、あくまでもスポー

ツ施設であります。その他にスポーツ振興のための講演会並びに講

習会等をはじめ芸術、文化の成果発表、講習会、講演会等の多目的

に利用が可能となっている施設でございます。

佐藤議員のほうからいろいろとご質問がございました部分につい

てお答え申し上げます。まず、ピアノの設置についてでございます

が、今回、平成23年度で備品購入費で5,500万円ほどの予算要求を

しているところでございます。これはあくまでも体育競技並びに体

育館の施設、それにトレーニング機器材等で約5,500万円でござい

ます。したがいまして、ピアノの設置についての予算要求はしてお

りません。

続きまして、町内の小中学校の学校の合唱大会の計画につきまし

ては、これから関係各位といろいろ利用調整会議を開催する予定に

なっておりますので、大会につきしまては、可能かと考えていると

ころでございます。

今後、どのような形に進めるかにつきましてでございますが、こ

れにつきましては３月議会終了後、利用団体等に既設施設の継続使

用の案内と、また施設利用のアンケート等の調査をお願いする旨の

文書を送付するつもりでございます。また、４月になりまして施設

アンケート回収などの利用調整、さらには５月中旬には、利用希望

団体と調整会議を開催する運びとなっております。６月中旬には会

議においてその他の要望がある際には、改めて利用調整会議という

形を考えているところでございます。

また、音響はどうかということでございますが、まず反響板につ

きましては整備はしておりません。なお、設備の範囲でございます

が、多目的な利用にも対応できる放送、照明、設備等を兼ね備えて

はおります。

また、使用料につきましてでございますが、あくまでも町民の皆

様が利用しやすい、そして利用率の向上などに結びつけるような配

慮を考えて設定したところでございます。

先ほど、大熊町のトレーニングルームの料金のお話が出ておりま

したが、私のほうの調べた範囲内では大熊町と同額だと思います。

なお、本定例議会で提案しておりますので、使用料の関係につき

、 。ましては ご審議をいただきたいと考えているところでございます

答弁者、建設課長。○議長（吉田数博君）

通学路の整備についてご質問にお答えしま○建設課長（原 芳美君）

す。
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蔵前の通学路の整備計画はということですが、これはスポーツセ

ンター建設に伴う部分で大分議会でも議論した案件でもあります

し、今年の行政区長との意見交換会の中でも大きなテーマとなった

案件であります。皆さんからの声に応えたいということで検討いた

しました。その中で、事業計画を描く中での財政負担の部分で若干

見通しがつかなかったという部分でございます。

あと待避所のご提案でありますが、全体計画を描いた中で待避所

という部分を描かないと、出戻りの部分が発生するということで建

設課としては全体計画を描きたいという部分でございます。

佐野交差点の改善については、通学路の整備と合わせてする必要

があるということでございます。

蔵西の町道の整備については、いろんな意見を集約しますと、

初の蔵前のほうの通学路の整備が 優先ではないかということであ

ります。この路線についても舗装補修等がかなり傷んでおりますの

で、今年度発注をしているところでございます。

町長。○議長（吉田数博君）

新年度予算への反映についてのご質問にお答え○町長（馬場 有君）

をいたします。

議員おただしのとおり、昨年11月に開催した協働のまちづくり意

見交換会には225名の参加がございました。今回は従来と手法をか

えて長計の７つのテーマごとに話し合いを行っております。困って

いることや課題の解決方法を話し合いました。その解決策として、

町が出来る解決策、住民団体と町が協力してできる解決策、住民団

体が協力してできる解決策に分類をいたしました。

しかし、議員おただしのとおりテーマの幅が広かったこと、ある

いは時間の制限もありましたので、深い議論まではなかなかできま

せんでした。すでに町民同士、団体が取り組んでいる先進的な事例

の紹介もございまして、有意義な意見交換会であったと考えており

ます。

まちづくり意見交換会ではさまざまな意見、課題が出されました

が、その中で町ができる解決策並びに町が協力してできる解決策の

中で、緊急性があり、重要課題として実施しなければならないもの

については、平成23年度行政経営方針並びに実施計画の中身にも入

れて予算に反映させたところであります。

主な事業では、ごみ分別及び不法投棄の防止のあり方の課題が出

ましたので、行政経営方針で町民協働によるごみ削減プロジェクト

、 、として 平成23年度の具体的な事業としてモデルステーション設置

３カ所事業を実施いたします。また、観光交流による地域振興プロ
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ジェクトでは、観光協会の強化充実、常磐道開通記念事業を実施い

たします。さらに、地域交通ネットワーク再編プロジェクトでは、

交通ネットワーク充実のため、浪江町全体の地域公共交通再編事業

などを実施してまいります。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

意見交換会後の進捗についてご説明い○企画調整課長（谷田謙一君）

たします。

ただいま、町長が答弁いたしましたとおり、平成23年度行政経営

方針並びに実施計画の中にも入れ、予算に反映させたところであり

ます。

次に、町民との今後の関わり方でございますが、協働のまちづく

り、平成23年度は２年目となります。まだまだ入り口にさしかかっ

たところでありまして、引き続き人材の育成、広報啓発活動に重点

をおく必要があるかと思っております。

現状では、町民からいたしますと、協働という言葉はまだまだ馴

染みが薄いというのが現状かと思っております。多種多様な町民ニ

ーズをすべて行政で対応することは不可能でありまして、自分達や

地域でできることは、自ら率先して取り組めるような環境整備を急

ぐ必要があると考えております。

ボランティアや町民活動に参加し、公共の担い手となる町民を増

やすには、行政が町民との対話や町民の行政参加の機会を増やすこ

とが必要であり、町民と向き合う町政運営が必要であります。具体

的には、平成22年度で立ち上げました協働のまちづくり検討委員会

を、平成23年度におきましても引き続き町民の皆様の話し合いの場

づくりとして継続していくことになっておりまして、さらに現在は

行政、民間半々ぐらいのメンバーだったのですが、これを民間主導

にしていきたいと考えております。そういう中で、新たな町づくり

についての団体を運営していくための話し合いの手法、人集めの手

法などを検討してまいりたいと考えております。

次に、協働のまちづくり懇談会も予定しております。地域に入っ

ての話し合いの中では、地域を選定しての専門家を入れた話し合い

の支援なども予定しているところでございます。

さらに、おただしの広報事業の強化ということで、現在、共同通

信ということで毎号、広報紙で発行しておりますが、これからも町

民の皆様の身近な取り組みなどを情報共有して、町民の皆様ととも

に協働のまちづくりを推進してまいりたいと考えております。

13番に申し上げますが、今期定例会において、○議長（吉田数博君）

新スポーツセンターの全体の利用料につきましては上程される予定
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でございます。議案審議の中で質疑を深めていただきたいと思いま

す。

13番、再質問。

先ほど私も議案書はいただきましたが、上程が○13番（佐藤文子君）

まだなのでとお断りしたつもりだったのですが、一応もらったもの

ですから、目を通しましたのでわかりました。

サブアリーナのピアノの予定がないというのは、とてもがっかり

したのですが、ないままにはしておけないのでしょうから、購入し

ていただけるものだろうと思っていますので、なるべく早めにお願

いしたいと要望です。

それから、スポーツセンターに関してはわかりました。これから

徐々にわかってくるのだろうということで、楽しみにしてみたいと

思います。

通学路なのですが、佐野の交差点から点滅信号までの財政の見通

しがつかなくて調査費が出なかったと。課長の答弁の中に、待避所

の件は全体計画の中で見ざるを得ないので待避所は考えていないみ

たいな話なのですが、ちょっと納得はできないというか、現在、既

にかなり前から要望もあって危険な道路だということは皆さんが認

識しているのに、全体計画があるから、まだまだ何も手が付けられ

ないのだというのはおかしな答弁なのかと思うのですが、できるこ

とからやっていくというわけにはいかないのでしょうか。もう一度

この点についてお伺いしたいと思います。

蔵西と前畑の道路というのは、道路整備きちんとした舗装になる

ということなのですが、せめて舗装ぐらいはしてもらわないと、あ

そこは本当に汚い道路だし、畑の人はとても迷惑しているしという

、 。ことで やっぱり考えていただかないと駄目なのかと思っています

、 、もう一度交差点のところで 佐野の交差点というのは変則なので

なかなかあれをきれいな十字にしましょうというのは無理なのだろ

うと思いますので時間がかかるのはわかるのですが、道路です。点

滅からの朝の通行規制しているところは、やはりやれることはやっ

ていくべきではないかと個人的には思うのです。教えてください。

それから、協働のまちづくりの件というのは大体わかりました。

協働のまちづくり初年度と位置づければ、住民の皆さんも何をやっ

ているのかわからないし、私が話した意見というのはどんなふうに

活用されるのかもわからないからと思うのも無理もないかと思いま

す。

先ほど、町長が話してくれたような内容とか、企画調整課長のお

話、答弁なさってくださったことなどを上手に町民に広報周知する
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方法をとっていただきたいと思います。

これからも、協働のまちづくり懇談会というのを専門家の方を入

れて引き続いてやっていくということなので、徐々に成果が出てき

て、もちろん今よりは良くならなければどうしようもないことなの

で、だんだん良くなっていくのかなという期待はしています。

やはり区長さん達というのは、役場に来て課長達の顔も見知って

いますし、いろいろなところで話す機会があります。私たち議員も

そうなんですけれども、一般の方というのは、協働のまちづくりの

懇談会しますよ、来てください。どんなものかなと行っても、なか

なか意見というのは述べられないんです。大きくなる懇談会ほど述

べられない。地域に行って本当に公民館ぐらいの規模で膝をつき合

わせてやれば、いろんな意見が出てきて、より多くのアイディアが

出ると思いますので、本当にこれからきめの細かい懇談会、規模の

小さな懇談会を重ねていっていただきたいと、これは私の要望なの

で、今後そういった考えがあるのかどうかだけお聞かせ願いたいと

思います。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

道路の件の再質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

財源との問題がございまして大変難しいということで、今回設計

予算等も若干出ないということになりました。

ただ、私もあそこは通学路で交通量も多いと危険な状況もあると

いうことで、 重要課題をもった路線だと考えております。そうい

うことで、今般行政報告の中でも申し上げましたけれども、電源立

地交付金の積立金が立地町も入る予定になっているのですが、それ

は積立金で県のほうで管理をしているということで、今年、平成23

年度は無理だと。平成24年度に第６期の核燃料税の計画が終わりま

すので、６期が終わりましたら第７期に向けて、配分額が相当金額

。 、が立地町と隣接町とあります 私どもの隣接町でも相当出ますので

その辺の財源措置をしてから取り組んでいきたいというのがござい

ました。それから、核燃料税交付金これも毎年入っておりますが、

これも今までの重要課題について順番よく予算付けしてきましたの

で、そちらのほうが回せなかったということであります。

したがいまして、電源立地交付金積立金の取り崩し等の予算措置

が出れば、そちらのほうに設計調査、道路に着工できる予算になる

のかどうか、その辺検討してまいりたいと考えております。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

再質問にお答えいたします。○企画調整課長（谷田謙一君）

きめ細かな懇談会を予定しているかということでございますが、
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先ほど答弁しましたとおり、地域に入っての懇談会は当然のごとく

予定しておりまして、さらに昨年実施いたしました意見交換会とい

うことで、さらに意見交換会で出た意見を題材とした交換会が必要

ではないかと考えておりまして、そうしないと、あのまま何となく

わからないような状況になります。そういう懇談会も予定している

ところでございます。

13番。○議長（吉田数博君）

平成24年度に積立金を取り崩したら使えるとい○13番（佐藤文子君）

うこと。一番先にあそこの道路にお金を回してもらうということを

約束して、一番先にそこにということで箇所付けでお願いして、要

望で終わります。

以上で13番、佐藤文子君の一般質問を終わりま○議長（吉田数博君）

す。

ここで午後３時20分まで休憩といたします。○議長（吉田数博君）

（午後３時０３分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後３時２０分）

、○議長 吉田数博君（ ） 町長より発言の訂正を求められておりますので

これを許可いたします。

町長。

13番議員の道路の件の再質問の中で 先ほど 電○町長 馬場 有君（ ） 、 「

力立地交付金」と申しましたけれども、正式には「福島県原子力発

電所立地地域振興基金」ということにご訂正をお願いいたします。

なお、私が午前中に発言をいたしました発言の○議長（吉田数博君）

中で、届け出なく議席を離れた議員に対して名指しで注意をいたし

ましたが、初めての注意であるということで議事録より氏名の部分

を削除いたします。ご了承ください。

◇若 月 芳 則 君

続いて、一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

５番、若月芳則君の質問を許可いたします。

５番。

［５番 若月芳則君登壇］

それでは議長の許可を得ましたので、ただ今よ○５番（若月芳則君）

り質問をさせていただきます。一問一答方式で行います。
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本来、昨日まで歯医者さんがきちっと歯を治してくれるはずでし

たが、噛み合わせ悪くて時間がかかるということで、少し発音が悪

いのですが、そこはそこでご了解を得てお聞きいただきたいと思い

ます。

まず、 初に浪江町の人口の減少、これは過般の国勢調査の結果

等、いろいろ新聞報道に人口動態についても報じられております。

私も非常にこの数字を見まして危惧をしております。したがって、

その点について質問してまいります。

ここで資料を議長の許可を得まして、皆さんに配付をお願いした

いと思います。

暫時休議をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後３時２１分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後３時２１分）

５番。○議長（吉田数博君）

まず資料を確認させていただきますが、１部は○５番（若月芳則君）

人口動態についての一覧表、これの平成21年から平成22年にかけて

１年間のもの、それから国勢調査の平成12年、平成17年、平成22年

の動向を表にした３つです。

一番 初に国勢調査の平成12年、平成17年、平成22年度の動向を

見ていただきたいと思いますが、確実に１回ごとに600人、900人、

700人からの人口が減ってきておるわけであります。世の中、全国

的に日本の人口も減っておりますから、私どもの自治体だけが増え

るわけないだろうという声もあろうかと思います。したがって、こ

のぐらい減るのはしょうがないという考え方もあるかもしれませ

。 、 、 、ん 一方 ５年間で700人でありますけれども あとで述べますが

動向調査をみましても毎年180人から浪江町の人口は減っているわ

けであります。180人って人口で減るからみんなあまり感じません

が、200人働いている工場が毎年浪江町からなくなっていると、そ

、 。ういう認識を私はもたなければ 将来に禍根を残すのではないかと

非常に危惧をしております。

そういう意味でただいまから質問をいたしますが、まず 初に、

長期総合計画には平成26年度で２万100人というボーダーラインと

いいますか、浪江町の人口そのぐらいはキープしよう、頑張ろうと

いう思いで長期総合計画が作られております。
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、 、 。冒頭に 地域経営 行政経営をつかさどる町長に質問いたします

この人口が毎年200人ぐらいずつ減っていることについての認識、

どういう行政として頑張らなくてはならない。そういうところに対

する認識、人口減少に対する認識をひとつお尋ねいたします。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。○町長（馬場 有君）

今、若月議員おただしのとおり、人口減というのは地域の活力を

奪ってしまうという認識をしております。

近、私、藻谷浩介という、日本政策金融銀行の企画部の参事の

方だと思いましたが、その方が書いた『デフレの正体』という本、

今ベストセラーになっておりますが、その中で経済を動かしている

のは、景気の波ではなく人口の波だと。つまり生産年齢人口、イコ

ール現役世代の数の増減によって、景気が左右されるという話をし

ておりました。そういうことで、まさに本を読みまして何といいま

すか、目から鱗が出たという感じをしているのですが、大変人口減

少については、非常に危惧をもっております。

５番。○議長（吉田数博君）

まず、冒頭に町長の人口が減っているという問○５番（若月芳則君）

題についての認識、まさに私と同じような視点の答弁でございまし

た。まさに私は人口が減るということ自体が地域の経済活力、すべ

てにマイナス志向になる。逆から言えば、このことを解決すれば町

の行政執行するのに、いろんなご意見がありますが、 終的には原

資、お金があれば大体の問題が解決できるわけであります。そうい

う発想になりますが、ある一面で人口が増えれば、かなりの問題が

解決していく伏線になるという背景があると私も思っております。

私はそういう心配、浪江町というのは今まで双葉郡のリーダーシ

ップ、フラッグシップとは言いませんが、浪江の町民は双葉郡では

やはり浪江町だという自負心、プライドを常にもってきたような気

がしております。なんだかんだと言っても浪江だと。ところがこの

ペースでいっておそらく２万人の人口を割ったときには、その反動

といいますか、町民の持つプライド、これはいい意味でのプライド

でありますが、やはり浪江町の存在感、そういうものが解けていく

ような現象になってしまうのではないかという思いをしておりま

す。

私のそれらに思う中には、なんで人口が減っていくのだろうと。

動態あとで述べますが、生まれた。死んだこの増減があります。ま

た一方、転入、転出、ある意味転入、転出の数字は比較的大きいで

す。これはある意味で経済活力があそこにあるのかと私なりに思っ
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ております。いろんな官公庁が統合、そういう意味でほかの町村に

。 、 、 、行っている 併せて 私は非常に思っておりますが 近の大型店

進出する時に半径20キロそういう感じで設計されます。そうします

と、我が浪江町は原町を中心にした円、富岡町を中心にした円にな

る。そういう意味から言えば、回転寿司ひとつをいうわけではあり

ません。企業名を言っていいかどうかわかりませんが、ケーズ電気

とか、それからいろんな量販店ありますが、原町にできて浪江を越

して富岡町周辺に行ってしまう。これは経済、企業はすべて人口動

態というものは全部調査をして設計しますから、自ずとなっていく

のです。そういうことも合わせて私は浪江町が沈下していくような

気がしております。

だからもってまさに行政経営、ここのものの考え方が非常に問わ

れるという時代背景になってきたのかなと思っております。

次の質問として、自然動態のほうを皆さんのほうにもお示ししま

したが見てほしいのであります。平成21年、平成22年合わせて大体

同じような数字を示しております。平成21年は浪江町は188人減っ

ています。平成22年12月まで194人減っている。ところが、これは

皆さんもおわかりかと思います。大熊町を見てほしいのです。非常

に大熊町は平成21年でも95人増えています。私は去年の場合でも、

。 、大熊町は200人増えています いわゆる分母と分子の数字でいけば

浪江町は大熊町の倍近い数字を持っておりますから、パーセンテー

ジで言えばもっともっと大熊町は伸びる率が大きな数字になってい

ます。特に私は原発立地とかいろいろあります。税制、公共料金い

、 。ろいろ優遇策もありますから そういう傾向があろうかと思います

それを如実に現れているのが、自然動態で出生と死亡で増減がど

うなるかというものであります。浪江町は平成21年で80人減ってい

。 、 。ます 平成22年になってきますと 自然動態で95人減っております

ところが大熊町は自然動態でも去年は４人増えていますし、その前

は46人増えているのです。このことは何を示しているかといいます

と、私なりに分析をしますと子供が46人たくさん生まれているので

す。要するに若い世代がたくさん集まっているということです。

これ一方で、こちらに別な資料があります。福島県の推計人口と

いうのを県で出しておるものでありますが、15歳以下を年少人口と

言います。65歳以上を老年人口といいます。福島県で年少人口が一

番高いのは大熊町なのです。老年人口の比率が一番低いのが西郷村

なのです。ところが富岡町は後ろから４番目、大熊町は５番目なの

です。こういうデータが現に出ているわけなのです。

ということは、双葉郡内で常に一人勝ちのように思われる大熊町
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であります。一番如実に現れるのは若い人たちが大熊町に流れてい

るという実態です。私はこのデータからして若い人達は、今核家族

化が進んでいますから、若い人は若い人なりに私どもはこんな安い

給料でアパート借りてやっていけるのかと思うのです。でも、今の

若い人達は２人で一生懸命力を合わせてなんとか生活を守ろうとい

う意識は非常に高くて、そういう一面からいろんなことを調査しま

す。

税金はどうなのだ、浪江に住む若い連中だって、連中といったら

語弊がありますが、２人で生活する。給料はこんなに安い。ではど

うするのだと言えば、水道料金、公共料金、下水道、税金、子供の

教育予算、どこがいいか有利か全部調べます。そういう才覚という

のは、私どもの年代のはるか数倍もあります。そうすると、皆さん

も若い人達が生活を守る。家を建てるなら大熊町と聞いているはず

です。そういうことの流れを考えますと、浪江町でこのままお金が

ない、予算がない。それだけで総花的と言いましたら語弊がありま

すが、各施策をみんな一律みたいな考え方で、これから行政設計を

していいのかという思いから質問をさせていただきます。

まず、来年度の予算案が出ましたが、これらに各課に対して予算

要求のガイドラインそういうものを出しているのかどうか。この辺

についてひとつ教えていただきたい。

総務課長。○議長（吉田数博君）

予算のガイドラインということであります○総務課長（根岸弘正君）

が、消耗品的なものについては前年度マイナス幾らというような数

字を示しておりますが、その他につきましては国は示しておりませ

ん。

５番。○議長（吉田数博君）

私からすれば国なんかもそうですが、お金がな○５番（若月芳則君）

いから予算請求のガイドラインを各課に、各省に押しつけるという

ところからはじまる。そういう発想であると、若い人達がそこに定

住すれば一生定住します。我々の年代がいまさら税金が安いから高

いからといって、ほかの町に移住するなんて考えません。だから若

い人達が浪江町に居を構えるという判断ができるような魅力ある町

づくりをつくって私自身もいけたらという思いがありますから、考

えております。

私がここで言いたいのは、お金がない、予算がない、これはわか

ります。執行者になればそれはそうです。無い袖は振れないという

ことになります。しかし私は、創意工夫の中で例えば今の民主党政

権だってお金がないけど、いろいろ議論の中で新成長戦略予算とい
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うのは別途とっております。この部分だけは別枠で押さえて将来的

に投資するべき面とか、教育科学予算は考えるとか、将来を予算編

成を考えている。私はそういう意味で国、県から助成金とか交付金

というのは人が限られていますから、なかなか一般財源的な要素か

らそういう部分を捻出するというのは非常に大変だと思います。だ

けれども、それがなくてそういう予算配分の考え方がなければ、私

は将来はないと考えております。

これはやはり、執行者であります町長にお尋ねいたします。来年

度予算は上程になりますから、私は細かいことはいいませんが、こ

こ２、３年の中長期的な考え方の中で、やはり将来を見据えた予算

配分、何か特化した予算をきちんと作らなくてはならない。そうい

う考え方があるのかどうか。その辺ちょっとおおざっぱであります

が、考え方をお聞かせいただきたいと思います。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

ご質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

財政の関係ですので、明確に示すことはできませんけれども、た

だ現在、行財政改革をやっておりまして、ある程度絞り込みをやっ

てまいりまして、ぜい肉はとってきたつもりでございます。平成25

年度の大柿ダムの償還金が全部償還するというような形になってま

いりますと、財政的にも若干ゆとりが出てくるような感じがしてお

ります。

そういうことで、これまで償還していかなくてはならない財政を

考えながら、ぜひ議員がおただししている人口減に歯止めをかける

ような政策を今まで以上に打っていきたい。今までも子育て支援と

か、子育てしやすい環境とかいうものに大分お金を投資はしてまい

りました。今回の一般会計で申しますと、昨年とまったく変わって

きたのは、扶助費関係に大分予算がつぎ込まれたということで、投

資的経費が行政報告でも申し上げてきましたように、大幅に削減し

ていると、減少しているという形になりまして、まったく予算の内

容が変わってきているという状況でありますので、ここはひとつ踏

ん張りどころで、何とか持ちこたえていきたいなという考え方でや

っております。

５番。○議長（吉田数博君）

背景とか町長の執行者としての苦悩は理解でき○５番（若月芳則君）

ます。予算、それはそれで考えてほしい。

私が次に言いたかったのは、例えば大熊町だけが一人勝ちみたい

な感じなのですが、この地域ではあそこを意識しない限り数値的な

羅列というのはなかなか説得力を持たないような気がしておりま
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す。あらゆるもの公共料金とか税制、子育て支援、そういうものの

比較対照一覧みたいな、大熊町と私どもの町を比較して検討された

経過があるかどうかお答えいただきたい。

総務課長。○議長（吉田数博君）

特に検討はしておりませんが、税につきま○総務課長（根岸弘正君）

しては、地方税法でいきますので変わりないと考えております。

ただ、公共料金につきましては、かなり大熊町が低く押さえてい

るということで、大分差があるかなと感じております。

５番。○議長（吉田数博君）

税制は同じだということでありますが、公共料○５番（若月芳則君）

金とかいろんな面であらゆる面で各部署、全部自分のもっている部

署と比較してどうなんだと、一回研究なさることをお奨めいたしま

す、制度的なものも。私どもの町は、こんなことをやってもできな

いという発想から始まったのでは、私は何ら前に進むことがないの

だろうと思っています。

次の質問の趣旨に入りますが、例えば教育的、私は質問を言う中

で、新しいいい意味での「浪江では」という言葉を作ってほしいの

です。今この辺では「大熊では 、悪い意味で「浪江では 、尻下」 」

がりになる「では」ではだめ。上がる「浪江では」と、新しい「浪

江では」を創造してほしい。そういう意味で、例えば教育長にも質

問の当事者としてふっておきましたが、例えば幼年期、保育期から

英語教育には、おらが町ではうんと力を入れて特化するといったら

語弊がありますが、浪江ではのそういうポジションを作ることを考

えてほしい。あまり金、金、金だけの発想ではなくて、ソフト的な

面でも、教育現場ではこれだけでは負けないと。

例えば、４月から新しい学習指導要領出てきます。これまた、学

校の現場では非常に大変なのであります。私は幼年、保育期から過

般質問でいいましたが、英語教育とか、何か浪江ではと。もちろん

待機児童とか、待機子供のそんなのは 初に解決をしなくてはなら

ない問題でありますが、やっぱりそういうこと。教育的には、例え

ば教育資金、高校まではみんな授業料免除になってきますが、 高

、 。学府にこの辺で子供を出すというのは みんなにお金がかかります

そういう部分の金利補填までできるかどうかわかりませんが、やは

り応援措置とか、浪江ではという部分をどう充実させるのか。

これは子育て、子供を育てる部分もそうです。やはりセクション

を超えて、 初は自分の所管の中でどういうことができるか。大熊

町とどうなんだと。そこからはじまってですが、やはりセクション

を超えて、私は補助者の皆さん方というのは、まさにプロ中のプロ
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で、決して他町村の補助者、職員として劣っているとは全然思って

おりません。浪江町の職員は本当に優秀だし、ちゃんと進める力を

、 、もっていると評価をしておりますから セクショナリズムを超えて

みんなで新しい浪江ではを創造するために何をやったらいいのか。

ひとつ考えてほしいということです。

教育内容の特化とか充実。うちの町は音楽だと。例えばマーチン

グバンド一つ見ても、学区を超えても私はマーチングバンドをやり

たいから行きたいという子供がいるという過般の議会でも言ってい

ます。そういう子供たちが魅力ある、そこまでしても行きたい。そ

ういう教育とか何かで誇れる浪江ではというものを作っていきたい

と思っていますが、教育長、その辺どう思いますか。

答弁、教育長。○議長（吉田数博君）

本当に熱い思いでいろいろとお話いただき○教育長（畠山熙一郎君）

ましてありがとうございます。

今の議員のお話、具体的にお答えする内容とはちょっと離れてし

まうのですが、考えておりますことを少しご答弁いたします。

流入人口が増えるまちづくりということで、教育の面から何をな

すべきかということですが、子供の教育環境を整えることはもちろ

んでございますが、親の世代も含む大人の学びの環境を魅力的なも

のにする。これも１つのポイントだと。この２つの側面に配慮した

政策をこれから進める必要があるという認識でおります。

具体的には、第一に子供も大人も安全で快適に学ぶことのできる

環境を整えることが基本でございます。学びの場における安全と快

、 、 、適性ということでは 身体的 精神的に安全で快適であるとともに

充実感や達成感があじわえるものでなければなりません。

そのために、学校教育、生涯学習、スポーツ活動、文化活動に関

する施設設備や、指導体制の整備、サービスや情報の提供について

一層の充実を図る努力を重ねなければならないと思ってございま

す。

もう一つでございますが、私が以前から考えていることで、まだ

、 。構想の段階でございますが 主に大人を対象としたものになります

それは学びの活動を通して、住民が地域社会に積極的にかかわるこ

とで町が活性化し、住民自身がそのことに喜びと充実感を味わうこ

とができる環境、あるいは仕組みづくりを進めることで、例えば言

葉をかえて表現しますと、学びの場による魅力ある町づくり、こん

なことになろうかと思います。

生涯学習、スポーツ活動、文化活動等にかかわる人々の知恵と力

と思いを町づくりに生かす仕組みを整えることで、個人の学びや活
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動がボランティア活動などを通じまして、町づくりに結びつくと。

そういう仕組みをつくれば、そのような町姿は人々にとって魅力的

なものになるはずではないかと考えています。言うは易く、行うは

難しということも十分承知しておりますが、関係者の理解と協力を

いただきながら、どこか突破口はあるはずですので、可能なところ

から一つずつ進めたいと考えてございます。具体的でなくて恐縮で

すが感じです。

５番。○議長（吉田数博君）

確かに、教育長が言われるように、言うは易し○５番（若月芳則君）

行うは難しと思います。私はこのテーマについては、これで終わり

ますが、 後に町長にお尋ねいたします。

役場の気、これの総力を挙げて各課長とか、教育部署とかそうい

うこと関係なく、それから年代も、若い人ほどおそらくきょう私が

言った質問は、若い年代ほど理解していると思います。何で大熊町

。 、にみんな行くのだと だから私は会社経営ではありませんけれども

限られた原資で、どこに集中投資して、前に活力を持たせるかとい

うのは、これは企業経営の原点でありますから、それは行政機関に

なじむかどうかわかりません。しかし、公務員はやはり総力を挙げ

て知恵を出す。これは役場の職員、公務員の背負わされた宿命だと

思います。町民のためにベストを尽くす。これはそういう意味で皆

さん方に期待するものが大きいわけでありますが、そういうみんな

の創造を集約させるような場面を考えられるかどうか。町長お答え

いただきたい。

町長。○議長（吉田数博君）

先程来から一般質問で出ております。協働のま○町長（馬場 有君）

ちづくりということの実践段階に入っておりますけれども、特に若

い職員が協働のまちづくりのいままでワーキンググループをやって

おりまして、つい先日、成果発表がございました。なかなか斬新な

発表会でありましたが、今後まだ続けたいという形になっておりま

す。

そういうことで今議員おただしのとおり、セクショナリズムを廃

止して、とにかくチーム浪江で浪江を盛り上げて行こうというよう

な形で、今職員が改めて意識改革をしておりますので、どうぞ議員

におかれましては、ご期待をひとつお願い申し上げます。

５番。○議長（吉田数博君）

ご期待いたします。それでは次の質問に移らせ○５番（若月芳則君）

ていただきます。

過般、全員協議会において生涯学習課から、公金３万円の使途不
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明があったと。おって警察署に被害届を出すという報告がございま

した。これについても私はふれておきます。私は９月定例議会でコ

ンプライアンス体制をどうするのだという質問をしております。ま

、 。さにそれが半年もしないうちに また同じような問題が提起される

したがって前の質問の経過もありますから、今回避けては通れませ

ん。質問をいたします。

まず皆さん方に問います。盗まれたとします。盗まれたんだと思

います。被害届を出しているのですから。盗んだことも不祥事であ

りますが、盗まれたということ自体も不祥事だという認識があるか

どうかであります。ここの認識についてお尋ねいたします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

いろいろ不祥事がありまして、昨年９月１○総務課長（根岸弘正君）

日に浪江町職員懲戒処分の基準を定めました。その中には公金の紛

失というようなことにつきましても懲戒処分だということをうたっ

てございます。公金を盗まれたことについても、当然不祥事だとい

う考えをもっております。

５番。○議長（吉田数博君）

総務課長、ここに９月議会の議事録を私持って○５番（若月芳則君）

きております。まさに今後一生懸命町長も総務課長もちゃんとやる

と答えているわけです。

ところが今、総務課長が答えましたが、そういう認識を持ってい

るということでありますが、過般、全員協議会でその問題が報告さ

れたとき、同僚議員からもちょっと間違っているのではないかと。

被害者の顔だけしているのではないかという指摘がありました。私

もそれは感じております。公金いわゆる町民の税金とはいいません

けれども、皆さんが扱うのは、まさに町民の財産なんです。これを

扱っている人の認識なのです。

私は９月議会で言っております。コンプライアンスというのは、

そういう法令遵守体制だけれども、法令に違反するようなことはや

らない、起こらないように考えていくのもコンプライアンスの一つ

ですよということを指摘しております。しかるに、全員協議会の説

明資料の中で全くとはいいませんが、あとで現金は極力レジや金庫

。 、 。にはおかない ２つ 現金を置く場合は日ごとに現金額を確認する

、 、３つ 午後９時以降の公民館事務室に入室する場合は必ず課長主幹

係長に許可をもらうと指示を２月１日にしましたという報告文書が

なされました。

このお金は、平成22年12月27日から１月17日までの体育館使用料

７万3,300円を保管していたら、17日に確認して３万円がなくなっ
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たと。先ほどこれは指示しましたといっていますが、課内で半月以

、 。上 確認行為も現金をずっとそこに置いておいたということでしょ

皆さんが決めた一生懸命やりますというルールの中で現金を取り扱

うことをどう考えていたのですか、町長。

町長。○議長（吉田数博君）

１つは管理能力といいますか、それがなかった○町長（馬場 有君）

ということだろうと思います。それから議員おただしのとおり、職

員も長くなったりしますと、慣性的に動いているような状況もあり

、 、ますので やはり全体の奉仕者であるという観点から原点に戻って

公金の扱い方を厳しく問うていかなければならないという感じがい

たします。まったく金銭感覚がないと断ぜざるを得ないと考えてお

ります。

総務課長。○議長（吉田数博君）

コンプライアンスと言いますよりも現金の○総務課長（根岸弘正君）

管理といいますか、公金の管理で現金につきましては、速やかに出

納機関に納入しなければならないということで、財務規則どおりの

運用をしていれば問題はなかったということだと思います。

まず、コンプライアンス方針は何かという前に、まず自分の身近

な法律であるとか、条例、規則を守るというものが基本になると考

えておるところであります。それが今回なかったということで、非

常に残念だということでございます。

５番。○議長（吉田数博君）

まさに今、補助者の総務課長が答弁いたしまし○５番（若月芳則君）

たが、私が言っていることはそんなに難しいことを言っているわけ

ではありません。決められた定められたことをそのとおりきちっと

やると、それが第一前提なんです。

例えば、全員協議会の中でのやり取りの中にメールボックスに鍵

を入れたとか、これには載っていませんがそういう会話が飛び交っ

たのです。こんなことを本当に財務管理規定云々からして、こんな

ことが許されるわけではないのです。みんなわかっているはずであ

ります。

９月議会でも、総務課長も町長も大体同じ答弁をしているわけで

。 。 。す これがまた出てくる これ自体が答弁は出てきたら指示したと

その間、百条委員会でもいろんな指摘やりました。みんなでそうい

うものをちゃんと守ろうというような研修会なり、全職員に趣旨の

徹底を図るような場面はもたれましたか。

総務課長。○議長（吉田数博君）

再発防止策ということでいろんなことをし○総務課長（根岸弘正君）
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たつもりであります。

まず、職員のコンプライアンス意識を高めるということで、係長

以上の幹部職員の研修と全職員を対象としました一般職員研修、あ

るいは管理職員のフォローアップ研修ということで管理職につきし

まては、２回研修しております。

また、職員研修による意識改革のほかに団体事務の取扱い方針の

策定であるとか、会計事務チェックリスト、業務チェックリスト作

成による点検強化等を図ってまいりました。懲戒処分等の基準も策

定をして、こういうことがないようにということで研修をしてきた

つもりでありますが、なかなか職員全部にいきわたらなかったとい

いますか、職員が身近な不祥事以外について、対岸の火事として済

ませていたのかなというような感じをもっております。

今後は、問題意識、危機感を共有するということでやっていただ

きたいということで指導していきたいという感じをもっています。

５番。○議長（吉田数博君）

そういう結果の中で、こういう結果になったの○５番（若月芳則君）

だろうと思います。私は農協時代もありますから、コンプライアン

スとか不祥事の問題に結構対応した経過がある。体験論から申し上

げます。

こういうコンプライアンスとか法令遵守とかそういう問題につい

ての研修会とかいろんな会合をもちます。

初は、こんな貴重な時間、こんな忙しい時、なんでこんなのに

しょっちゅう集めてやっているんだという認識が職員にはありま

す。おそらく、今回だって問題がおきた部署の人達は真摯に考える

かもしれませんが、ほかの部署は、おそらく他山の石としてみてる

はずであります。経験論からいえばそうなんです。でもそれは無意

味なようにみえますが、それの反復といいますか、これを繰り返す

ことによって徐々に意識は下に徹底していきます。

したがって、この取り組みについては終わることなく、常に継続

してやっていく考えがあるか、どうかお尋ねいたします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

先ほど申しましたように、どのような部署○総務課長（根岸弘正君）

で発生した不祥事も役場全体の問題としてとらえ、職員一人ひとり

が自らの倫理意識を高めていくことが重要であると考えておりま

す。

その意味で、組織内の危機管理徹底のための法令遵守に関する研

修、これにつきましては継続的に行っていきたいと考えてございま

す。
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５番。○議長（吉田数博君）

細部についていろいろ聞きたいこともあります○５番（若月芳則君）

が、時間の関係もありますし、この過般の全員協議会で、やはり議

会としてもこういうことが２回、３回と繰り返されれば、町民の信

頼感がとろける可能性があります。したがって、議会としてもそれ

なりの関心をもって今後どういう方向に進めるかという問題は持っ

ているようでありますから、そういう場面に期待してあとの細部に

ついての質問はそちらのほうに期待したいと思ってこの問題につい

て終わりますが、 後に何回もいいますが、町民の財産です。信頼

というのも町民の財産です。先ほど私は言いました。浪江ではと。

この言葉がいい意味で使われる体制をきちっと作っていただきた

い。浪江では、そういう不祥事はと繋がらないようにひとつお願い

しておきます。

後の質問に入ります。駐車場の問題であります。過般、私も役

場の農業関係の研修で朝早くマイクロバスで出るということで、朝

駐車場に６時頃出てまいりました。気がついたのは、言葉は悪いよ

うですが、東京電力発電所の現場等で働くような人たちがあそこに

何台か停めて行っているようであります。これは町民の皆さん方も

、 。その時に集まりましたから いつもああなんだとか話がありました

一方で、そう目くじらを立てるなと、ああやって置いて行っている

人だって事情があって置いていくのだろうから。貴重な町民税を払

っている人だと。１日、２日あそこに置いたからといって、そんな

に目くじら立てるものでもないだろうという意見もありました。

それから、私どものように農業研修とかで行く時に、教育関係で

もいろんな視察を行くときに、車はあそこに置いて１泊２日ぐらい

、 。 、の研修に行くということは たくさんあると思います したがって

私は駐車場について云々というのは、そういう町民の利便性をやめ

させろということを言っているわけではありません。しかし現実に

限られた駐車場でありますから、議会になれば少なくても議員20人

の車だけでも20台増えるわけです。区長会とかいろんな各種団体の

集まり、また健診なんかをいえば、皆さんもご案内のように、あれ

だけの人が集まって車を置くところがないわけです。

したがって、広い意味で町民の利便性を考えるのであれば、駐車

場を整備して、動きのいい役場周辺にしていただきたい。そういう

思いでおります。まず一つは、駐車場の利用実態について、所管が

どういう思いでみているか、まずそこをお尋ねいたします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

今、役場の駐車場はサンシャインなみえの○総務課長（根岸弘正君）
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前の駐車場を含めまして約300台の駐車可能台数であります。成人

病検診等町民の方々が多数集まる場合があります。この場合につき

ましては、職員の車を移動して町民の方々になるべく不便をかけな

いようにしたいというようなことでやっておりますけれども、300

台の駐車台数で足りないときも年に数回あるという認識を持ってい

るところであります。

５番。○議長（吉田数博君）

私質問の通告してから予算書が配付になりまし○５番（若月芳則君）

たから、細部についてはまだ目を通してなかったのですが、今から

質問することと若干載っている部分もありますので、それはそれを

踏まえてご答弁いただければと思います。

私は町民のみんなもいわゆる昔の浪江高校の体育館です。第２体

育館といいますか。あそこはやはり新しいビッグウエーブができる

わけです。あの建設問題を討議するとき、私なりに新しいのができ

たら速やかに古いものは処分して、いつまでも安全性とか総合的に

検討して安易に残すということは、費用からしてもいろんな問題が

併発するおそれがあるから、新しい施設ができたら管理運営の主体

をそっちに移して、旧態の古いものについては処分をするべきだと

いうことを申し上げておりました。

やはり今の駐車場の現況とかそういうものを考えれば、予算とか

何かの執行者のいろんな思いがあると思います。できるだけ早く解

体整理をして、役場周辺の駐車場の安定といいますか、確保に 大

限のご尽力をいただきたい。そういう考え方があるかどうか。あれ

ばいろんな構想があればお聞かせいただきたい。

総務課長。○議長（吉田数博君）

町民第２体育館でありますが、平成23年当○総務課長（根岸弘正君）

初予算におきまして解体ということで予定してございます。

跡地につきましては、特に予定しておりませんので駐車場として

利用したいという考えを持っているところでございます。

５番。○議長（吉田数博君）

先ほど目を通していただきましたが、解体費用○５番（若月芳則君）

３千何某の予算措置を予算に組み込まれているようでありますか

ら、そういう実行を期待いたします。

後になりますが、駐車場の管理については、やはり所管の考え

、 。方のポリシーをきちっと決めて これは許せるけどこれは許せない

そういう基準をきちんともって日頃の運営に当たっていただきた

い。その考えだけただしておきたいと思います。

総務課長。○議長（吉田数博君）
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管理につきましては、今後いろんな方面か○総務課長（根岸弘正君）

ら検討していきたいと考えております。よろしくお願いします。

５番。○議長（吉田数博君）

以上これをもちまして、私が通告しておった質○５番（若月芳則君）

問３問について、これをもって終わりたいと思います。

ありがとうございました。

以上で５番、若月芳則君の一般質問を終わりま○議長（吉田数博君）

す。

◎延会について

お諮りいたします。○議長（吉田数博君）

本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

◎延会の宣告

よって、本日はこれをもって延会とすることに○議長（吉田数博君）

決定いたしました。

明日は、午前９時から本会議を開きますのでご参集をよろしくお

願い申し上げます。

（午後 ４時１２分）
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すれば、牛渡川の改修、小学校前の水路の改修、サンプラザ南の水

路の改修が必要になってくると思います。町民に安心していただく

ためにも、町として原因を究明すべきだと思います。そして計画を

示すべきかと思います。この点についてお伺いいたします。

それから、ゲリラ豪雨に対しての対策でありますが、先程来に職

員の方々が一生懸命分水の確認をしたり、権現堂に入る堰を止めた

り、やられていることは本当に頭の下がる思いでありますが、ゲリ

ラ豪雨は２時間、３時間の勝負であります。この対策はいろいろな

組織、町民の協力を得なければ達成できないわけでありまして、地

域のことを一番知っているのは、地域の方々でありますので、災害

を未然に防ぐためにも地域の方々の協力あっての安全、安心のまち

づくりであると思います。地域の方々の情報提供など、各団体を交

えた協議が必要であると思います。町長の言われる協働のまちづく

りの精神ではないのかと思います。町長指導で地域協議会を開催す

べきと提案をいたします。町長の答弁を求めます。

この問題は大きな問題でなかなか短期間で解決は難しいとは思い

ますが、中長期的な整備計画が必要だと思います。そのためには、

原因対策にいたる調査が必要だと思います。総合的な調査をすべく

予算付けをすべきだと私は思いますが、このことについても町長答

弁を求めます。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

14番議員にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

一番最初の水路改修の関係につきましては、やはり議員おただし

のとおり時間のかかるもの、あるいは中期的なことの考え方もある

と思いますので、この改修費につきましては財源との問題もござい

ますので、よく検討してまいりたいと考えております。

さらに地域協議会の設置、これは当然必要であると認識をいたし

ております。先ほど、住民生活課長から説明がありましたように、

横断的な、かなりのいわゆる反省点はまとまっておりますので、そ

のまとめに基づいて、地域の方々あるいは関係団体の方々と協議す

る場、協議会の設置をやっていきたいと考えております。

それから、この調査の件についての予算についても、ある程度い

ままでの反省点を踏まえてどのぐらいかかるか、予算化を検討して

まいりたいと考えております。

以上で14番、紺野榮重君の一般質問を終わりま○議長（吉田数博君）

す。

ここで、 申し上げます。きょう９時30分か

ら１時間30分程度届け出がなく議席を離れておりました。体調不良

議長より削除申し出あり：氏名の部分を削除。



３ 月 定 例 町 議 会

（ 第 ２ 号 ）
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平成２３年浪江町議会３月定例会
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◎開議の宣告

おはようございます。ただいまの出席議員数は○議長（吉田数博君）

20人であります。定足数に達しておりますので直ちに本日の会議を

開きます。

（午前 ９時００分）

◎議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ○議長（吉田数博君）

ります。

◎一般質問

、 。○議長 吉田数博君（ ） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います

、 、 、昨日も申し上げましたが 今回 通告された一般質問については

関連する内容と思われる事項が数項目、複数の議員から出されてお

ります。いずれも大変重要な事項ではありますが、議事整理上、ま

た、円滑な議事運営を図るため、後順位者の方は先順位者の質問に

対する執行部の答弁で了解したならば、その件については撤回する

か、または不足分の答弁を求めることなど、重複質問とならないよ

う議事進行に特段のご協力をお願い申し上げます。

◇渡 邉 文 星 君

７番、渡邉文星君の質問を許可します。○議長（吉田数博君）

７番。

［７番 渡邉文星君登壇］

おはようございます。７番、渡邉文星です。事○７番（渡邉文星君）

前に通告しております内容につきまして一般質問をいたします。質

問は一問一答方式で行いますのでよろしくお願いいたします。

まず質問に入る前に、事前に通告してあります質問事項１、税務

課滞納金徴収業務の取り組みについて （４）の「不能決算」とあ、

りますが、不能の「能」を納入の「納」に訂正願います。

今年に入り、地区住民を含む町民の方から 「お前、昨年の夏以、

降、議会人としての役目をどのように果たしているのだ 」と何回。

となく言われた。さらにある人からは 「以前の君の行政や議会に、

対する熱き思いが全然伝わってこない。君は歌を忘れたカナリアだ

な」と。私の今の姿が歌を忘れたカナリア。考えさせられました。

胸にぐさっと来ました。私の置かれた立場、なんなのかと。私は町

民より選ばれて議員となった議会の一員であります。その議会は、
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住民を代表する公選の議員を持って構成される地方公共団体の意思

決定機関である。また、議会と行政の長は互いに独立し、その権限

を侵さず、侵されず対等の立場の二元代表制である。そこで、議会

の使命は、地方公共団体の具体的施策を決定することや、議会が決

定した政策を中心に執行機関の行う行財政の運営や、事務処理ない

し、事業の実施がすべて適法、適正に、しかも公平、効率的に、そ

して民主的になされているかどうかを批判し、監視することであり

ます。

さらに議員の職責は、議会の持つ２つの使命、即ち先ほど述べた

具体的な政策の 終決定と、行財政運営の批判と監視を完全に達成

できる二元代表制下における議会を構成する一議員として懸命に努

力することであります。

このたびの町民からの歌を忘れたカナリアの比喩的叱咤激励や、

意見、具申をしっかりと受け止め、原点に立ち返り、私は町民の負

託を受けた一議員として、納税者の高潔を嘱する一個人として、地

方自治の理念を追い求め、形ある物にしていくために議会活動に取

り組む覚悟です。このことを自分に課せられた重い重い課題と認識

し、とりわけ議員として議会の一般質問の機会を侵すことは単なる

議員としての権利の行使にとどまるものではなく、行政に対し、町

民の思いや願いを届ける町民の代理人たる議員の務めであるとの我

が心の反省から、ここに初心に返って、歌を忘れないカナリアにな

る決意を熱く心に刻み、以下質問をいたします。

それでは、通告１の税務課滞納金徴収業務の届出について質問い

たします。長期化する経済の不況から国民所得の低下は著しく生活

の困窮化をもたらしており、結果的に担税能力の低下から滞納者が

増加し、少なからず町税収の面に大きな影響を与えていると考えら

れます。そこで、町税は重要な一般財源であり、その確保に向け、

町税等の滞納整理に関する調査及び徴収事務を充実強化し、不動的

な滞納層の累増を早期に防止するとともに、徴収事務の効率的運営

に努め、収納率の確保、向上を図る目的で、各自治体で導入が図ら

れたのが町税等徴収嘱託員制度であると理解しております。

そこで、当町では、どのような状況下で税務課嘱託員徴収制度を

導入したのか。その目的と趣旨を嘱託員の給与体系の詳細とあわせ

てお伺いいたします。

税務課長。○議長（吉田数博君）

ご質問にお答えいたします。この規則は、○税務課長（遠藤定郎君）

平成17年10月より、町税、国民健康保険税等の収納率向上対策とし

て、公正な徴収の確保及び徴収率の向上を図るため設置したもので
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す。当時、収納率の低下傾向になかなか歯止めがかからない中、さ

らなる収納体制の強化が必要とのことで導入いたしました。報酬月

額でございますけれども、基本額として12万円、能率割額としまし

て現年度分が収納額の２％、過年度分として収入額の３％です。

、 、また 納税指導割としまして口座振替指導が税目ごとに1,000円

。 、納税者が手続きしたときでございます また納税相談指導1,000円

納税者が約束を履行したときとなっております。よろしくお願いし

ます。

７番。○議長（吉田数博君）

次に、平成17年度から平成21年度の町税収納率○７番（渡邉文星君）

の状況を現年度分及び滞納分別とその合計を。さらに滞納分収納率

のうち、嘱託員徴収と職員徴収別の収納率と金額を資料でお示しく

ださい。

なお、数字の開示ですので、事前にこの内容は担当課へ通知済み

ですので、資料の配付よろしくお願いいたします。

税務課長。○議長（吉田数博君）

資料提出お願いします。○税務課長（遠藤定郎君）

暫時休議をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前 ９時０７分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前 ９時０９分）

税務課長。○議長（吉田数博君）

それではこの用紙について若干説明させて○税務課長（遠藤定郎君）

いただきます。

ただいま配付の資料でございますけれども、二段に分かれており

ますが、上の段は収納率の推移、過去５年間分ございます。平成17

年から平成21年まで、それぞれ一般会計、国保会計の現年度分、滞

納繰越分の収納率でございます。

下の方の段は滞納繰越分の収納額の推移でございます。それを一

般会計、特別会計に分かれておりますが、滞納徴収調定額に対して

収納額、そのうち嘱託員が集めた金額、収納率となっております。

ただ、平成17年10月から採用というか取り入れたものですから、平

成17年度は約半分になっております。あとさらに職員分としては合

計しておりませんのでご了解願いたいと思います。さらにはこの上

の段に偏りますが、平成20年度は県職員、週１回併任徴収というこ
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とで、個人町民税関係。特に徴収技術等を学びながら、教えていた

だきながら町民税関係のご指定いただいた関係で一般分は上がって

おります。

以上でございます。

７番。○議長（吉田数博君）

ただいま配付の資料から見るに、年度別の予算○７番（渡邉文星君）

、 、の収納率の推移は 平成17年度から平成21年度まで５年間において

その年の経済に左右されていることが収納率で読みとれます。しか

し、滞納収納額の推移では、平成17年から平成21年までには右肩上

がりで大幅に一般会計、国保会計とも収納率は上がっているという

ことはこの表で読みとることはできます。

ただ、平成21年度においては、これはこのときは前年、リーマン

ショック後のさらなる経済不況のためか、若干低下しているように

、 、も読みとれますが 制度が導入されてからの滞納税の徴収率の確保

向上は、確実にこの表から見ると確保されており、かつその制度導

入による費用対効果、すなわち先ほどありましたように嘱託員の報

酬300万円弱、それに徴収の付加される分がありますので、それと

比較しても金額的には十分達成されていると、費用対効果において

もそのように読みとると思いますが、担当課のご見解をお示しくだ

さい。

税務課長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。この表のとおり収納率○税務課長（遠藤定郎君）

向上の一翼を担っていると思っております。

７番。○議長（吉田数博君）

税務課長はつつましい方ですから、今、向上の○７番（渡邉文星君）

一翼を担っていると答弁されましたが、この数字を見れば、嘱託員

として町歳入に対して多大な貢献をしているといっても、誰もがそ

のとおりだとうなずくと思います。ときには部下を大いにほめてや

ってください。仕事はしっかりすると思います。

そこで、評価の認識は同じであると思いますが、平成21年度だけ

若干収納率が低下したことに関して、事務事後評価は行っていると

思いますが、その評価はいかになっているかお示しください。

税務課長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。事務事後評価について○税務課長（遠藤定郎君）

でございますけれども、昨年12月に行っております。平成21年度実

績数字の徴収率が89.6％でしたので、平成22年度は90％から平成27

年度の92％まで６年間の目標を設定しているところでございます。

方法としましては、振興局県税部への職員派遣研修等を利用しま
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して、組織的に徴収技術力の向上を図るとともに滞納処分を強化す

。 、 、 、る また 特別徴収の推進等によりまして 滞納防止を図りながら

役場庁舎内の連携強化も図りながら目標実績について実施していき

たいところでございます。

さらに収納率の推移表のことでございますけれども、ご指摘のと

おり平成21年度の滞納繰越分の徴収率が低下しているわけですけれ

ども、税務課としまして、滞納額が大きくなった方々につきまして

は、まず現年度の納期限内納付を徹底したところでございました。

この考えは現年度徴収強化によりまして、前年度繰越額を圧縮する

という思いからでございます。これは年金特別徴収なんか同じなん

でございますけれども、高齢者も現年からまっすぐなんですけれど

も、公平性の確保も大事かなと考えているところでございます。

さらに、平成22年度でございますけれども、２月末現在で現年度

滞納繰越分共に平成21年度を上回っているような状況になっており

ます。

以上でございます。

７番。○議長（吉田数博君）

。○７番 渡邉文星君（ ） 平成21年度についてはそれなりの理由があると

現年度分を優先してやったためにある程度こういう数字になった。

ただ、平成22年度については、また収納率は上がってきたというこ

とは了解しました。

続いて、法律上、強制的に行政処分決定される家庭は当然に、厳

正、詳細な資産調査、世帯内家族構成及び身辺生活状況調査などに

も同様に、当然権限を有する税務課吏員によって行われるものとし

ても、軽度な未納者への説得と単純な自宅への未納金集金業務など

は、税務業務の効率的な運用面から、当然嘱託員が税務吏員により

調整作成された分納計画書等を基にして、極めてスピーディーかつ

効率的に徴収業務が執行されているものと理解しておりますが、嘱

託員と税務課職員との業務分担の実態的な運用をお伺いいたしま

す。

税務課長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。大多数の実際納付され○税務課長（遠藤定郎君）

ている納税者との公平性を図るため、滞納処分を強化しているとこ

ろでございますけれども、納税したくても納税できない方には十分

な納税相談や納付指導が 重要と考えているところでございます。

この中で、嘱託員の職務は滞納者の訪問収納及び口座振替による

納付勧奨等々になっております。嘱託員が訪問収納しても、年度内

に完納に至らず滞納額が増えていく場合、訪問収納いたしまして職
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員が多方面から調査しまして臨戸訪問等を実施して滞納処分を実施

しているところでございます。

７番。○議長（吉田数博君）

今の答弁ですと、嘱託員と税務課職員の業務の○７番（渡邉文星君）

あり方は明確に業務分担されているということであります。この業

務分担についてはあとで提言として私のほうで述べさせていただき

たいと思います。

次に、町外滞納者に対する取り組みについて、どのような対応が

なされているか。町外徴収業務は、業務執行に消費する時間と出張

旅費等に要する旅費など、費用対効果の点で問題もありますが、特

に相双管内の場合は、出張命令の必要はないと思われるので、嘱託

員制度を活用するなどして積極的に行われるべきであります。

また、東京圏等の遠方の未納者に対する場合も集約化を図って、

計画的に執行することにより、税負担の公正性を確保する必要があ

り、ただ放置の上、欠損処理することは許されるべきものではない

と考えますが、嘱託員の活用など、現在の町外徴収業務の執行状況

についてお示しください。

税務課長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。町外徴収は調査を十分○税務課長（遠藤定郎君）

に行ってから随時職員で行っております。また、昨年度から県外徴

収につきましても同様に事前調査を行ってから実施しております。

さらに町外滞納者対策でございますけれども、滞納処分の流れに

沿った対応としての業務と位置づけておりますので、職員による臨

戸訪問により実態調査をしながら実施しているところでございま

す。

７番。○議長（吉田数博君）

私は、町外へ転出した納税義務者は、新たな他○７番（渡邉文星君）

町村の住民という観点から、浪江町への帰属意識は喪失して、納税

意識は相当希薄になっているもので推察され、数多く訪問面会して

説得を続けなければ、未納徴収金の改修は相当困難になると予想さ

れるので、嘱託員の積極的な活動を図るべきと提言いたします。

それでは通告しておりますこの件の 後になりますが、不納欠損

金の決定判断基準についてお伺いいたします。

不納欠損金の処理は、我が日本国憲法第84条に表される基本的原

理に基づく租税法律主義に則り、税負担の公平性の確保という理念

上から、厳正に執行されているものと理解しております。

基本的には、督促、催告、税務相談などの諸手続を経て、なお事

項等の法律の延用を受けて処分決定されているものであるとかねが
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ね理解しているところであります。

未納者に対して、自宅訪問などでどの程度の説明と説得を行った

かが重要なかぎとなってくるものであり、ただ机に座って待ってい

ただけでは、なかなか問題は解決しないものであります。

そこで不納欠損金の処理に当たってどのような判断基準が存在し

て、どのように決定処分されているかお示しください。

税務課長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。○税務課長（遠藤定郎君）

地方税法に基づきますが、滞納処分の要件等これは第15条の７第

１項に１号から３号ありますが、さらに地方税の消滅事項の関係、

これは第18条でございます。この２条に基づきまして、町として滞

納処分の停止事務処理要領、さらに地方税の消滅事項の取り扱い要

領という形で作っておりますが、それと照らし合わせながら処分し

ているということでございます。

よろしくお願いします。

７番。○議長（吉田数博君）

問題は、消滅事項の地方税法第18条による５年○７番（渡邉文星君）

間行使しないで、時効による消滅の問題であり、いかに未納者の生

活権を守りながら滞納税の納付を進めるための税務課自体の組織の

あり方が求められていると思います。

そこで私の提言を申し上げます。町税は、基本的に行政側の一方

的な賦課処分により決定される税がほとんどであり、国税の申告納

付とは基本的に違っている点が重要なことであります。そこでは、

未納の納税者と積極的に接触を図り、説明し、説得することが必要

となり、行財政改革を含める意味からも費用対効果の観点からも嘱

託員制度の活用がますます重要性を増してきております。

そして、制度導入の運用目的の一つである考究な責任の重い業務

は税務課吏員で、また比較的容易で責任度合いの低い単純業務は嘱

託員が行えば、より効率的な徴収業務の執行が可能になるのではな

いかと考えるものであります。

当町における税務行政の立場での行財政改革を進めるためには、

今後収納率の向上を図るため、いかに税務課吏員と嘱託員の連携し

、 。た取り組みが大切であり また必然的に求められるものであります

徴収嘱託員制度は、今まさに時代の要求であると考えるものであり

ます。

、 、 、今後とも 本制度の充実化を図りながら 歳入の安定確保のため

徴収率の向上と維持を図る必要はあるべきとのことを私の提言とい

たします。
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引き続いて事前に通告している教育行政についてお伺いいたしま

す。平成19年３月定例会では、地方教育行政の組織運営に関する法

律第23条に規定されている19項目の事務に関する教育委員会と教育

長の教育事務の職務権限について。さらに同年９月定例会では、い

じめ問題での学校における文書管理規定についてをそれぞれ一般質

問しましたが、そこで問題点が明らかになり、整理され、前向きな

取り組みが行われていると理解しておりました。

しかし、４年経過しても、当時指摘した問題がそのまま放置され

ているため、以下質問いたします。

まず文書管理については、これまで前の教育長は自殺に関する書

類については 終報告書しか残っていないと答弁していたが、浪江

町情報公開条例の第16条に該当する実施機関として教育委員会が策

定した学校に関する文書管理規定は存在するのか。あればその根拠

をお示しください。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。○教育総務課長（屋中茂夫君）

教育委員会が制定した学校に関する文書管理規定は、浪江町立小

中学校管理規則の第33条の２でお示ししております。

その２項では補助面についても示しているところでございます。

７番。○議長（吉田数博君）

ただいま示されました浪江町立小中学校学校管○７番（渡邉文星君）

理規則第33条の２では、文書の保管について、永久保存と５年保存

が規定されておりますが、不備とまではいいませんが、このような

管理規則で十二分に文書管理ができると思うかお伺いいたします。

もっと具体的できめ細かな管理規則を作成する考えはあるかお示

しください。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

ご質問のとおり、文書保存年限は永年○教育総務課長（屋中茂夫君）

保存と５年保存しかございません。したがって、不具合な箇所もあ

るということから、総体的な見直しを行うためただいま、平成23年

４月１日施行に向けて、浪江町教育委員会文書管理規定を整備中で

ございます。なにとぞご理解いただきたいと思います。

７番。○議長（吉田数博君）

新たな文書管理規定を作成するということです○７番（渡邉文星君）

ので了解いたしました。

それでは次に学校管理規則第33条２の（４）職員会議の議事録は

保管されているかお伺いいたします。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）
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お答えいたします。○教育総務課長（屋中茂夫君）

職員会議の議事録は当然保管されております。

７番。○議長（吉田数博君）

当時の私に対する答弁では、 終報告以外のい○７番（渡邉文星君）

っさいの書類はないとのことでありましたが、あるということであ

ります。それではこれまでの答弁は、 終報告書の文書しかないと

いってきたことは、私、どのように理解すればよいのかお示しくだ

さい。

また、いじめ問題と自殺に関するその他の文書も存在するのでは

ないかと推察しますが、どのような文書が存在するのかお示しくだ

さい。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。○教育総務課長（屋中茂夫君）

いじめに関する一切の書類は 終報告書しかないという答弁の件

ですが、ご質問があった平成19年当時の答弁を推測しますと、平成

18年12月13日に起きました浪江東中学校の自殺に関しての一切の書

類と理解し、答弁していたものと思います。

したがって、 終報告しかないと答弁していたと思います。私が

思うには、いじめに関するいっさいの書類とは、今回の自殺にかか

わらず、いっさいの書類ということのようで、質問者と答弁者の認

識の捉え方が違っていたのではないかと思います。もし、そのよう

であれば、質問者の意図を確かめて、もっと丁寧な説明をすべきで

あったと思います。お互いの認識の違いによってそのような誤解を

招いたということで、申し訳なく思っているところでございます。

７番。○議長（吉田数博君）

今の答弁ですが、当時いじめに関するいっさい○７番（渡邉文星君）

の書類の捉え方が、自殺問題とで狭義的に捉えたとのことでありま

すが、私は行政側はどうも情報開示については、あまり積極的では

ないという傾向はあるのではないかと思っております 「鉄は熱い。

うちに打て」という格言があります。問題発生時に、的確な情報公

、 。開をすることにより より良い解決策が見い出せるかもしれません

今後は、課長答弁通りの取り組みをお願いいたします。

続いて、浪江町立小中学校管理規則には、教育委員会に報告する

という規定と教育長に報告するという規定があるが、どこが違うか

お示しください。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。○教育総務課長（屋中茂夫君）

先程来から出ております 終報告書は、浪江町立小中学校管理規
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則では、事故の報告は教育委員会に報告するとなっておりますが、

実際に報告されたのは教育長宛でございます。

この件につきましては、教育長に対する事務委任規則を運用し、

。 、事務処理を行ったと理解しております そのようなことのないよう

現在、現行規則に基づいて報告するよう各学校へ指導いたしており

ます。

なお、学校教育法施行規則等との整合性も含め、現在、町教育委

員会への管理規定を整備中でございますので、ご理解いただきたい

と存じます。

７番。○議長（吉田数博君）

浪江町立小中学校管理規則での教育委員会に報○７番（渡邉文星君）

告するという規定と、教育長に報告するという規定の違いは理解し

ましたけれども、それが規定通り行われているかいないかだけ、イ

エスｏｒノーで答弁してください。規定通り行われているかどうか

だけ。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

先ほどもお答えしましたが、当時の○教育総務課長（屋中茂夫君）

終報告書は教育長宛でございました。

以上です。

７番。○議長（吉田数博君）

答弁で言っていますけれども、学校における事○７番（渡邉文星君）

項についてには、学校管理規則第36条３には、速やかに教育委員会

に報告しなければならないという規定があります。

しかしながらこれは整理しますので、浪江東中学校では、当時教

育課には報告しないで、教育長宛に報告しているということであり

ますから、これは学校管理規則違反であると思いますが、どのよう

にとらえていますか。

教育長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。○教育長（畠山熙一郎君）

おっしゃるとおり教育委員会に報告しなければならないと明記さ

れてございます。

実際、今教育総務課長がお答えしましたが、当時の事故につきま

しては、教育長宛の提出がなされております。規定に基づいて対処

すべきことは当然でございますが、事情の一部を申し上げますが、

実は小中学校から町の教育委員会に報告書がでてきます。それに町

の教育委員会から教育長の所見を添えまして県に、具体的には教育

事務所にそれを提出するわけですが、その一連の流れの中で県から

様式が示されてございまして、それが実は各学校から各市町村に出
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すものが教育長宛というモデルが示されております。その辺ちょっ

と混乱がございまして、長い間、県内でもいろいろ確認をしたので

すが、そういう形で進められている実態が明らかになりました。

ただ、おっしゃるとおり、本来の規定通りに行うべきことですの

、 。で 不徹底であったということについてはこれは事実でございます

大変いろいろとご迷惑をお掛けしたということでございます。

これが違反ではないかというご指摘でございますが、確かに規定

通り行われなかった不都合はございますが、内容から申しますと、

子供達の事故につきましては、ものによりましては臨機な指導、助

言も必要でございますので、形の上で教育委員会にいちいちご報告

をしてしなければならないというよりは、場合によっては教育長が

判断をして対応するというケースもございます。重要事項について

、 、は もちろん教育委員会にご相談申し上げてご指導いただきますが

そういう経過もありますので、実際に教育長に委任されている内容

の一部と理解いたしまして、問題はありましたけれども手続き上の

、 。問題ありましたが あえて規則違反までは判断をしてございません

７番。○議長（吉田数博君）

教育長、一番 後の違反とはということではな○７番（渡邉文星君）

くて、言葉はきついけれども、素直にルール通りやっていないので

あればルール通りやっていないということなので、そういう 後の

言葉つけるから問題がややこしくなる。実際はもっときちんとその

意向をどの時点かは知りませんけれども、ちゃんとルール通りにや

るよう指導しているわけでしょう。混乱を受けないように。だった

らそれを端的に答えてもらえばいいんです。途中経過はいろいろあ

るのはわかりますから。ただ、今回は一般質問の中で整理すること

は整理していきましょうということでやっておりますから、そのよ

うに答弁のほうも、言いたいことはわかります。こういう事情があ

る。でもそれはいらない部分はあんまりいわないで、きちんとルー

ル通りやっていくのだということで私どもは理解しますから、その

ように今後もしっかり規定通りやっていただきたいと思います。

そこで実際、教育委員会で作った規則を自分たちが守らないとい

う実態があったということであります。このようなことが教育現場

でさえまかり通れば、今まさに我が庁舎内でもいろいろ問題があり

ますコンプライアンス遵守など、到底無理かなと考えざるを得ない

としておきます。

教育委員会に報告しなければならないという規定があるにもかか

わらず、教育長に報告すればよいということであれば、極端な話、

教育委員会など必要ないのではないかと私は思いますが、どのよう
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な見解を教育長がお持ちか。さらにこの件の冒頭でも言及いたしま

したが、平成19年３月定例会での答弁を踏まえ、どのような改善策

がなされているかもお示しください。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

今後、規則通り報告するよう指導いた○教育総務課長（屋中茂夫君）

しております。ご理解願いたいと思います。

改善につきましては、教育長に対する事務委任規則を平成21年９

月28日に改正しました。改正の内容は第１条第１項第19号に浪江町

情報公開条例の規定に基づく公文書開示の実施等に関すること。そ

して議案第20号には、浪江町個人情報保護条例の規定に基づく個人

情報の保護に関することを追加しました。

また、先ほど申し上げました今回４月１日施行に向けて浪江町教

育委員会の文書管理規定も現在整備中でございますので、なにとぞ

ご理解いただきたいと思います。

７番。○議長（吉田数博君）

今までの議論で明らかになったことは、あれか○７番（渡邉文星君）

ら約４年。年数だけは経過しても、当時指摘した問題が整理されて

いないことが判明いたしました。当時、私は教育長がすべての職務

権限を得て、教育委員会を無視した組織運営が行われている文書等

があることは問題であるので、これからは教育委員会と教育長の職

務権限を明確にして、条例、規則に沿った教育行政をしていただき

たいと提言しましたが、一部取り入れはありましたが前向きな取り

組み姿勢が見られません。

さらに、聞くところによると、いじめ問題については、町民から

の質問事項についても解決されていない案件があることも含め、今

後、同じような指摘を受けないよう、スピード感を持った取り組み

を 低限してこの件の質問を終わります。

それでは、通告３の原子力発電所誘致建設について質問をいたし

ます。

皆さんご承知のとおり、我が町の南は、双葉町から広野町までは

東京電力の城下町であり、北は南相馬市から新地町まで、火力発電

所の城下町であります。それこそ財政的には我が町から見れば、安

定財源が確保できる立地市町であります。

ところが、我が町の現状は、昭和42年に浪江町議会において誘致

決議された、東北電力株式会社の原子力発電所建設計画は、議決以

来今日まで約45年の歳月が過ぎてしまいました。進展、解決しない

原発建設問題には、それなりの根本的な原因があるはずです。現在

の姿は、過去の行為の結果であり、過去を移す鏡であるとするなら
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ば、閉塞した状況にある今、現在のこの原発建設問題を解決させる

、 、ためには 過去にあったと考えられる問題点を私は真剣に検証して

真実を追究し明らかにする必要があると考えております。

基本的には、原発建設用地買収に関しては、民間当事者同士の問

題であるが、地権者に対する当事者以外の介入等はなかったのかど

うか。考えられる原因を十分検証してみる必要があると考えます。

もし、何らかの作為を持った不当な介入等の状況があったとすれ

ば、地権者が不信感を抱く結果となり、今現在の原発建設問題が閉

塞状況となってしまった大きな原因の一つであると十分考えられる

ところであります。

そこで、町長自身は現在の原発建設問題での閉塞状況の原因をど

のように把握しているのか。地権者が抱いているであろうと思われ

る不信感などを払拭させるための方策をどのように考えているのか

お伺いいたします。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

ご質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

今、議員がおただしのとおり、誘致以来45年歳月が経過いたしま

した。その当時のいろいろ分析をしてみますと、やはり原子力発電

に対する安全性への不信感、あるいは先祖伝来の土地を手放すとい

うことへの抵抗感などがあったということで反対される方が多かっ

たと思っております。町でも、かつては担当部署で事業者と一緒に

用地交渉をした時点もございました。そういうことで現在まで来て

おりまして、若干名の未同意者があるということで、その辺の不信

感が一つの原因になっておるのかなという感じがしております。

大変残念なことですが、一昨年の夏、地権者会が解散をいたしま

した。地権者会の役目を全部果たしたということで解散したのだと

思っておりますけれども、解散する前に地権者との大綱合意がござ

いまして、いろんな条件がございました。その条件がある程度クリ

アしたということで、地域環境整備が整ったということで解散した

と考えております。

したがいまして、今後は昨日もお答えいたしましたけれども、東

北電力と連携を取りながら、原発と共生できるまちづくりに頑張っ

てまいりたいとこのように考えます。

７番。○議長（吉田数博君）

次の質問は、今、町長が 後に言われた件にも○７番（渡邉文星君）

関連すると思いますが、誘致予定企業である東北電力株式会社に対

する現在までの町対応姿勢については、町長自身の場合も含めてど

のような感想を持っているかお伺いいたします。
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町長。○議長（吉田数博君）

議員おただしのとおり、用地交渉は現在東北電○町長（馬場 有君）

力が未同意者の方と懸命に努力していると聞いております。

そういうことで、先ほども申し上げましたけれども、電力と連携

しながら町を作っていきたいということで、早期着工を願っている

ところでございます。

７番。○議長（吉田数博君）

私は、浪江町が誘致を予定している東北電力株○７番（渡邉文星君）

式会社浪江小高原子力発電所は、本町にとっては 大の誘致企業と

なるものと考えております。

私は、我が町に半永久的に多大な財政的恩恵をもたらすはずの誘

致予定企業に対しては、対等な良きパートナーとして節度を保ち、

礼節を尽くして遇することが大切なことではないかと強く認識して

おります。

今後も一日も早く、原子力発電所の誘致ができるよう、行政も含

めた節度あるさらなる良好な関係の構築を切に希望いたします。

続いて、許されるならばの設問でありますが、通告質問事項では

ありませんが、昨日15番議員の質問の中で、用地問題解決のための

取り組みの経過についての答弁がありませんでした。それでは確認

のため、地権者との面談は何回実施されたかお伺いいたします。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

未同意者の地権者の方という意味でございます○町長（馬場 有君）

ね。現在のところありません。

７番。○議長（吉田数博君）

了解いたしました。○７番（渡邉文星君）

それでは、今回の 後の質問になりますが、浜街道建設計画の現

在状況についてお伺いいたします。

近の朝夕の通勤時間帯における棚塩地区内を通過する車両の増

加は激しいものがあることは周知の事実です。生活道路として信号

機のない一車線の極めて狭い地域内道路を多くの一般通勤車両及び

工事関係車両等が速度を上げながら通行しているために、交通事故

の発生が大変心配されています。

また、原発サイト予定地内を通過する道路部分は、たびたび海へ

陥没崩落が発生しており、大変危険な状態となっていることは町当

局においては十分把握していると思います。

このようないつ事故が発生してもおかしくない状況におかれてい

ることを十分再認識の上で、事故防止のために、管内全線区間の早

期開通のために、町当局の立場として、なお一層努力することが必
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要であり、今まさにそれが求められております。

そこで確認のため、通称浜街道の第一義的責任を追う建設事業主

体者は誰なのかお伺いいたします。

答弁者、建設課長。○議長（吉田数博君）

県道広野小高線の事業者は、県道でありま○建設課長（原 芳美君）

すので福島県ということになります。

７番。○議長（吉田数博君）

次に、未着工区間の部分については、公式にル○７番（渡邉文星君）

ートの決定はされているのか。決定されている場合は、その決定に

至る経緯をお示しください。

建設課長。○議長（吉田数博君）

広野小高線の全体を22工区に分けて県のほ○建設課長（原 芳美君）

うで事業を進めております。この区間のルート決定のための立ち入

り調査を平成17年にしております。この調査は、ルート決定までの

予備調査と位置づけられております。

７番。○議長（吉田数博君）

22工区と平成17年に予備調査はしているという○７番（渡邉文星君）

ことですね。要するに、請戸橋から棚塩を越えて原発用地の西側と

聞いていますが、それから小高に行くと思いますが、そのルートは

何工区で、ルート決定はされているのですか。お示しください。

建設課長。○議長（吉田数博君）

大変説明不足がありまして申し訳なかった○建設課長（原 芳美君）

のですが、広野から小高までの区間を22工区に分けて、今おただし

の区間について、北沢工区という工区分けをしております。その中

の北沢工区について予備調査をしたということでございます。

７番。○議長（吉田数博君）

北沢工区はわかりました。北沢工区はどこから○７番（渡邉文星君）

どこまでか教えていただきたいのです。その工区の22のそれぞれ工

区の場所はあると思いますよ。どこからどこまでか教えていただき

たい。

建設課長。○議長（吉田数博君）

現在、棚塩に土盛りをしてありますが、そ○建設課長（原 芳美君）

こから原子力発電所予定地を通りまして、南相馬市小高区までの区

間でございます。

７番。○議長（吉田数博君）

了解しました。そこで、なぜ未着工区の計画が○７番（渡邉文星君）

進まないのか。この北沢工区のところでございます。その理由と、

何が障害であると考えているのかお示しください。
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建設課長。○議長（吉田数博君）

たびたび町のほうでも早期着工については○建設課長（原 芳美君）

要望をしております。その中で、建設事務所の表現を借りますと、

関係機関と調整し、今後の進め方を整理しているという回答で、い

ろいろな形の意味合いが取れるかと思うのですが、この程度までの

回答でございましたので、ご理解をいただきたいと思います。

町長。○議長（吉田数博君）

補足答弁いたします。○町長（馬場 有君）

先ほど事業主体は県だということで、原子力発電所予定地のサイ

ト内を入っていくルートがひとつ考えられるということで、現在東

北電力と県の土木部とでおそらく協議をしていると思います。

ただ、町としては早めにそのルートを当事者間で決定していただ

きたいということでお願いをしております。

７番。○議長（吉田数博君）

わかりました。とにもかくにも早期実現に向け○７番（渡邉文星君）

てしっかり要望を含めて努力していただきたいと思います。

これで質問を終わりますが、時代は常に変革しています。変革に

ついていけない基礎自治体は埋没してしまいます。住民の生活の豊

かさと福祉の向上に向けて、何事にも前向きに、かつスピード感を

持った先見性のある自治体運営が求められるものであり、そのため

の意識改革であって、行財政の改革ではないでしょうか。我が町の

将来の展望を見据えたときには、とりわけ原発立地町の実現化は必

須条件であり、そこでもたらされる長期に渡る多大な財源は、浪江

町の町民生活の安心と豊かさの確保と独立独歩のためには必要欠か

すことのできない前提条件となっていることは周知の通りでありま

す。原発問題を解決の上、さらに行財政改革を成し遂げながら、未

来への展望を切り開いていく浪江町となることを切望いたしまし

て、すべての質問を終わります。ありがとうございました。

［ 議長」と呼ぶ者あり］「

17番。○議長（吉田数博君）

今の説明を聞いておりまして、文言の訂正を希○17番（勝山一美君）

望します。議事進行です。今の町長の答弁で、町長が 後に発言し

ましたときに、補足説明という。

［何事か呼ぶ者あり］

若干お待ちください。○議長（吉田数博君）

（午前１０時００分）

文言訂正の申し出あり：議長許可 「補足答弁」を「答弁」に訂正。。
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再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時００分）

質問者は席にお戻りください。○議長（吉田数博君）

17番。

そんなに大げさにするつもりはなかったのです○17番（勝山一美君）

が、本会議をつらつら見ますと、 近細かいミスが多いのです。大

げさにするつもりはないので、一応議長ということで発言を求めた

部分が 初はありました。実は、町長答弁について、今回、町長が

答弁するに当たり、 後の答弁ですが「補足説明します」と。要す

るに課長の説明の補足を町長がやったということになります。そう

すると、逆なんです。町長が発言するときは、補足という文言はい

らないはずなんです。本来ならば、課長クラスの人達は、町長の補

、 、足ということで 町長が課長の補足説明はありえないということで

やはりその部分については取り消すべきだというふうに感じました

ので申し上げました。お騒がせしてしまって申し訳ございませんで

した。

暫時休議をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時０２分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時０２分）

町長より、答弁を求めます。○議長（吉田数博君）

町長。

ただいま７番議員の質問の中で 「補足説明」○町長（馬場 有君） 、

ということを申し上げましたが 「答弁をいたします」ということ、

でご訂正をお願いいたします。

以上で７番、渡邉文星君の一般質問を終わりま○議長（吉田数博君）

す。

ここで10時20分まで休憩をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時０５分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時２０分）
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◇馬 場 績 君

続いて一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

20番、馬場績君の質問を許可いたします。

20番。

［20番 馬場 績君登壇］

日本共産党の馬場績でございます。簡潔な答弁○20番（馬場 績君）

を求めて早速質問いたします。

第１は、地域経済の活性化についてであります。ご承知のとおり

地域経済を取り巻く状況は深刻であります。長年続けてきた地元小

売り商業の倒産、廃業、若年雇用の悪化、米価暴落による所得の減

、 、 、少 生産資材やガソリンなどの急騰は 経営と生活を圧迫しており

デフレと価格高騰が混在する経済情勢は、地域経済をこれまでにな

く直撃しているのではないでしょうか。

具体的に質問いたします。大店舗及び中小小売り商業、また工業

の年間売上高及び生産と出荷の状況、倒産、転廃業の動向、新規の

企業進出、建築確認申請の動向、米価暴落による農家所得の推移、

新規雇用及び雇い止めなど、地域経済の実態と現状認識をお示しく

ださい。

地域の緊急雇用拡大の取り組みと、町の施策展開についてであり

ます。例えば、臨時雇用の新年度計画、地元採用に対する町の支援

など、どのように検討されているのかお答えください。

小規模企業支援の施策についてであります。町長は、去る２月７

日に臨時議会を招集。昨年11月26日に成立した政府補正予算の地域

活性化交付金、これはきめ細かな交付金4,651万9,000円、住民生活

に光を注ぐ交付金933万8,000円、その合計5,585万7,000円に、町の

財産収入40万円を上乗せし、主な歳出予算は地域スポーツセンター

建設事業に4,300万円、公共施設の看板設置事業に900万円などであ

ります。その補正予算のほとんどを占める6,300万円は繰越明許費

として計上されました。その投資計画の理由は、来年度に実施計画

されているものであるからということでした。私は交付金の目的で

ある地域の活性化ニーズに応じた事業について、予算付けをもっと

吟味する必要があったのではないかと思います。

いずれにせよ、新年度事業の先取りを提案されたわけであります

ので、当然のことながら、その交付金に見合う新たな新年度事業を

検討すべきであろうと思います。

その１つが制度融資の原資の増額、保証料、利子補給などの小規

模企業支援であります。これは政府が企業への資金繰りを支援する

景気対応緊急保障制度、いわゆる緊急保障制度を２年前に作りまし
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たけれども、３月末で打ち切りになるということであります。その

激変の対応という意味でも私は重要な施策であると考えます。この

制度は、浪江町でも08年10月以降、50件以上を上回る利用申し込み

があったものと記憶しております。現時点における制度補充であり

ます。

２つは、住宅リフォーム助成の事業化であります。公共発注の小

規模修繕事業による中小建設事業者の事業参入制度は浪江町でも制

、 。度化されておりますけれども この事業は制度化されておりません

県内で実施されている自治体は、いわき市、広野町、南会津町、会

津美里町、新たに実施を決めたのが西会津町、鏡石町、矢祭町、石

川町などであります。例えば宮城県の石巻市では、10万円以上の増

、 。 、改築工事に対し10％を助成 助成20万円上限 その事業予算に対し

経済効果は10倍から11倍と言われております。バリアフリーはもち

ろん、耐震診断や耐震改修などにも該当させることができれば、安

全と住環境に大きな影響を及ぼす意味でも、社会資本の整備という

有効性をもたらすものであると考えます。

この制度については、検討段階から実施の決断をする時期である

と考えます。明快な答弁を求めます。

次は、軽トラ市による商店街の賑わいと地域おこしも今各地で広

がりを見せていることであります。浪江町の伝統行事であるかつて

の十日市は、所狭しと露天商が並び、人気者のサーカスに人があふ

れて収穫の秋を共に喜び合う祭りでした。今、時代は変わり、地元

の各種団体が出展する味自慢の食べ物店が目立ち、あまり浪江町と

しての特徴は感じられないと言うのが率直な印象であります。

しかし、これまでの伝統行事である十日市祭を生かしつつ、さら

に苗木市なども含めた既存の市に、農産物はもちろん、海産物、地

元中小業産品のオークションなど、軽トラックで気軽に出展できる

ようなイベントの模様替え、あるいは行事追加も検討に値するので

はないかと考えております。

、 、 、因みに 島根県では特区を設定し 軽トラの道路使用許可などは

包括申請で済むようにしたということであります。そのことも含め

、 。て 関係団体との協議など今後の町の対応について答弁を求めます

次は、度重なる公金管理の不祥事について質問いたします。

町長より、生涯学習課で体育館使用料３万円が被害にあった旨の

議会に対する簡単な説明と謝罪があったのは２月７日の臨時議会終

了後の全員協議会のことでありました。その後、私は文教厚生常任

委員長に委員会審査を求め、２月22日に所管委員会が開かれ、続い

て２月24日には全員協議会の議題として審議されました。２月７日
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以外には、町長も副町長も出席されませんでした。

そこでおただしをいたします。昨年６月に発覚した元町職員によ

る公金横領事件は、行政に対する信頼を著しく失墜し、議会として

百条調査特別委員会を設置。昨年12月議会において、ことの重大性

に鑑み、町長は元町職員を刑事訴訟法第239条に基づく刑事告発を

勧告し、それを議決いたしました。今日現在、町長は議決の勧告を

どのように受け止め、どのように対応されたのかお答えください。

私は、昨年９月議会の一般質問で、再発防止の核心は公務員は全

体の奉仕者という立場に立ちきること。その意識改革と条例規則の

遵守、公金管理のダブルチェック体制の確立であります。その具体

的指針づくり、さらに執行機関としてその義務を果たす決意を求め

ます。反省された公金横領事件の教訓は何だったのか。その教訓を

生かした再発防止をどのように具体化し、どのように徹底したのか

お答えください。

再発防止に取り組んだと、重ねて答弁されるかもしれません。な

らば12月27日から１月17日まで紛失が確認されなかった生涯学習課

における今回の現金盗難事件の原因と問題は何なのか。さらに事の

重大性をどのように認識しているのかお答えください。

経過報告によれば、生涯学習課が上司に報告したのは、課内の一

定調査が済んだ１月27日とのことであります。外部団体である福島

綜合警備保障に各職員の入室カード使用状況の確認を依頼し、カー

ド使用と紛失の関係を特定しようとしていながら、上司への報告が

大幅に遅れ、結果として警察への被害届けが１カ月以上も経過した

２月７日になったということは、公金紛失の責任を軽んじていたと

指摘されても当然であり、前回の過ちの反省は見られません。一連

の独自調査の問題は何か。公務執行という立場から、今後の対策強

化をどのように進めるのかお答えください。

次は、公共事業の契約変更についてであります。光ファイバー基

盤整備事業の工事費増額の契約変更議案が２月７日の臨時議会で否

決され、２月24日の全員協議会において、担当課長が町、事業者、

県支援機構との協議の結果、臨時議会に提案した増額変更分につい

、 。ては 元請けの責任として金額の変更はない旨の説明がありました

当然のことであると私は考えます。

本工事については、昨年の12月議会では、減額変更の議案が上程

され、これは全会一致で可決されました。設置台数の減少に伴う関

、 、連事業費の減でありますから プロポーザル方式の契約であっても

これは当然であります。問題は今回の増額変更であります。本会議

と全員協議会において、本工事の契約条項について質疑が行われ、
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町の契約条項の追加の義務の根拠について、浪江町工事請負約款を

提示されました。その第９条、設計図書の変更。第24条、請負代金

額の変更方法等、第１項によると説明をされました。そこでお尋ね

いたします。本件工事の契約書は、この約款で契約されたものなの

か。だとするならば、その写しをお示しください。

現在進行中の地域スポーツセンターの建設事業もプロポーザルデ

ザインビルド方式によるものであり、その実施要綱第16条には、契

約は特定者から、いわゆるデザインをした業者です。提出された技

術提案書に基づき町長と締結するとあります。地域情報通信基盤整

備工事において、町側が追加負担をしなければならないとする根拠

に、議会に示された先ほどの契約約款、平成13年告示第20号は、特

定者から提出された技術提案書に基づく契約と同一のものなのかど

うか。あるいは全く別物なのか。明確にお答えください。

経過と内容説明の矛盾は、５億2,400万円を超す本件工事契約書

の存否、あるいは議会に示された説明の正当性が疑われるものであ

ります。この際、この件についての明快な経過を明らかにされると

同時に、町発注の契約締結の実態はどうなっているのか。その他の

契約案件、工事請負委託事業、物品納入等の各般についての契約締

結についてお答えいただきたい。

。 、 、 、公共工事入札の実態についてであります 土木 建築 上下水道

電気、空調設備の工種ごと、落札業者別、上位５社とその落札率に

ついて、資料による答弁を求めるものであります。

浪江町の一般競争入札は、５億円以上とされております。県内の

現状については、１月25日付福島民友で報じられており、その基準

は会津若松市や二本松市の250万円以上、さらに1,000万円以上から

5,000万円のところ。富岡町では24億3,000万円以上が一般入札の案

件となっており、県内市町村における一般競争入札基準設定そのも

のは、現状は試行錯誤の段階にあると考えております。浪江町での

５億円以上という基準設定の是非、あるいは総合評価方式の導入と

の整合性など、見直しが求められていると思いますが、お答えいた

だきたいと思います。

また、１社応札。したがって１社落札という特名契約の実態は、

公共工事独占の側面があります。いろんな事情があるかもしれませ

ん。しかし、そのことも含めて入札制度の改善の取り組みが重要課

題であると考えます。公共入札問題についての現状認識についてお

答えください。

長期化する不況の下、公共工事削減や低単価の問題が深刻であり

ます。特に建設業界では、下請け、孫請けが闊歩し、指し値発注や
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低単価の押しつけ、いわゆる赤伝処理で、業者ばかりか建設労働者

の賃金が安すぎる、生活が容易でないという現状があります。公平

な立場で改善するために、公契約法の制定を求める要望書が全国市

長会からも政府に提出され、今、全国の市町村で一定の取り組みが

行われていることは、ご承知のとおりであります。公契約の条例提

案など、公共入札制度の改善をどのように検討されるのか、お答え

いただきたい。

次は、除雪、凍結対策についてであります。 近、浪江地区交通

安全協会など、４者連名で交通事故多発警鐘のチラシが配布されま

した。そこには国道114号線での転落死亡事故、これは前津島支所

長の交通事故のことでありますけれども、それも掲載されておりま

した。この場を借りて前支所長のご冥福をお祈りいたします。

津島の冬場の状況は、平場では想像できないかもしれませんけれ

ども、この冬の津島の 低気温は１月31日の氷点下13度が 低記録

でありますけれども、全く寒い冬が続きました。大雪こそはなかっ

たものの、雪の日が多いというのが今年の冬の特徴でありました。

そんな中、危険を伴いながら国道、県道、町道の除雪作業に携わっ

た方々には感謝の意を捧げるものであります。

同時に、車社会の中にあって、通勤、通学、生活の日常において

、 。除雪や凍結など 安全対策を強く望まれているのも事実であります

今でも津島の主要町道には車道の雪が路面凍結し、氷の状態で轍が

できており、高齢者のみならず、危険を感ずる場所が何カ所もあり

ます。白追地区の場合は周辺住民の奉仕活動で、何度か道路に山砂

を散布したこともありましたが、善意と奉仕には限りがあります。

町道除雪の路線契約は多くの場合、大型農機を持っている農家に

依存せざるを得ないのが実情であります。したがって、早朝除雪を

望むのはしょせん無理な話であります。雪や道路事情を踏まえ、建

設課がどう乗り出すかということであります。高齢者世帯の除雪対

策、道路の除雪、凍結防止活動に町が町民安全安心の立場から乗り

出すべきであると考えます。お答えください。

私も12月議会の一般質問で改善を求めましたが、国道114号の転

落死亡事故という犠牲まで発生したわけでありますけれども、融雪

剤の国道散布は、これまでになく実行されております。同時に、側

、 。溝脱輪 カーブやトンネルの出入り口での事故などが多発しました

危険箇所のガードレール設置や、あるいは危険箇所の拡幅なども含

め、道路114号線の改良促進はもちろんでありますけれども、緊急

応急措置も同時に進めるべきであると考えます。関係機関に要望さ

れるかお答えください。
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津島地区の道路の安全確保については、冬期間の臨時要員を配置

するなど、道路パトロールや坂道や凍結による危険箇所の融雪剤散

布、場合によっては重機を活用した除排雪など安全対策の具体策が

求められております。その強化が求められております。どうされる

のかお答えください。

学校給食共同調理場の空調設備の現状と設備計画について質問い

たします。北海道岩見沢市の学校給食で1,500人を超す食中毒被害

、 。者を出し 改めて学校給食の安全管理のあり方が問われております

これまで明らかになったことによればサルモネラ菌による食中毒と

。 、いうことであります 津島地区共同調理場には空調設備がないため

特に夏場の食品衛生、安全管理が心配され、ＰＴＡの教育委員会要

望事項として提出したにもかかわらず、当面設置の考えはありませ

んということでした。ということを聞き及んでおります。食品衛生

法と、保健所の設置基準ではどうなっているのか。また、子供達の

日常の命と健康管理にかかわる問題として考えるならば、早期の設

備設置を進めるべきだと考えます。お答えください。

子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌の３ワクチン接種助成の取り組みに

ついてであります。このことについては、国は、昨年11月、交付金

による３つのワクチン接種事業を決定しました。子宮頸がんワクチ

ン接種については、12月議会で実施に向け協議中という答弁が私の

一般質問に対してありました。接種事業の着手は、喜ばしいことで

あります。同時に、国の交付決定事業の上限年齢は、子宮頸がんは

、 。高校１年 ヒブと小児用肺炎球菌は４歳を上限年齢としております

。 、浪江町における３ワクチンの実施対象年齢をお示しください もし

国の上限年齢を対象としないことになれば、初めての接種機会を失

うことになることが懸念されるわけであります。さらに２年間の時

限措置でありますけれども、これは法定の定期接種化を国に強く求

めていくべきではないでしょうか。答弁を求めます。

子ども手当について、２点お尋ねいたします。子ども手当法案は

まだ成立しておりませんけれども、これと抱き合わせの所得税、住

民税の増税は決まっております。廃止されるのは０歳から15歳まで

の年少扶養控除、所得税現行38万円、住民税現行33万円の廃止。ま

た次年度以降、16歳から18歳までの特定扶養控除上乗せ分、所得税

は25万円、住民税は12万円も廃止されます。これは財源の裏付けの

ないまま打ち出された２万6,000円の子ども手当なるものがその場

しのぎのものであり、残ったのは増税の仕組みだけであるといって

も過言ではありません。浪江町における増税の対象世帯、人数、負

担増はどれくらいになると試算されているかお答えください。
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２点目は、所得控除廃止による課税所得の増により、国保税や保

育料など、その他の負担増の問題が発生することであります。どの

ような税金や公共料金が負担増になるのか。その対象世帯と影響額

についての試算をお示しいただきたいと思います。

問題は、国保税や保育料など、今でも納めたくても納められない

高い公共料金、税金であります。そこに新たな負担増ということに

なれば、まさに深刻であります。その軽減策を講ずるべきであると

考えますが、どうされるのかお答えください。

子ども手当に関連して新たな問題が浮上しております。３月末ま

でにこの法案が国会で成立しないことも予想されるからでありま

す。とすれば従前の児童手当が復活、支給事務を担当する市町村が

大混乱することもあり得るのではないかという問題であります。全

額国庫負担の公約が反故にされたばかりか、地方からは自治体裁量

のない子ども手当は、地域主権に逆行しているとの厳しい批判が相

次いで出されております。貧困と格差拡大の中で、子育て世代にと

って子ども手当と抱き合わせの増税負担や、保育所などの受け皿の

不足は、極めて深刻な問題であります。さらに時限的立法とも言え

る法律で地方が振り回されるような施策ではなく、総合的な子育て

施策の充実こそが求められているのではないでしょうか。町長の所

見をお示しください。

後に、原発問題についてお尋ねいたします。長期連続運転によ

る雇用創出、地域経済への影響についてどのように試算されている

か答弁を求めて、私の１回目の質問を終わります。

。○議長 吉田数博君（ ） ここで資料配付のために暫時休議をいたします

（午前１０時５０分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時５１分）

答弁者、産業振興課長。○議長（吉田数博君）

それではご質問にお答えいたします。○産業振興課長（高倉敏勝君）

まず大企業及び商業関係の年間売り上げ、生産出荷の状況でござ

いますが、商業統計それから工業統計を参考にさせていただいてお

りますのでご了承ください。

まず商業の売上高につきましては、平成19年度の調査のもので申

し上げますと、売上高は292億379万円です。工業関係では、平成20

年度で生産額344億1,489万円、出荷額344億106万円となっておりま
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す。

倒産、廃業につきましては現在細かい情報が入っておりませんの

でご了承いただきたいと存じます。さらに新規の企業についてでご

ざいますが、こちらも現在のところは予定は入っておりませんとの

情報を得ております。

次に、建築関係でございますが、あわせて私のほうから報告させ

ていただきますが、建築確認申請につきましては平成20年度73件、

平成21年度78件、平成22年現在で85件となっております。

次に、米価下落に伴う推移でございますが、平成20年度の反当た

り収入が10万1,600円でございます。それから平成21年度が10万700

円、平成22年度は品質低下のために二等米計算でさせていただきま

すといずれも反で申し上げておきますが、７万2,800円となってお

ります。ただこれに戸別補償金の定額分が１万5,000円、それから

変動分、先ほど発表されました１万5,100円を合計すると10万2,900

円になる計算となります。

次に、新規雇用についてでございますが、今年度の浪江町出身者

の卒業生、企業への就職は現在希望数が72名、うち69名が内定して

おります。

次に、これに対する町の助成金でございますが、これは１人につ

き10万円をその企業に奨励金として助成金として交付する要綱がで

きております。ただ、残念なことに、平成22年度は申請はございま

せんでした。これについては再度広報とホームページを使って、広

くお知らせをしていきたいと考えております。

次に、企業の聞き取りをしたところ、非常に厳しい現状であると

いうことはどの企業もおっしゃっておりました。会社自体の体制を

その現在の範囲内に抑えながら、新規雇用も抑えて数人の中途採用

を実施しながら現状維持を続けているという状況でありまして、経

済の先行き不透明感、それから円高の影響による受注の減少による

コストダウン、さらには原油価格の高騰を始めとして、さまざまな

影響が懸念されておりまして、地域経済への影響は避けられないも

のと考えております。非常に厳しい状況にあるとの認識に変わりは

ございません。

次に、緊急雇用拡大の施策についてでございますが、平成22年度

基金を活用した雇用創出を図っているところでございます。緊急雇

用創出事業については６事業でのべ19名、ふるさと雇用再生特別基

金事業につきましては３事業で６名の雇用を実現しております。平

、 、成23年度につきましても 同じくふるさと雇用再生特別基金で３件

５名。それから緊急雇用創出事業については６件で14名の雇用創出
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を見込んで事業の要望を出しているところでございます。

また、厚生労働省の委託事業として、第２期相双地域雇用創造推

進事業ということがございます。こちらに対しても事業を要望して

おりまして、これは年間で約70名程度の講習といいますか、勉強会

をさせていただいて、それを雇用につなげるという形で現在、県の

ほうに要望しているところでございます。

内容としては、観光ガイドの人材、それからそれに対する企画開

発に当たる雇用創出という人材育成の講座を開催するという予定に

なってございます。

それから、小規模事業支援についてでございますが、浪江町の中

小企業振興資金制度につきましては、平成21年度で９件、平成22年

度は４件の利用をいただいております。また、同じく融資利子の補

給制度につきましては、平成21年度以降でのべ５件の利用がござい

ます。

さらに議員おただしのありましたセーフティネットワーク、緊急

補償制度の申請件数でございますが、述べ件数で申し上げますと、

現在120件ほどございます。平成22年度は24件の申請が出されてお

ります。こうした制度につきましても随時ホームページ等で掲載を

しておりますが、今後も定期的に広報等を通じて情報発信をしてい

きたいと考えてございます。

次に、住宅リフォームの助成についてでございますが、これにつ

きましてはリフォームについて、その一部を助成するということで

緊急経済対策として行われておる町村があることは承知してござい

ます。浪江町におきましても、商工会からの要望がございまして、

（仮称）浪江町地域経済活性化支援事業ということで実施する予定

でございます。これにつきましては、事業内容は町内に居住し、ま

たは居住しようとする個人が、町内に本社を置く住宅関連事業者を

利用して個人の住宅の新築を行う場合、その面積により奨励金を支

給するというものでございます。この奨励金につきましては、商工

会を通じて浪江町の商品券で支給するということによりまして、町

の商店街の活性化を図り、また町内の住宅関連業者を活用すること

で、地域経済の活性化や、雇用の拡大に繋がる効果があると考えて

ございます。

後に、軽トラ市でございますが、浪江町の直売所協議会におき

まして、平成21年度から暮れ市、それからお盆の朝市と暮れ市、年

２回程度の直売会を役場前の駐車場を使って行ってまいりました。

直売は大体好評であったと考えておりますが、ご提案のありました

軽トラ市につきましても開催場所、それから日程等についても協議
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会と検討しながら、進めてまいりたいと考えてございます。

総務課長。○議長（吉田数博君）

度重なる公金管理不祥事についてお答え申○総務課長（根岸弘正君）

し上げます。

12月議会で報告のありました公金流用事件に係る百条調査特別委

員会の内容につきましては、行政側として非常に重く受け止めてお

りますが、関係職員が既に町職員としての身分を辞していることか

ら、改めて刑事告発を行うことは考えておりません。

ただ、再発防止のための職員の法令遵守に対する意識改革等につ

きましては、昨日５番議員にもご答弁申し上げたとおりであります

が、昨年中に発生した職員の一連の不祥事も踏まえ、町長始め、全

職員一丸となって意識改革を含めた再発防止対策を講じてきたとこ

ろでございます。具体的には職員のコンプライアンス意識を高める

、 、 、ため 係長以上の幹部職員研修 一般職員研修と職場研修を強化し

特に会計事務の適正化や公金の適正管理を徹底し、公金に関する職

員の意識改革を図ってきたところであります。

また、団体事務の取扱事務方針の策定、会計事務、チェックリス

ト、業務チェックリスト作成による点検強化、懲戒処分基準、公表

基準の厳格化等により対応してきたところでございまして、二度と

不祥事を起こさないという強い決意の下に再発防止に向け、取り組

んできたところであります。

また、今回の原因、問題ということでありますけれども、今回の

公金紛失に関しましては、現金を保管するためレジに施錠、事務室

、 、に施錠 ふれあいセンターに施錠と厳重な保管状態にあったものの

現金を速やかに金融機関へ納入せず、長時間レジにて保管していた

ことが原因であると考えております。財務規則通りの運用をしてお

れば未然に防止できた問題でありますので、今後財務規則に則った

公金管理の徹底と、収納管理に関する点検機能の強化により公金の

、 。保管 管理に不手際のないよう努めてまいりたいと考えております

生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

生涯学習課の現金紛失事件の原因とい○生涯学習課長（島田龍郎君）

う部分でご答弁させていただきます。

原因につきましては、先ほど総務課長が答弁したとおりだと思っ

ております。町民の皆様や、議会の皆様に対しまして、深くお詫び

を申し上げたいと思います。

現在は、警察による事実解明を待っておりますけれども、このた

びの出来事に関しましては公金等の管理等に不備があったと言わざ

るを得なく、所属長として誠に遺憾に存じます。
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続きまして、町独自の調査の問題は何かについてお答え申し上げ

ます。このことにつきましては、まず事実確認に努めました。生涯

学習課執務室への入室状況、レジスター内の使用料の入金状況、保

管状況、その他公用物の紛失状況を再三に渡り職場内で調査した結

果、業務上での紛失とは確認できませんでしたので、盗難によるも

のと推定し、福島県双葉警察署浪江分庁舎に平成23年２月７日に提

出したところでございます。

総務課長。○議長（吉田数博君）

今後の対策強化でありますけれども、昨日○総務課長（根岸弘正君）

５番議員にもご答弁したとおりでございますが、まずは職員に公金

管理に関する問題意識、あるいは危機管理を徹底するためには職員

一人ひとりが自らの倫理意識を高めていくことが重要であります。

このため、組織内の危機管理徹底のための法令遵守研修を継続的強

化していきたいと考えております。

また、当然のことでありますが、財務規則によった適正な公金管

理の徹底、あるいは収納管理に関する点検機能の強化により公金の

、 。保管 管理に遺漏がないように努めてまいりたいと考えております

さらに、現在の再発防止策の徹底と今後設置予定のコンプライア

ンス委員会及び内部体制の整備により再発防止の実効性を高め、町

民の皆様の信用と信頼の回復に努めてまいりたいと考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

続きまして、３番目の公共事業の入札○企画調整課長（谷田謙一君）

改善について。地域情報通信基盤整備工事契約の契約書等について

お答え申し上げます。プロポーザルデザインビルド方式とは、事業

予定額を示した上の設計施工一括発注方式であります。

、 、 。一方 地域情報通信基盤整備事業では この方式ではありません

あくまでも公募型プロポーザル方式を採用したところでございま

す。地域情報通信基盤整備事業では、公募型プロポーザル方式で調

査設計業務構築工事、及びその後の通信運営を含めて事業者を選定

したものであります。公募型プロポーザル方式とは、事業者の選定

方法の一種で、事業の提案を公募し、提出された提案書について実

施要綱であらかじめ示された評価基準に基づき審査を行い、事業者

を選定しております。

選定しましたのは、提案書選定の時点ですでに競争が終了してい

るとの考えから、次に契約によりまして、実施設計業務を締結し実

施設計業務と同時に積算業務を別途発注し、国及び県の参加基準に

よりまして、工事設計額を算定したところでございます。
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その後につきましては、通常の随意契約による工事発注によりま

して、工事請負契約を締結し、それに基づきまして資料としてお配

りいたしました工事請負契約約款を使用しております。

総務課長。○議長（吉田数博君）

町発注の契約締結の実態についてお答えい○総務課長（根岸弘正君）

たします。公共工事の契約方法につきましては、地方自治法施行例

に規定されており、主に予定価格が浪江町財務規則第125条の規定

である金額以下の場合には随意契約による。それを上回る場合には

指名競争入札により契約を締結しております。また、入札執行につ

、 、きましては 予定価格5,000万円未満につきましては指名競争入札

5,000万円以上につきましては意向確認型指名競争入札により入札

を執行しております。

さらに、今年度より新たに公共工事の品質確保の促進に関する法

律に基づき、設計金額3,000万円以上の工事につきまして総合評価

方式を施行しており、町営住宅建設工事１件について総合評価方式

により指名競争入札により契約を締結してきております。

また、今年度２月末現在の一般会計における契約締結状況は、こ

れは支出負担行為を集計したものでありますけれども、件数を申し

上げます。工事請負契約149件、うち指名競争入札55件。随意契約

94件、これはプロポーザル方式１件が含まれております。委託契約

279件、うち指名競争入札18件、随意契約261件。物品購入130件、

うち指名競争入札７件、随意契約123件であります。入札の実態の

工種別落札率等につきましては資料提出を求められております。

資料提出をお願いしたいと思います。それではその表によってご

説明申し上げます。平成22年度公共工事発注実績についてでありま

すけれども、土木工事が36件で平均落札率は95.9％でございます。

。 。上位５社はご覧のとおりです 建築工事15件で平均落札率が96.7％

電気設備工事が１件で72.3％であります。暖冷房衛生設備工事４件

で94.1％の平均落札率であります。上下水道工事17件で94.0％の平

均落札率であります。

、 、次に 一般競争入札の実態を問うということでありますけれども

入札制度の見直しにつきましては、浪江町入札制度検討委員会にお

。 、いて検討しているところであります 一般競争入札につきましては

一定の資格を有する不特定多数の希望者を持って入札を行う入札方

式であり、当町では設計金額により一般土木工事５億円以上、建築

工事15億円以上の場合行うこととしております。

公共工事等における一般競争入札は、工事施工の品質確保等の観

点から、入札参加者の技術力や工事実績など、一定の条件を定めて
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実施する制限付き一般競争入札により行われており、県内他自治体

での実施状況等を参考に当町での実施方法、実施体制等について、

検討してまいりたいと考えているところであります。

また、総合評価方式の導入につきましては、今年度から設計金額

3,000万円以上の工事について施行しており、これは公共工事の品

質確保の促進に関する法律に基づくものでありまして、価格のみで

なく、企業の技術力、工事実績、地域貢献など、価格以外の項目を

評価の対象に加えて総合的に評価することにより、工事の品質確保

を図るものであります。

また、１社応札となった入札につきましては、随意契約時に十分

な競争性を確保できなかったこともあり、入札の際に提出いただい

た技術提案書の検討や工事の施工監理監督については、より慎重か

つ詳細に行い、工事の適正な施工に努めたところであります。

今後、より適正で公正な入札を執行するため、多くの入札参加者

、 。を確保し 競争性を確保することも必要であると認識しております

指名競争入札においては、特殊な工事を除き、適正な業者数を指

名する。また、プロポーザル方式のような公募型の入札等執行する

場合にも、より多くの業者が参加できるよう、入札参加資格要件の

検討を行っていきたいと考えているところであります。

以上であります。

答弁者、建設課長。○議長（吉田数博君）

、 。○建設課長 原 芳美君（ ） 除雪 凍結対策についてお答えいたします

今シーズンは朝晩、雪が降ったことや低温が続いたことで路面凍

結や路面の雪がゆるむこともなく大変困った状況であります。そん

な中での情報や提案をいただき、滑り止め用の砂などの配置やゆる

んだときの除雪という部分で取り組みをしたところです。支所には

融雪剤のべ150体を配置したところであります。

、 、次に 国道114号関係の狭隘区間や急カーブなど多数ありまして

いろいろな機会を捉えまして要望してきたところですが、今後も引

き続き要望をしてまいりたいと思います。

ここ数年、建設業者も重機オペレーターの高齢化など、喫緊の課

題もあると認識しておりますので、今後いろんな方々と相談をして

いきたいと考えております。

後に、ご紹介のありました赤宇木白追地区の路面凍結の際の地

域活動に対しましては、大変ありがたく思っております。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

教育、子育てについて、まず学校給食○教育総務課長（屋中茂夫君）

調理場の空調設備についてお答え申し上げます。
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調理場の空調設備の現状についてでございますけれども、町内４

カ所の調理場で空調設備、いわゆるエアコンの整備されている調理

場はございません。昨年の猛暑時において、大変厳しい環境の中で

の調理作業ということで、ご苦労をお掛けしているのが現状でござ

います。

次、職場環境の設置基準についてでございますけれども、労働安

全衛生法上から言う環境基準でございますが、室内の温度は25℃以

下、湿度は80％以下に保たれることが望ましいとされております。

次に、設備計画についてお答えします。昨年の夏の猛暑の影響は

学校現場にも及んでいることは12月の定例議会でもお答えしたとお

りでございます。子供達が登校後、体調を崩し、保健室を利用した

回数も例年になく多かったところでございます。特に、小学校児童

に多かったことから、保健室への空調設備の整備を優先的に考えて

いるところでございます。

ご指摘の給食調理場への導入についても、馬場議員始めＰＴＡの

方々、あるいは調理場の先生方からもご要望はございます。保健室

と一緒に整備できればよいのでございましょうが、何しろ限られた

予算の中で進める事業ですので悩むところでございます。

今後、財政当局とも協議を重ねながら、財源を捻出しながら整備

できるよう努力してまいりたいと考えておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

ワクチン３種の助成と定期予防接種化○健康保険課長（蔦 美好君）

を問うについてお答えいたします。

平成23年度当初予算に子宮頸がんワクチン、肺炎球菌ワクチン、

ヒブワクチンの予防接種を全額補助で実施する予定で予算計上をし

ているところであります。子宮頸がんワクチンについては、平成23

年度については中学１年生から３年生を対象に実施する予定であり

ます。

また、ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンについては、０歳から４

歳で実施を予定しております。子宮頸がんワクチン、肺炎球菌ワク

チン、ヒブワクチンの予防接種は、予防接種法に基づかない定期外

接種となっておりますが、現在、国のほうで定期接種に続けること

の検討に入っているところであります。

また、町といたしましても、双葉地方町村会に対しまして、補助

の継続要望を行っておりまして、町村会の方から県に対しまして要

望を行う予定であると聞いております。

税務課長。○議長（吉田数博君）
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子ども手当についての中で、所得税住民税○税務課長（遠藤定郎君）

控除廃止、縮減によります増税の制定を問うということに対してお

答えをいたします。

平成22年度税制改正による平成24年度からの個人住民税の一般扶

養控除が廃止されました。まず０歳から15歳までの一般扶養控除額

33万円の廃止についてでございます。

この扶養控除を受ける対象者は約2,100名で納税義務者は約1,280

名おります。控除額は約６億9,300万円でございます。この控除額

に対する税額は約6,900万円、町では4,100万円でございます。

また、国税の所得税が平成23年分から実施になりますが、同様に

一般扶養控除額38万円が廃止されます。控除額は約７億9,800万円

で、税額は税率５％としまして約4,000万円となります。

結果としまして、納税義務者に1,280人の個人住民税と所得税を

合計しますと、控除額は約14億9,000万円、税額は約１億900万円の

増額となります。

次に、16歳から18歳までの特定扶養控除、この上乗せ分も同様に

平成23年、平成24年からと廃止になります。

上乗せ分の個人住民税分12万円と所得税25万円が廃止となりま

す。この扶養控除を受ける個人住民税対象者は約666名で、納税義

務者は約590名おります。控除額としましては約8,000万円です。こ

の控除額に対する税額は約800万円で、町分は480万円となります。

同様に国税の所得税につきましても控除額は約１億6,500万円とな

ります。

税額としましては５％としまして約830万円となります。この合

計します納税義務者590人の個人住民税と所得税を合計しますと、

控除額は約２億5,400万円、税額は約1,600万円の増額となります。

以上の２つの区分の０歳から18歳までの総合計をしますと、納税義

務者の合計は約1,870人となります。控除対象者は約2,760人となり

ます。控除額の合計としまして、約17億3,779万円です。税額とし

ましては、約１億2,500万円の増額となります。

さらに今、国のほうで議論されておりますけれども、まだ決定さ

れませんが、今の平成23年度税制改正によりまして平成25年度から

合計所得金額400万円、給与収入の場合は568万円を超える納税義務

者になりますが、23歳から69歳の青年扶養控除の33万円が廃止とな

る見込みといわれております。この改正につきましては、子ども手

当支給対象者には直接は影響がないと思われます。

次に、この改正によりまして、平成22年度改正の一般扶養控除廃

止、平成23年度改正の青年扶養控除廃止によりますところの国民健
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康保険税の影響でございますけれども、浪江町では、所得割算定方

式には総所得金額から基礎控除額33万円を差し引いた額に算定税率

をかけるとしておりますので、改正の影響は国保税にはないと思わ

れます。

町長。○議長（吉田数博君）

原発の高経年劣化と安全の問題を問うというご○町長（馬場 有君）

質問にお答えいたします。

福島第二原子力発電所３号機における定期検査間隔の延長につき

ましては、福島県原子力発電所安全確保技術連絡会等において、事

業者に機器の経年劣化への対応など、これまでの取り組み状況につ

いて説明を求めております。現在、事業者からの認可申請等につい

て国が審査しているところであり、今後も福島県原子力発電所安全

確保技術連絡会等において、国、事業者からの必要な説明を求める

など、安全安心を前提に推移を見守ってまいりたいと考えておりま

す。

それから老朽化における安全確保についてでありますが、機器点

検の問題につきましては、事業者において一つ一つのトラブルに即

して原因究明を行い、再発防止対策をしっかり講じていくことが重

要であると考えております。

事業者に対しましては、引き続き福島県原子力発電所安全確保技

術連絡会等で保全活動の品質改善に向けて着実に取り組むよう求め

ていきたいと考えております。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

子ども手当の中において、保育料の○福祉こども課長（木村 潔君）

負担増の影響と対策について問うということについてお答えしたい

と思います。先ほど税務課長も申し述べたとおり、平成20年度の税

制改正において、平成23年度分の所得税から適用される一般扶養親

族のうち、年齢が16歳未満の方に対する扶養控除が廃止されること

になります。これによりまして、平成24年度以降の保育料の影響に

ついてでありますけれども、現在の保育所の徴収金額基準の各階層

に定めた場合について、これは平成20年度当初、４月１日現在で昨

年の４月１日ですけれども、コスモス保育園、津島保育所、計184

名の中で試算しておりますけれども、階層が上がる入所者が61名、

率にしまして33％。約３人に１人が上位階層に移行することになり

ます。

影響額につきましては、階層により移行による差額に差は多少あ

りますけれども、61名で月額約33万2,000円の負担増となります。

また、負担増に対する軽減策についてでありますけれども、国基
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準における各階層ごとの定義において１階層から８階層まであり、

階層ごと、その範囲が税額等により決められておりますので、国の

保育所徴収基準の改正がない場合は、前段のとおり、保育料の負担

増となりますが、平成19年の所得税並びに平成20年度の住民税改正

時に負担割合がほぼ逆転した際に、平成20年度以降の保育所徴収基

準についてもそれに対応して改正された経過がありますので、平成

24年度以降の保育所の徴収金額基準についても改正があるものと考

えているところであります。

今後につきましても、基準改正と国の動向を注視すると共に、情

報収集に努めていきたいと思っております。

次に、子ども手当についてでありますけれども、支給額並びに財

源構成等についての子ども手当に関する法案が現国会で審議中であ

り、議員ご指摘のとおり、成立しないことも予想されることから、

６月以降の支給について混乱が予想されます。町としても早期の成

立を希望すると共に、支給月での支払で準備に努め、迅速に対応し

ていきたいと思っております。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

原発の長期運転についての２点目、作○住民生活課長（植田和夫君）

業員の雇用減少と賃金等の目減りの予測等ご質問にお答えいたしま

す。

東京電力は、このたび福島第二原子力発電所３号機で連続運転期

間、これは定期検査間隔を延長する計画を発表いたしたところであ

ります。実施されれば、定期検査の間隔は、これまで13カ月以内か

ら16カ月以内に広がります。地元からは運転開始から25年が経つ３

号機の安全性や定期検査の作業が減ることによる雇用の影響に不安

の声が寄せられたということでありました。原子力発電所立地４町

でつくる福島県原子力発電所所在町協議会が平成23年１月17日に開

催され、その目的は運転期間延長を可能とした新しい検査制度や雇

用対策について、国、東京電力から確認することでありました。会

議の中で、東京電力からは、今まで定期検査が重複して作業量が一

時的に集中していたが、間隔を広げることで重複が避けられるとし

て常に一定の雇用を提供するという提案がありました。

従来の定期検査の作業量は、年平均で現状レベルの約３割から４

割程度減少しますが、経年劣化改良工事等、それから機器保全管理

建屋における年間を通じた作業の実施により、今後10年間の作業量

は現状レベルから減少しないとの報告でありました。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

訂正がございます。申し訳ございませ○産業振興課長（高倉敏勝君）
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ん。先ほどご答弁申し上げた中で、新規卒業者に係る企業への10万

円の補助でございますが、この助成金は県の補助金に町が上乗せを

している事業でございます。これは平成22年度のみで、平成23年度

は県のほうで補助してございませんので、こちらについては県の動

向を見ながら、再度考慮していきたいと考えております。

訂正して、お詫び申し上げます。

生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

報告につきまして、遅れた部分につき○生涯学習課長（島田龍郎君）

ましては、事実確認のために時間を要しました。私どものできる範

囲内で慎重に事を進めた結果でございますので、ご理解いただきた

いと思います。

20番。○議長（吉田数博君）

再質問の順序が逆になりますけれども、原発問○20番（馬場 績君）

題から入りたいと思います。原発問題の質問は大きく２つでした。

高経年劣化の問題と長期連続運転による雇用、地域経済の検証の問

題であります。

ご存知のとおり、福島第二原発の３号機というのは運転開始して

３年後の1989年１月、忘れもしません。再循環ポンプが壊れたまま

運転を続けて、原子炉内部に無数の金属片が流れ込むという日本の

原子力問題で経験したことのない重大事故を起こした号機でありま

す。

その後、２年間検討を重ねて運転再開したわけですが、いずれに

しても運転して25年を経過するという経歴の号機でありまして、そ

ういう号機をなぜ選んだのかという素朴な問題があります。そのこ

とについて、東電との関係で、あるいは県との関係で情報を得てい

るとすればお答えいただきたい。

それから、長期連続運転については、実は福島県の福島第二原発

。 、３号機を含めて全国では２例目なのです 率直に言わせてもらえば

先ほど誰か質問で広野から双葉は原発城下町だという発言がありま

したけれども、この原発城下町が長期連続運転の実験場にされると

いうことではないかと思うのです。

実は、つい 近明らかになったことでありますけれども、福島第

一原発の１号機から６号機までの点検、これは定期点検対象ではな

いけれども自主点検対象でありますけれども、６号機では熱伝導弁

に電気を送る残留熱除去系統の分電盤が11年に渡って点検していな

かったという事実が明らかになりました。それも含めて、分電盤が

11年間点検してこなかったという問題とあわせて、１号機から６号

機の間で、33機種に渡る点検漏れがあったと。それから第二原発の
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１号機から４号機まででも、機器の点検漏れが21もあったというこ

とが明らかになったわけです。これは自主点検対象機器ではあって

、 、も 実は重大な事故を起こせば重大な問題に発展する原発において

こういうミスが重ねられていると。その上に、従来の13カ月間隔の

定期点検を３カ月延ばして16カ月にするということは、まさに危険

の比重を我々には予想できない世界で危険が伴うのではないかと考

えられる訳であります。

私は、こうした東京電力や国や県における長期連続運転の容認の

思想は、背景には事業利益優先、原発の安全神話の思想があるので

、 、 、はないかと思いますけれども 町長は 関係する会議に出席されて

どういう認識を深められたか。私が指摘した問題について、どうい

う認識をお持ちになったかお答えください。

それから、雇用創出の問題でありますが、10年間は減少しないと

いう説明が東電からあったということでありますが、実は私は共産

党県議団と連絡を取って質問通告したわけではありませんけれど

も、県議会における共産党、宮川県議の一般質問において、このこ

とについては県当局は１カ月4,000人の雇用が減少するという答弁

が出ております。

あわせて私の質問においても、東電との関係でどういう説明を受

けたのか、県との関係でどういうヒアリングをされたのか、私の質

問に沿って改めて地域経済の影響など、金額的な額で表していただ

きたい。答弁を求めます。

それから、地域経済活性化の問題で、重要な問題で２点だけ質問

いたします。小規模企業支援に対する具体的な施策として、町独自

の金融支援策も充実すべきではないかということを質問しました。

現在ある制度で十分だということでありますが、先ほど答弁があ

ったように、緊急補償制度に対して浪江町では既に120件の申し込

みがあると。これはこれで続くわけだけれども、当然のことながら

新たな業種、新たな事業者が緊急補償の申し込みをされるかもしれ

ない。ところが補償対象を大きく制限するというのが国の考えであ

ります。そういうことも踏まえて、町としては緊急補償における欠

落部分をどういうふうに穴埋めしていくのかということが重要では

ないかと。そこにもってきて、今の深刻な経済の問題があると。従

来通りの金融、中小企業支援政策では問題があるということでの質

問であります。再度答弁を求めます。

それから軽トラ市については改めて私の質問の意図を組んで、直

売所協議会との協議だけではなくて、他の成功している事例等もお

調べになっていただいて具体化するように検討していただきたい。
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答弁いりません。

問題は住宅リフォームであります。先ほどの答弁では、新築住宅

に対して商品券で奨励金を出すと。これはこれで新しい制度だから

私は結構だと思います。問題は、新築住宅ということになると、先

ほどの確認申請でもそれほど大幅に減ってはいないけれども、70件

から80件という状況であるということが明らかになりました。

平成20年が73件、平成22年が85件ということでありますが、私の

直接感じていることは、新築住宅で浪江町で85件もあるのかなと思

っているわけですが、住宅リフォームですから新築住宅に対する支

援、それはそれで結構ですよ。そうではなくて、住宅リフォームに

対する助成、全国で今特に進んでいるのは東北地方におけるこの事

業の制度化です。先ほど言ったように宮城県の宮古では20万円上限

で始めたところ、投資原額の10倍から11倍の経済効果があったと。

さらに今年も予算を付けるということがはっきりしています。町長

もいろいろこのことについては関心をお持ちだと思います。改めて

この制度について、どういうふうに進める考えなのか答弁を求めま

す。

町長。○議長（吉田数博君）

再質問の第１点目にお答えいたします。原子力○町長（馬場 有君）

発電立地４町で作っておる所在町協議会の件については当然私ども

協議会に入れませんので、そのお話とか、それから協議事項につい

ては、町村会でご報告を受けながらお話を聞いている。そういうこ

、 、とで 先ほどの分電盤の点検をしなかったということがありまして

非常に残念だということで、東京電力あるいは立地町所在協議会の

ほうに申し入れをしたことがございます。

そういうことで、福島第二原発の３号機がなぜ選ばれたのかとい

うことについては、ちょっと認識が不足しておりますので答弁は差

し控えたいと思いますけれども、そういうことで私の認識としては

大変残念な結果ではあるけれども、何とか先ほど答弁をいたしまし

たように、国、県の新しい制度に期待をしてきたいと考えておりま

す。

さらに地域経済活性化対策についての小規模企業支援の施策の再

質問でありますけれども、新たに福島県で中小企業支援の制度資金

について、県独自で新たな支援をする。それに町ももしできれば県

とタイアップしながら、連携しながらその制度資金について検討し

てまいりたい。これは融資比率が現在の利率より0.1％下げて1.9％

にするということであります。ただ残念なのは、議員おただしのと

おり、国の融資のほうが83業種から48業種に減りました。ですから
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その辺の業種の絞り込みが非常に絞られたのかなという感じがして

おりますので、その辺も検討してまいりたいと考えております。

さらに住宅リフォームの件ですね。これはいろいろ県内に先ほど

議員がおただしのとおり実施している団体、さらには全国的にも今

住宅リフォームの資金に助成をするという自治体が増えておりま

す。その経済効果は先ほど議員のおただしにありましたように、10

倍になったかそれは把握はしておりませんけれども、確かなる経済

効果は出てくる。あるいは雇用の増加に繋がっていくということだ

ろうと思います。

したがいまして、平成23年度予算の中で新しい住宅についての予

算付けを上程させていただきました。その効果を見ながら、さらに

住宅リフォームに引き上げられていけばいいのではないかというこ

とで、その推移を見守っていきたいという感じがしております。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

再質問にお答えいたします。○住民生活課長（植田和夫君）

原子力発電所の１回の定期検査に携わる人数関係なのですが、こ

れは県からの情報によれば、福島第一及び第二原子力発電所各号機

での直近の定期検査における放射線管理区域内の作業従事員数の平

均は約4,400名。

［ 一日でしょう」と呼ぶ者あり］「

そうです。それで賃金関係です。これ○住民生活課長（植田和夫君）

はあくまでも私の試算なのですが、概算です。先ほどご説明しまし

たが、３割から４割ぐらい減少すると仮定した場合、4,400名に40

％をかけて、それに１人１万円とします。そうすると１日に1,760

万円になります。定期点検が通常70日間行われるということでござ

いますので、これを1,760万円に70日をかけると、約12億3,000万円

程度目減りするということでございます。

20番。○議長（吉田数博君）

原発の問題については、安全神話という思想が○20番（馬場 績君）

背景にあるのではないかと、そのことについて関係する会議に出席

されて、あるいは私の質問も聞いて、町長のそのことについての認

識はどうかという質問にはお答えがありませんでしたので、改めて

お答えください。

そして、今、概算ではあるけれども、定期検査が３カ月延長され

ることによる減少は推計でも12億7,000万円、約13億円の賃金の減

少がある。そればかりではなくて、関連する事業者の経済的な影響

も大きいということですから、安全の面での危険、さらに経済的な

打撃、これはやはり何も。地震だ。ちょっと止めて…。



- 122 -

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１１時４６分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１１時４９分）

20番。○議長（吉田数博君）

私も原発問題の質問中、こういう地震に直撃さ○20番（馬場 績君）

れるとは予想もしませんでした。自然災害とはこういうものです。

ということも念頭において事業者、あるいは国の安全神話を脱する

安全思想が極めて強いという認識があるかどうか。

問題は、原発の安全を維持していくというための一つの方策とし

て定期点検が13カ月ということでやられてきたわけです。それを16

カ月にするということは危険の増幅だということは単純に考えてお

わかりだと思う。じゃあどうすればいいか。やはりせめて従来通り

定期検査の間隔、13カ月でやるべきだということを求めていくべき

だと思います。そういうお立場に立つのかどうかお答えください。

それから地域経済の問題で住宅リフォーム、新築住宅に対する商

品券での奨励金の交付。これは１件当たりどれぐらいの金額になる

のかお答えください。

次、公金横領事件の問題であります。問題発生の原因はどこにあ

るのかということをお尋ねいたしました。昨日も５番議員から質問

がありましたけれども、私はやっぱり町民の財産を預かっていると

いう、町民全体に奉仕するという公務員としての意識の欠如が底辺

にあると。しかも、去年のあの公金横領事件の反省が生かされてい

ない。しいていえば、役場職員の公務に対する責任と緊張感が欠如

。 。 、 、 、しているのではないか これが一つです 町長 副町長 総務課長

どういうふうに考えるか。それから当該生涯学習課、それを所管す

る教育長、どういうふうに考えるか。

しかも私はこの問題の原因は何かと聞いたときは、もちろん私は

ここで特定の者を追いつめるような立場で質問はしませんし、そう

いう答弁を求めるものではありません。ただ、中央公民館に出入り

する管理のあり方に大きな問題があるのではないか。そこのところ

については率直なお話しはありませんでした。改めて管理責任者で

、 、 。ある教育長 当該課長の生涯学習課長 どういうふうに思いますか

その上で公金管理が12月27日から１月17日まで、どんなふうにな

っていたかわからないということなんです。私は一歩詰めて責任あ
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る者がどういう責任をおとりになるつもりなのかということも、私

は責任問題だけで解決するなんて思わないよ。対町民との関係では

責任を負うべき問題です。そのことについては、町長以下誰も何も

言わない。私はこういう立場でここで質問するからだけれども、実

はきのうもある町民とある用事があって私どもの事務所で会った。

、 。 。そうしたらば 何と言ったと思います 役場職員何やっているのだ

誰やったんだかわからないんだって。この一言だから。きのうもで

たけれども、浪江町役場に対する信頼は去年の事件と重ねて大きく

失墜しているということだと思います。私はここでいくら声を大き

くして言ったって、直に業務に当たる皆さん方が部下の指導を徹底

すると。職員と一体になって町民に奉仕する役場業務を展開すると

いう意識の改革なしには私は正直鍵のかけ方がどんなに強固になっ

ても、問題は人間のやることだから、私はやっぱり技術的な問題で

は、あるいは処理基準の問題では、処分基準の問題だけでは解決し

ない。だから、あえて私は先ほどの質問で、去年の９月議会におけ

る質問の中身を引用して、根本的には全体の奉仕者であるという公

務員としての意識改革に問題があったのではないか。今も言いまし

た。私は問題の根本がそこにあると思うのですけれども、その立場

でこの不祥事に対する責任を町民に対してとるということは、二度

と再びこういうことを繰り返さないということだと思います。そし

て、町民の声に真摯に耳を傾けるということだと思います。そうい

う姿勢に立つかどうか。代表して町長、答弁を先ほどのこととあわ

せて２回になるわけだけれどお答えください。

それから、公共事業入札の問題については、地域スポーツセンタ

ーの契約の問題と光ファイバーの契約の仕方は違っていたというこ

とですから、そこは私は訂正をいたします。ただ、企画調整課長が

答弁されたように、この契約書で業者と契約をしたとするならば、

これはあのときなぜ契約書の写しを出せなかったのですか。これも

素朴な疑問です。

それから、入札制度の改善について。１社応札、１社落札、文字

通り独占ですよ。こういうことは改めていくべきだと思います。も

ちろん事業によっては、占有されるということもありうるかもしれ

ませんけれども、今後の入札改善、非常に重要な問題であります。

お答えください。

それから、除雪の問題です。きのうの答弁から何ら前進しており

ません。私は津島で生活をしているのですよ。具体的にいいましょ

う。広谷地から沼和久に下りてくるあの急な坂。ある人が広谷地に

仕事を頼まれていった。帰りあそこを下ってきた。全然ハンドルが
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ブレーキが操作ができなかった。したがって町道の安全管理は町に

責任がある。道路パトロールしてでも凍結防止、融雪安全対策を講

ずべきだという意見です。このことにどう答えますか。私の冒頭の

質問に改めて正面から答えてください。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

再々質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

安全神話の件については、トラブル隠しがありまして、従来考え

ていた安全神話というのは崩れたのかなという感じがしておりま

す。そういうことで、その間、事業者が一歩一歩階段を上るように

技術改良、あるいは改善、そういうものをしながら、もう一度安全

安心の原発にしようということで努力しておると考えております。

さらにはこれはビッグサイエンスでありますので、我々素人には

なかなか理解できないところがありますけれども、13カ月から16カ

月に定期検査を延ばすというのは、単純に考えればそれはそういう

議員指摘のとおりだろうと思いますけれど、ただ前段でお話し申し

上げましたように、我々素人にはなかなかわからないところがある

。 、と いわゆる技術をすべて掌握しているわけではございませんので

伸ばしたためにそれだけの影響があるのかどうか、これはちょっと

私認識はできないということをお答え申し上げておきたいと考えて

おります。

それから、公金の取り扱いの件ですけれども、全くモラルハザー

ドの欠如であると認識しております。公金の取扱規程がありますけ

れども、それすらやっていなかったということでありますので、こ

れは大変な失点だと考えております。

したがって、取扱規程をもう一度職員が全員おさらいをして、そ

の規定に則った形でやっていただきたい。私も非常に怒りを感じて

おるのは、12月27日から１月27日まで現金をレジスターにおいてい

たということ自体が、完全になっていないということでありますの

で、ここは取り扱いについて、その規定に則った形ですべて徹底し

ていきたいと考えております。

教育長。○議長（吉田数博君）

私からも一言、お詫びかたがたお話し申し○教育長（畠山熙一郎君）

上げます。

教育委員会の事務を指導監督する立場にある者として、このたび

町の財産をお預かりしているという立場の者が、十分配慮が至らな

かったことについては、私は本当に誠に申し訳ない。指導が至らな

かったと強く感じております。

責任はどうかということですが、まだ全容が解明しておりません
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が、そういった推移の中でしかるべき責任は取らせていただきたい

と思っております。

以上でございます。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

おただしの件でございますが、リフォ○産業振興課長（高倉敏勝君）

ーム 大限度額30万円と聞いております。新築です。

建設課長。○議長（吉田数博君）

津島地区の除雪については現在６社と契約○建設課長（原 芳美君）

をし、重機10台ほどで除雪をしております。もっと増やしたいとい

うことでいろいろ聞き当たっていますが、なかなかないという現状

で、今後どうするかも含めまして相談をしていきたいと考えており

ます。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

それでは地域情報通信基盤整備工事に○企画調整課長（谷田謙一君）

かかわる約款について説明申し上げます。なぜ先出さなかったとい

うご質問だったのですが、臨時議会において約款の提出を求められ

ました。その際につきましては契約変更に係る関係するところだけ

の抜粋しての約款の提出ということで提出したものであります。今

回は全部を付けて出したということでありますので、よろしくお願

いしたいと思います。

総務課長。○議長（吉田数博君）

今後の入札制度の改革ということでありま○総務課長（根岸弘正君）

すけれども、より適正で公正な入札を執行するためには、多くの入

札参加者が必要であると考えております。

このためやはり今から、これから町の入札制度検討委員会におい

て検討していきたいと考えます。

20番。○議長（吉田数博君）

以上で質問を終わります。○20番（馬場 績君）

重ねて町道管理責任を果たせるように強く要望して、これで私の

質問を終わります。

、 。○議長 吉田数博君（ ） 以上で20番 馬場績君の一般質問を終わります

ここで昼食休憩のため、１時30分まで休憩をい○議長（吉田数博君）

たします。

（午後 ０時０３分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時３０分）
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◇佐々木 英 夫 君

続いて一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

19番、佐々木英夫君の質問を許可します。

19番。

［19番 佐々木英夫君登壇］

今議会のしんがりを務めるということですか○19番（佐々木英夫君）

ら、精一杯頑張っていきたいと思います。簡単に説明したり答弁を

求めますけれど、そんなに難しい答弁はいらないと思います。です

から皆さんの意志で答えていただければと思います。

ところで１番 初の質問は、郵便局の施設開放をうたって移転し

たという経緯があります。このときの覚書が役場にあるかどうかお

伺いしたいのであります。ということは、移転の時に土地の提供者

がおりました。町長もその時は議員で集まりとか会合にも多分ご出

席されて、その時の内容は十分ご承知かと思います。あの時は叶町

長でした。地元の人達には、施設は郵便局で開放するよということ

でした。時代も経ったり、それから民営化なんということもありま

したから、我々の言っている主張は通らないかもしれませんが、覚

書があれば多少生かしていきたいということがあるものですから伺

いしたいと思いますがいかがでしょうか。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。ただいま議員おただしのと○町長（馬場 有君）

おり、私もあの当時町の議会議員をやっておりまして、いろんな移

転の問題について、地元代表というような形で、佐々木議員も同じ

権現堂ということでご一緒したこともございます。

その開放についての覚書でありますけれども、調べた結果、覚書

など、正式な文書のやりとりはしておりません。

19番。○議長（吉田数博君）

そうしますと、口約束があったのではないか○19番（佐々木英夫君）

と。町長と郵便局の間でですね。そういうものは成立するのかどう

か伺いたいと思います。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

移転にあたっては前の郵政省の東北郵政局、浪○町長（馬場 有君）

、 、 、 、 、江郵便局 商工会 権現堂区長会 隣接者 浪江町で協議しまして

その協議の中で地域に開放する部屋を設置することになり、開放し

てきた経過はございます。

ですから、口約束といえども開放した経緯があるということでご

了解いただきたい。
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19番。○議長（吉田数博君）

としますと、現在は全くそれがなくなっちゃ○19番（佐々木英夫君）

。 、ったんですね これまで前局長の時は絵手紙とかあるいは詩集とか

それから美術展覧会なんかにもギャラリーとして貸していた。そう

いうことをしておりました。今回は庁舎が狭くなったのかどうか分

かりませんがまったく使用できなくなりました。この辺はどう解釈

すればよろしいかということ。できれば開放してもらいたいという

ことなんですがいかがでしょう。

町長。○議長（吉田数博君）

会議室の利用については、建設当時から現在ま○町長（馬場 有君）

で利用することは、できることには変わりありません。しかし平成

15年の日本郵政公社、さらに平成19年の日本郵政グループとしての

民営化など、郵政事業の環境の変化に伴って会議室の使用料を徴収

することになったと聞いております。

19番。○議長（吉田数博君）

そうしますと、使用料を払えば使えるという○19番（佐々木英夫君）

答弁だと思いますが、いままであったギャラリーなんかもつぶして

しまったわけで使えなくなっていると思います。だからもし貸すと

いうことは２階を使えという解釈なのでしょうか。どんなふうに判

断しましたか。

町長。○議長（吉田数博君）

公共施設から民間施設に移ったということで、○町長（馬場 有君）

民間の事業者のやることではあると理解しておりますので、その辺

は現在の公社の考え方を聞かないと理解できないかなと思います。

さらに、営利を目的とした貸し出しについてはやらないということ

は聞いております。

19番。○議長（吉田数博君）

今後使えるかどうかは町側で交渉していただ○19番（佐々木英夫君）

けるのかどうかということです。

町長。○議長（吉田数博君）

移転についてのいろんな口約束でも、やっぱり○町長（馬場 有君）

約束ごとでありますので、その経過を述べながら是非開放していた

だきたいという要請をしてまいりたいと考えます。相手があること

ですのでどういう結論になるか分かりませんけれども、協議をして

まいりたいと考えております。

19番。○議長（吉田数博君）

先祖伝来の土地を解放した人たちもおります○19番（佐々木英夫君）

、 。し そのためならということであそこを立ち退いた人達もおります
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それからは楽しみにしていた人たちはギャラリーを使えるというこ

とがありましたので、できればその経過を説明してもう一度町の町

民の人たちに利用できるようにお願いしたいと思いますがいかがで

しょうか。

町長。○議長（吉田数博君）

いろいろと協議をしてまいりたいと考えており○町長（馬場 有君）

ます。

19番。○議長（吉田数博君）

それでは２つ目の安心安全を質したいと思い○19番（佐々木英夫君）

ます。これは15番議員それから14番議員も質問されました。それで

ちょっとメモしておきました。あそこは小学校の通りは水が集まる

地形、そういうふうに答弁されておりました。それからもう一つ、

雨の降り方が悪い。これは何ともしょうがない、雨の降り方が悪い

のだからね。それから小学校の排水路の勾配をつけなければならな

かったけれどもないのだという話でした。方法はこれから取り組ん

でいくということでしたので、それはお願いしたいと思います。

それから14番議員に答弁されたのは、町長としてはゲリラ豪雨だ

と。致し方ないところもあると思います。それから初動態勢が肝心

なので、初動態勢をしっかりしていきたいというようなことを言っ

。 。ていました ゲリラ豪雨の場合は水が早いのでしょうがないのだと

いろいろ悪い理由はきのう十分に聞かせていただきまして、私なり

に検討いたしました。いずれにしても。

その前に資料配付してもらってよろしいでしょうか。

資料配付のため暫時休議をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時３９分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時４０分）

19番。○議長（吉田数博君）

どのぐらいの水が出るかということでやりま○19番（佐々木英夫君）

した。まず 初の計算と言うのは、常磐線から内側、それから114

号線から内側、それから本当の権現堂区域内、それを小学校のとこ

ろで止めました。これで平米数としては29万2,500平米くらいある

のです。だから川添のほうまで入れたらば、それの３倍ぐらいにな

ります。それで計算しますと、今回のこの計算は県の 大の降雨量

を15と見て。なぜ15になっているかというのは、私のほうで３倍と
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か、時間から秒に直しますから、ここを変換しますと90という数字

に 後になります。それになると7.02くらいの１秒間当たりの立米

数が、そういう流れが来るわけです。私がさっき29万2,500平米と

いう中で1.2倍していますから、このまま29万2,000、そのままの平

。 、米数でいっても5.84ということで飲めないのです だからこの数字

これはどこまでいっても7.02必要ですから小学校のところで。とこ

ろがこれだけの数字を飲むためには、相当大きな側溝をつくらなく

てはならないということです。じゃあどうするのだということにな

ると、今の小学校のところというのは1.2メートルぐらいしかない

のです側溝。だけど私はサービスして1.5メートルほど側溝がある

と解釈しました。それで行くと、計算していっても5.31しか飲めな

い、流れないのだよと。今回勾配も多くつけてやったのです。３％

の流れ速いのですということでやっても追いつかない。とするとど

うしてもやっぱりあの場所は、いつも水が２立方メートルぐらいは

溢れてくるのだ。それでないとなんとか五分五分ぐらいで収まるの

ですよね。

そこで、ゲリラ豪雨だからいつ来るかわからない。きのうもいろ

んな話がありました。途中で止めたほうがいいだろう。止めたほう

、 、がいいだろうといったって そっちの川添のほう入れないのだから

権現堂だけでこんなになるのだから、どちらにしても飲めない。と

いうことになると、じゃあどうするのだということで、まず建設課

長の話を聞いてみたいと思います。

答弁者、建設課長。○議長（吉田数博君）

議員の計算式いただきまして、異常気象時○建設課長（原 芳美君）

の雨の降り方が１時間雨量に換算いたしますと、90ミリで計算して

あるのかなと思っております。そこでこれに対応する施設という部

分についてはかなり難しいと思っております。

19番。○議長（吉田数博君）

。○19番 佐々木英夫君（ ） 90と言うのは時間当たりの秒に直したのです

だから90をかけなくてはならないということです。そういう数字で

すからそこはご理解ください。決して数字は間違っていません。私

これを作ったとき、きのう原町建設事務所に行って私の計算したの

間違いないかと。議会でやるのにうそついたら大変だから。分かる

人何も思えないとすればちょっとぐらい間違っていてもいいのかな

という気はしますけれども。そういうわけで私は真剣に取り組みま

した。 終的に整ったのは夜の８時。これでよしということで来た

わけですから、大きな顔をしてこれを述べられる。たまたま私も計

算の間違いがあると困ると思って、東京にいる娘にこんなふうに作
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ったけれどもどうだと出してやったら、大丈夫だという返事をもら

いましたのでオヤジと子供と一緒になってかかっていますから、そ

の意味では足りないことは間違いない。

町長はいつも安全安心、町民に対して安全だ。安心を与えなくて

はならないという言葉を聞いていますから、とすると水が出てきた

ときこれが安心かな。いや安全に黙っていられるからということに

なると大変難しい。きのうも話を聞いたように、今すぐ直せとそれ

は私も十分。議員も20年やっているとだんだんずるくなってきてそ

のくらいいいだろうと言うことありますけれども、これだけはやは

りその土地の人になってきますとちょっと心配だろうと。じゃあど

。 、うするのだということなんです まず先に建設課長の意見を聞いて

それから私もあと提案しますけれどもどうですか。

答弁者、建設課長。○議長（吉田数博君）

この件についてはどの程度までの許容範囲○建設課長（原 芳美君）

があるのかという部分でのお話し合いをいったんもってみたいと考

えております。以上です。

19番。○議長（吉田数博君）

これはやっぱり町長さんあたりを持ち出さな○19番（佐々木英夫君）

いとなかなか難しいと思う。町長の判断。私は一番簡単なのは、地

下マンホール掘って、これは大変です。だから10年、20年もかかる

と思います。すぐにできる話しではないし。だけれども下水道をや

ったときなんかを考えると、下水道だって今もっていろいろ新しく

やっていますけれども、そのぐらいに大切だよ。東京は地下マンホ

ールで水の出方を防いでいるわけです。このぐらいのことを考えな

いとなぜゲリラ豪雨になったということもありますけれども、自然

がそういう時期に来ているわけです。もともと降雨量が15ミリ。こ

れは 大降雨量ですけれども、県ではこういう解釈をしていたんで

す。もうそういう時代ではなくなったんだということを言っていま

した。ということは、やはりこれからどんどん自然が破壊されてい

ることもありますが、雨の量が多くなってくる。途中で頼んでおい

た門扉閉めてと決めたとしても、夜中の12時、１時頃やられたので

はそれは誰だっていけない時があります。職員に行って来いなんて

無理な話であります。

とすると、長い期間をかけて私は浪江町の大きな計画でやらなく

てはということだと思うのですけれども、大柿のダムを作った思い

をすればこれは小さいと思います。いかがですか、これからそうい

う計画を持っていただけるかどうか。それは権現堂の人のためにも

大事なことだと思います。特に町長は、これからもし長く勤めると
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なれば、このぐらいのことを考えてくれれば銅像建ちますよ。いか

がでしょう。

町長。○議長（吉田数博君）

昨日も答弁いたしましたけれども、まず 初に○町長（馬場 有君）

対処療法として水門の開閉、あるいは初動態勢を早くするために気

象庁の情報をいち早くキャッチして職員を総動員しながら土のうの

積み上げとかそういうものを早めに、とにかく初動態勢を早くしよ

うということで課内のほうは初動態勢をやろうと。それから初動態

勢のもう一つとして、今現在消防団の１の１のほうにいわゆる水門

、 。の関係 その点検等も含めてお願いをする手はずになっております

そういうことをしながら根本的な解決、今議員おただしのとおり、

流出計算のほうから言いますと、今の設備状況ではなかなか根本的

に解決できないということでありますので、是非関係団体とあるい

は県も交えて協議をしながら検討してまいりたいと考えております

のでひとつご理解いただきたいと思います。

19番。○議長（吉田数博君）

私が先ほどから申し上げているのは、ゲリラ○19番（佐々木英夫君）

豪雨を相手にしていません。これまでの降雨量、 大降雨量、大体

今までずっと100年分のこと県ではやるそうです。その数字で当て

はめても飲めないということで出てきますので、 初からあの側溝

では無理なんだなということが私はあるものですから、どちらにし

、 。ても手をかえ 品をかえてもなかなか難しいということがあります

ですから、 初から取り組んだ方がいいような気がしますけれど

も、今町長が言うように、やってみたいというふうな検討してもら

うことは大切です。県の話を聞いて。管理課に行くと優秀なのがい

っぱいいるんです。その連中のアドバイスを受けたほうが良いと思

います。たまたま昨日行って道路課は側溝がありますから、流量計

算教えてくださいと言ったらできないというんです。県の役人もそ

れから大規模開発なんかでいうと側溝入れますから、開発したとこ

ろの側溝が飲めるかどうかということも、我々県に出さなくてはな

らない大規模開発の時ありますから、建築課に行っても建築家の連

中がやったことありませんということで。なかなか誰も彼もという

ことは、県でも一部分ということになると思いますので、しっかり

建設課長、今優秀な人がいる間にやらせたほうが良いのではないか

。 。と 私のような70の人間でさえ頑張るんだから頑張ってくださいよ

この浪江町のためにと思います。これは町長を信頼してお任せいた

します。ぜひ考えてください。

それから、次の介護保険あるいは社会保障と高齢社会対策につい
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てであります。このことについては、介護保険制度からもう12年に

なりますか。なかなか低所得者というのは、今大変な状況でありま

す。それで当時始まって以来、2000年にスタートして、65歳以上が

年金から天引きされているということです。これも仕方がないとい

えばしかたがないかもしれませんが、介護保険料は2000年の１期が

2,911円、２期が3,293円、３期が4,090円、４期が4,260円。これで

現在と比べると去年一昨年の資料ですけれども、43％アップしてい

る。どんどん上がってきている。２号被保険者、40歳から64歳の保

険料も2000年の2,075円から2008年の4,136円、約倍に増加してきて

いるのです。だけれどもこのぐらいないとやっていけないのだとい

うことは多分出てくるのだと思いますから、それもわかった上で今

後どういう方向で進められるのか聞いてみたいと思います。保険料

が年間18万円以下の低所得者、被保険者の年金から先に引かれてい

ますから生活が困窮している。困窮しているときはどうすればいい

のだというと、普通の納め方ですか。自分から持っていって納める

という方法もあります。だけれども今浪江町は大部分は天引きだと

思うのです。そういう方法もあるのかどうかお聞きしたいと思いま

す。

答弁、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

介護保険制度につきましては平成12年○健康保険課長（蔦 美好君）

度から始まっておりまして、サービスの提供というものが急速に整

備され、サービス利用者が着実に増加するなど、高齢者を支える制

度として定着してきているものと思っております。平成18年度には

介護予防重視型への転換、地域包括支援センターや地域密着型サー

ビス等の新たなサービス体系の確立など制度の充実が図られてきた

ところであります。

19番。○議長（吉田数博君）

これ未払いが１年半になると介護サービスが○19番（佐々木英夫君）

受けられなくなるという気がするのですけれどいかがでしょうか。

答弁、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

その未払い分によって利用度が決まっ○健康保険課長（蔦 美好君）

てくると思います。

19番。○議長（吉田数博君）

低所得者が義務を果たさないからといって見○19番（佐々木英夫君）

放していては問題の解決ができないと思うのです。私も低所得者の

方ですからこれに該当してくる時が来ると思います。やっぱり何ら

かの解決方法を考えていただきたいと思うのですが、どうでしょう

か。
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答弁、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

これからもいろいろと制度とか施設利○健康保険課長（蔦 美好君）

用、その辺は考えていかなければならないのかなと思っています。

19番。○議長（吉田数博君）

わかりました。とにかくなんとか生き延びら○19番（佐々木英夫君）

れるような、 後にも書いています、健康なまちづくりというとこ

ろにも関わってきます。その意味でも、今課長さんが言ったような

ことをぜひ前に進めていただく。２番議員も言ったけれど、浪江町

でなければというようなことがありましたけれども、あの町は良い

ことをやっているなということで、それでもやはり財源なんです。

だからそんなに一気にということは私も言いません。町長も苦慮し

てだんだん髪の本数が少なくなってきているのではないかと思いま

、 、 、 、すが そんなに無理しなくてもと思いますけれども 私 年寄りに

「何だ佐々木君、全然年寄りのことを取り上げてくれないな 」と。

言われているものですから、そこも含めて少しでも良い町だなと言

われるような町を作ってもらいたいという気がします。

、 。そこで 特別養護老人ホームの待機者がどんどん増えております

これらはどう解決されるのかお聞きしたいと思います。

答弁、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

待機者の状況なんですけれど、３月１○健康保険課長（蔦 美好君）

日現在ではオンフール双葉では68人、貴布祢では18人、虹の家では

２人の待機者がおります。

それで今後なのですけれど、平成24年度で第５期の介護保険事業

計画の中で、各町村でもいろいろ施設の計画もあるかと思われます

ので、隣接市町村と協議しながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

19番。○議長（吉田数博君）

特老が68人、だいぶ少なくなったというお考○19番（佐々木英夫君）

えでしょうが、これから年寄はどんどん増えてくる。だから私は特

老を作るということは言いません。箱物を作ることによってすごい

負担が増えてきますから。これが必ずしも老人介護の解決策とは思

っていません。そこでこの先ほど言ったような我が町の介護の取り

組みというものを示していただきたい。ということは、どういうふ

うに町は今考えているのか示していただきたい。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

町のほうでは現在介護者に対しまし○健康保険課長（蔦 美好君）

て在宅介護で２万5,000円の介護手当を支給していまして、あと月

3,000円の紙おむつ券の購入のための介護給付費を支給している状
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況であります。

19番。○議長（吉田数博君）

今在宅介護というのが出ました。確かに在宅○19番（佐々木英夫君）

介護は良いのですけれども、在宅介護の３本の柱、訪問介護、通所

介護、福祉用具の貸与、これも福祉用具と訪問介護はだんだん減っ

てきているのです。浪江町は分かりませんよ。全国として全体的に

はそういうのがだんだんなくなってきている。在宅介護で限界が来

たときにはどうされるか、町では考えていますか。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

今、先にも答弁しましたが待機者が多○健康保険課長（蔦 美好君）

いということです。それで在宅のほうで今はみんな見てもらってい

ると思うのですけれど、それでこれからも在宅介護について多分多

くなるかと思います。

ですから、手当をいろいろ介護手当そういうのは、これから検討

していかなければならないのかなと思っております。

19番。○議長（吉田数博君）

とにかく在宅介護で入所の方の人数を解消し○19番（佐々木英夫君）

たいということですから、そうなってくると当然介護難民がどんど

ん増えてくると手余しするようになりますので、できれば早くそれ

もやるべきではないかと思いますが、いかがですか。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

施設の方が増えればやはりさっき議員○健康保険課長（蔦 美好君）

さんがおっしゃったように介護保険制度の料金の方にも跳ね返って

きますので、なるべく在宅介護というか、その辺が充実していけば

いいのかなと思っています。

19番。○議長（吉田数博君）

在宅介護がいちばん普及率が多い。また介護○19番（佐々木英夫君）

保険料も少なくて済むような形に行くのでしょうけれども、どちら

にしても人数が増えてくるということ。これが私がいちばん気に入

っているのです。在宅介護をしてもその家庭でだんだん、 初のう

ちはいいですよ、面倒見ているうちは。ところがその在宅介護も限

界がくると思います。まったく１から５まであるうちのだんだん増

えていきますから。それともう家庭でももてあましてくるというこ

とが来るわけです。その時のことを今すぐこれをどうしろというこ

とではないけれども、それは考えておかなくてはならないよという

ことなのですが、課長としてはどう思いますか。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

先ほども答弁したのですけれど、第５○健康保険課長（蔦 美好君）
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期のほうで見直しがありますので、その辺で業者さんが例えばグル

ープホームをやりたいとかそういうのになるかと思うのです。

19番。○議長（吉田数博君）

それでは 後の高齢時代の健康なまちづくり○19番（佐々木英夫君）

を質したいと思います。

今健康な生き方とは何だといった時には、健康な生き方のできる

地域を作ることこそが地域の健康づくりであると私は思っていま

す。健康な街づくりと考えたときに、どういう街にするのかという

のを一つ聞きたい。

それから、人はとにかくいずれ高齢になるのは避けられないこと

であります。私はもう自慢ではありませんが高齢者です。だからひ

ざが痛いとか、本当に痛いところばかり出てきても、人に言わせる

と健康そうだなと言われるのです。いやそうではないですよと。脳

の血管は切れたし、それから胃袋にはポリープができたし、眼底出

血したし、胆石持っているし、去年は痔の手術までした。そのほか

にいえば水虫まであると。足の下から頭のてっぺんまで悪いところ

ばかりだと。ところが見る人によると健康そうだなと言われるので

す。それは何だと言うと生き方だと思う。どういうふうなことをす

るか。それは自分で好きなことを、絵を書くこともそうですし、音

楽をやることも一つです。そういう生きがいがあるといきいきとし

てくるような気がします。私だけがそう思っているのかどうかわか

りませんけれども。町がそういうまちづくりのためにどういう方向

で進められるのかお聞きしたいと思います。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

高齢者対策ということです。今後高齢○健康保険課長（蔦 美好君）

者が増える中で、高齢者の元気づくりや健康管理と健康づくりの支

援ということで、現在は町の総合検診や筋力トレーニング教室の開

催などをやっております。また各地区においては、介護予防事業と

いうことで高齢者の健康づくりをやっているところであります。

また、老人クラブ活動にも支援を行いまして、高齢者の健康と生

きがいづくりを進めているところであります。

健康なまちづくりということで、今後は高齢者のニーズに応じた

健康づくり、あと生涯学習の充実と共に、気楽により多くの高齢者

が参加できる体制づくりを関係機関と連携を図りながら進めてまい

りたいと考えております。

19番。○議長（吉田数博君）

体が不自由になっても安心して心地よく暮ら○19番（佐々木英夫君）

すことのできる街づくりとなると相当困難な中に入って行かなくて
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はならないと思います。

それで私議員をやっているからいいのですけれど、老人会に入っ

てくださいと来られると、私もそんな歳かなと。歳からいけば70と

いうとそういう歳になります。だけれどまだ入りたくないと心の中

にあるのです。他の人に聞くと、私の同級生に聞くとみんなそうい

うのです。まだ老人会なんてとんでもないと言うのです。だから老

人会という形でなくて、いつでも参加できるようなものがあるとい

いと思います。それはこれからの進め方の中にいろんなものを置い

て集めていくということも大切だと思います。

それから筋力トレーニング、これは町でやります。今度は体育セ

ンターができますから、非常に良いところでできるということも知

っています。それで３月に募集しますよね。それでそれを越すと途

中で入れないのだね。浪江のコスモス保育園と同じで途中から入れ

てもらえないのです。途中で気がづく人もおります。全員が全員そ

うだとは思いませんけれども、多少裏口入学から何かできるような

ことはないのでしょうか。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

たぶん３月に募集をかけているのは４○健康保険課長（蔦 美好君）

月からのコースの募集かと思いますので、その辺はちょっと議員さ

んのほうに報告したいと思います。

19番。○議長（吉田数博君）

自分たちの町に何が必要かということを考え○19番（佐々木英夫君）

ながら進めていけば当然出てくるものと思います。今生じている問

題の対応だけでは、本当は駄目なのです。なぜかというと後追い、

あるいはモグラたたきと同じような形になりますから、できれば早

目早目にやっていただければ、確かに仕事課長さんたち多いから。

蔦課長なんかもあと何年かでご勇退されるということだから、これ

は俺が残してきたものだよというものを作っていってみたらどうで

すか。そういうことですから、後に続くものに私はこういう気持ち

を持っていけるということもありますから、そんなことも考えてお

ります。それはこれからの浪江町のために、しいてはこれは馬場町

長の時に残してきたものですよというものが出てくるかもしれませ

んから、みんなが良い思いするのです。私もこれは提案しています

けれども、この浪江町のためにもし私が辞めた時に、いやこれは俺

が提案してきたのだというようなものを作っていきたいと思ってい

ます。そのためにこんな難しいような頭をしぼってやっているわけ

ですから。なぜかというと、これを見せられたら具の根も出ないと

いうそういう気持ちでやっていますから、だから駄目なんだよ。そ
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うか、こんなんで駄目だったらばやっぱりしっかりと早く取り組み

するべきだということを、今日は建設課長にも心の動きがあったの

ではないかと思うのですけれども、そこも含めると総合してみんな

でとにかく当たってほしいと思います。

私はまだ23分ありますけれどもこの辺で終了したいと思います。

ありがとうございました。

以上で19番、佐々木英夫君の一般質問を終わり○議長（吉田数博君）

ます。

通告を受けました一般質問はすべて終了いたしました。

以上で一般質問を終わります。

◎請願・陳情の付託

日程第２、請願・陳情の付託を行います。○議長（吉田数博君）

今期定例会において、本日まで受理した請願２件、陳情２件をお

手元に配付の請願・陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託い

たします。

なお、所管常任委員会は、会期中に審議の上、議長宛報告をお願

いいたします。

◎議案第４号から議案第３８号一括上程、説明

お諮りいたします。日程第３、議案第４号から○議長（吉田数博君）

日程第37、議案第38号まで一括議題といたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

よって日程第３、議案第４号から日程第37、議案第38号までを一

括議題といたします。

日程第３、議案第４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

策定について（井手小丸辺地 、町長から提案理由の説明を求めま）

す。

町長。

議案第４号 辺地に係る公共的施設の総合整備○町長（馬場 有君）

計画の策定について（井手小丸辺地）ご説明いたします。

本案は、井手小丸辺地に係る公共的施設の総合整備計画を新規で

。 、策定するものであります この総合整備計画に組み込まれた事業は

償還の際に交付税措置がある辺地債事業の対象となるものでありま

す。

詳細については企画調整課長が説明いたします。



- 138 -

内容説明、企画調整課長。○議長（吉田数博君）

それでは内容をご説明申し上げます。○企画調整課長（谷田謙一君）

まずお手元の議案の次のページをお開きになってください。まず辺

地に該当する要件でございますが、１つは、当該地域の総務省令で

市中心を含む５平方キロメートル以内の人口が50人以上であり、か

つその辺地の程度が総務省令で定める基準に該当している地域であ

ること。

２つ目が、この整備計画の内容で事前に県との調整が整っている

ことであります。今回この２つの要件がクリアできましたので、大

字井手小丸地区につきまして新たに整備計画を策定したところであ

ります。整備計画策定に当たりましては、今年度実施いたしました

行政区長との意見交換会や協働のまちづくり意見交換会の要望、さ

らに実施計画などから辺地債充当可能なもの、本計画期間内に実現

可能なものに絞り事業を選定しております。

それでは、総合整備計画書（案）により説明いたします。１、辺

地の概況でございます （１）辺地を構成する町又は字の名称でご。

ざいまして、浪江町大字井手、小丸の全域であります。畑川地区の

高瀬川の川南の大字が井手となっております （２）地域の中心の。

位置でありますが、大字井手字下原117番地２でございます。この

地域の中心につきましては、総務省令の定めに基づく地点を設定し

ております （３）辺地度点数は144点でございます。総務省令で。

定める基準は100点以上であることとなっておりますので、その基

準を超えたところでございます。

次に、大きな２番目といたしまして、公共的施設の整備を必要と

する事情でありますが （１）といたしまして、移動通信用鉄塔施、

設整備の必要性についてであります （２）といたしまして、消防。

施設整備の必要性についてであります。

次に、大きな３番といたしまして、公共的施設の整備計画といた

しまして、平成23年度から平成24年度までの２カ年の計画でござい

ます。２カ年の計画期間につきましては、今回計画いたします事業

が２カ年で実施可能な事業となっていることによるものでありま

す。

施設名、移動通信用鉄塔施設整備につきましては、情報化の進展

に伴い重要な通信手段でありまして、災害時の緊急連絡手段として

も重要でございます。今回、新たに焼築と畑川の２地区を整備する

ものであります。

施設名、小型動力ポンプ付積載車につきましては、消防施設の整

備を年次計画に基づきまして進めているところでございますが、今
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回は畑川の小型動力ポンプ付積載車を更新するものであります。

今回の２カ年計画でございますが、事業費総額5,951万8,000円、

そのうち辺地対策事業債の予定額が1,660万円であります。

計画期間中、予定事業変更や緊急に対応が出たため、辺地債の変

更が必要となった場合は、その時点で見直しを進めてまいりたいと

考えております。

なお、この計画は、事前に県との協議を済ませておりまして、議

、 。会議決後 県知事を通じまして総務大臣に提出することになります

また、これらの事業に係ります返済の元利償還金の80％は地方交付

税の基準財政需要額に算入されることとなっております。

よろしくお願いいたします。

日程第４、議案第５号 辺地に係る公共的施設○議長（吉田数博君）

の総合整備計画の変更について（津島辺地 、町長から提案理由の）

説明を求めます。

町長。

議案第５号 辺地に係る公共的施設の総合整備○町長（馬場 有君）

計画の変更について（津島辺地）ご説明いたします。

本案は、平成22年３月定例会で議決をいただきました辺地に係る

公共的施設の総合整備計画について、移動通信用鉄塔施設整備事業

の減額及び小型動力ポンプ付積載車更新事業、小型動力ポンプ更新

事業、消防屯所整備事業、町道中平白追線道路改良工事事業を増額

するため、整備計画を変更するものであります。

詳細については企画調整課長が説明をいたします。

内容説明、企画調整課長。○議長（吉田数博君）

それでは議案第５号の内容説明を申し○企画調整課長（谷田謙一君）

上げます。お手元の議案第５号の次のページをお開きになっていた

だきたいと思います。

津島辺地の分でございます。上段の表、変更前が平成22年３月に

決定された平成22年度から平成26年度までの５カ年の津島辺地の公

共的施設の整備計画でございます。下段の表、変更後でございまし

て、今回変更したい５カ年計画の整備計画でございます。変更内容

を申し上げます。

変更前、変更後とも施設名、移動通信用鉄塔施設整備ですが、ま

ず事業費を「8,558万1,000円」から「7,508万5,000円」に。次に財

源内訳ですが、特定財源を「6,465万8,000円」から「5,672万7,000

」 、 「 」 「 」 、円 に 一般財源を 2,092万3,000円 から 1,835万8,000円 に

さらに辺地債予定額を「2,070万円」から「1,820万円」にそれぞれ

減額し、変更するものであります。これは携帯電話不通区間の解消



- 140 -

に向けた取り組みの一環で、町内の情報通信格差の是正をし、災害

時や緊急時の通信手段、連絡手段の確保をするにあたり、携帯電話

不通話地域の解消のため、赤宇木手七郎地区、津島引抜地区、南津

島広谷地地区の３地区への移動通信用鉄塔施設を新設しております

が、指名競争入札に伴い、総事業費が減額になったことによるもの

でございます。

次に変更前、変更後とも施設名、小型動力ポンプ付積載車でござ

いますが、変更台数を「１台」から「２台」へ、事業費を「390万

円」から「560万円」に。次に財源内訳でございますが、一般財源

を「390万円」から「560万円」に。さらに辺地債予定額も「390万

円」から「560万円」にそれぞれ増額変更するものであります。こ

れは現在、消防資機材については定期的に更新を行っているところ

でございますが、今年度浪江町消防団設備等年次計画の再確認を行

いまして、改めて資機材を確認したところ、昼曽根の小型動力ポン

プ付積載車について性能低下が見られたため、年次計画の一部を変

更したことによるものであります。

、 、 、 。次に 変更前 変更後とも施設名 小型動力ポンプでございます

更新台数を「１台」から「３台」へ、事業費を「150万円」から「5

10万円」に。次に財源内訳ですが、一般財源辺地債予定額をそれぞ

れ「150万円」から「510万円」にそれぞれ増額変更するものであり

ます。こちらも今年度行いました浪江町消防団設備等、年次計画の

採択によりまして、町前羽附の小型動力ポンプについて性能低下が

見られたため、年次計画の一部を変更したことによるものでありま

す。

次に、変更前、変更後とも施設名、消防屯所でございます。まず

事業費を「850万円」から「1,200万円」に。次に財源内訳ですが、

一般財源辺地債予定額をそれぞれ「850万円」から「1,200万円」に

それぞれ増額し、変更するものであります。これは昼曽根消防屯所

について、当初より事業を計画しておりますが、今年度福島県設計

単価の見直しに伴いまして、当初設計しておりました建設費用が増

額となったことによるものでございます。

次に、変更前、変更後とも施設名、町道中平白追線道路改良工事

でございます。まず事業費を「4,000万円」から「4,404万円」に。

さらに辺地債予定額を「3,600万円」から「4,400万円」にそれぞれ

増額し、変更するものでございます。これは町道中平白追線道路改

良工事で、今回測量実施いたしましたところ、排水溝の流域が大き

く、その処理に新たな事業費が必要となるため、総事業費の見直し

を行ったことにより、増額するものでございます。
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後に、変更前、変更後とも事業費を「１億6,558万1,000円」

から「１億6,792万5,000」円に。次に財源内訳ですが、特定財源

を「6,745万8,000円」から「5,952万7,000円」に、一般財源を

「9,812万3,000円」から「１億839万8,000円」に、さらには辺地債

予定額を「9,390万円」から「１億820万円」にそれぞれ増額し変更

するものであります。

なお、この計画は、事前に県との協議を済ませておりまして、議

、 。会議決後 県知事を通じまして総務大臣に提出することになります

よろしくお願いいたします。

日程第５、議案第６号 双葉地方広域市町村圏○議長（吉田数博君）

組合規約の変更について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第６号 双葉地方広域市町村圏組合規約の○町長（馬場 有君）

変更についてご説明いたします。

本案は、広域行政圏計画策定要綱（平成12年３月31日自治振第53

号）が、平成21年３月31日をもって廃止されたことに伴い、双葉地

方広域市町村計画の策定及び総合調整に関する事務を組合の共同す

る義務から削除するため、双葉地方広域市町村圏組合規約を変更す

るものであります。

よろしくご審議くださるようお願いいたします。

日程第６、議案第７号 福島県市町村総合事務○議長（吉田数博君）

組合規約の変更について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第７号 福島県市町村総合事務組合規約の○町長（馬場 有君）

変更についてご説明いたします。

本案は、市町村合併により市及び町村の構成が変わったことに伴

い、地方自治法第286条第１項の規定に基づき、福島県市町村総合

事務組合規約を改正するものであります。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは議案資料の新旧対照表によりご説○総務課長（根岸弘正君）

明を申し上げます。

まず第２条の改正でありますけれども、広域連合が加入したこと

による条文の整理であります。

第５条でありますが、定員の数を「20人」から「16人」に改正を

する者であります。その第２号でありますが 「市議会の議長の職、

にある者の互選による者」を「福島県市議会議長会の会長の職にあ

る者」に 「地方町村会長の職にある者12人」を「町村長の職にあ、
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る者の互選による者９人」に、福島県町村議会議長会の会長及び副

会長の職にある者「４人」から「３人」に改めるものであります。

これは市町村合併により町村数が80町村から46町村に減少したこ

とにより 「地方町村会長の職にある者12人」から 「町村長の職、 、

にある者の互選による９人」に改正し、福島県町村議会議長会の会

長及び副会長の職にある者については、町村数の減少により副会長

職１名が減じられたことから 「４人」から「３人」に改正するも、

のであります。

第８条の議決方法の改正でありますが、退職手当の共同事務につ

きましては、構成団体が町村のみであったことから、地方町村会長

の職にある者と、福島県町村議会議長会の会長及び副会長の職にあ

る者の過半数を含む出席議員の過半数でこれを決していましたが、

二本松市、田村市、伊達市及び本宮市の加入により、これらの市を

含めた条文の整備をするものであります。

第９条管理者及び副管理者の改正でありますが、福島県市町村総

合事務組合設立の際から、退職手当支給事務を始め、消防補償等事

務及び非常勤の公務災害補償事務等、共同処理事務に関し、町村の

占めるウエイトが高いことから、管理者には町村側から、副管理者

には市側から選出するよう申し合わせされており、このための条文

の整理をするものであります。

議案の附則でありますが、この規約は知事の許可のあった日から

施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成23年６月

１日から施行するものであります。

よろしくお願いします。

日程第７、議案第８号 浪江町道路線の認定及○議長（吉田数博君）

び廃止について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

日程第７、議案第８号 浪江町道路線の認定及○町長（馬場 有君）

び廃止についてご説明いたします。

、 、本案は 津島地区中山間地域総合整備事業に伴う道路整備により

路線の認定及び廃止をするため、道路法の規定により議会の議決を

求めるものであります。

詳細については、建設課長より説明いたしますのでよろしくお願

いいたします。

内容説明、建設課長。○議長（吉田数博君）

議案第８号についてご説明をいたします。○建設課長（原 芳美君）

資料として図面がついていますが、この図面に基づきご説明したい

と思います。認定路線として図面の１ページをご覧ください。
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路線番号が8035下冷田４号線は、起点を同じくしまして南津島上

冷田地内までの町道までの区間、約4.1キロメートルとなり、約700

メートルを延伸するものであります。

次に、２ページをお願いしたいと思います。路線番号が8063松木

山沼和久２号線ですが、起点を北東114号とし、南津島の沼和久地

内を結ぶ路線であります。

３ページとして、路線番号が8064手七郎２号線、この路線は起点

を国道399号の国有林から新たに設けられた延長が約1.1キロメート

ルの町道であります。廃止路線については、起点を同じくし、終点

、 。の延長や 近くに代替路線が整理されたことによるものであります

よろしくお願いします。

日程第８、議案第９号 特別職の職員で非常勤○議長（吉田数博君）

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、町長

から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第９号 特別職の職員で非常勤のものの報○町長（馬場 有君）

酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。

本案は、非常勤の特別職として職員懲戒審査委員会委員、コンプ

ライアンス委員会委員、家畜導入資金貸付審査会委員及び文化財保

護審議会委員を追加するため報酬条例を改正するものです。

詳細については、総務課長が説明します。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは、これも資料の新旧対照表により○総務課長（根岸弘正君）

ご説明申し上げます。

職員懲戒審査委員会委員及びコンプライアンス委員会委員に外部

から法律に関する学識経験を有する方を委員として登用することに

より、公正公平な審査と専門的な指導助言をいただくために、日額

３万円として追加をし、また繁殖用の優良基礎牛の導入に関し、購

入費用に充てるための資金の貸し付けについて審議するため 「家、

畜貸付審査会委員」を「家畜導入資金貸付審査委員」として名称を

変更し、また従来より文化財の調査研究等に関する重要事項を審議

していた「文化財調査委員」を、実態にあわせて「文化財保護審議

会委員」に改正するものであります。

議案の附則でありますが、この条例は平成23年４月１日から施行

するものであります。

よろしくお願いいたします。

日程第９、議案第10号 町長等の給与の特例に○議長（吉田数博君）

関する条例の一部改正について、町長から提案理由の説明を求めま
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す。

町長。

議案第10号 町長等の給与の特例に関する条例○町長（馬場 有君）

の一部改正についてご説明いたします。

本案は、町長等の給料月額の特例期間が平成23年３月31日までと

なっていることから、改めて平成23年４月１日から任期満了日とな

る12月15日まで、町長等の給料月額を減額するため本条例を改正す

るものであり、町長については本来支給額の50％を減額、副町長、

教育長についてはそれぞれ30％を減額するものであります。よろし

くご審議くださるようお願いいたします。

日程第10、議案第11号 職員の給与に関する条○議長（吉田数博君）

例の一部改正について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第11号 職員の給与に関する条例の一部改○町長（馬場 有君）

正についてご説明いたします。

本案は、福島県人事委員会勧告等の内容を踏まえ、職員の通勤手

当及び超過勤務手当について所要の改正を行うものであります。

詳細については、総務課長が説明します。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

議案第11号資料の新旧対照表により、ご説○総務課長（根岸弘正君）

明申し上げます。

第12条第２項第２号の改正でありますが、通勤のため自動車等を

、「 」使用する職員の通勤手当月額の上限額を県条例に準じ 43,100円

から「45,800円」に改めるものであります。

第14条第４項の新設でありますが、再任用短時間勤務職員は勤務

時間の割振り変更により、１週間の正規の勤務時間を超えて勤務し

た場合であっても、週当たり38時間45分に達するまでの勤務につい

ては、第３項の規定にかかわらず超過勤務手当を支給しない旨の規

定を追加し、第５項から第７項までは４項の追加により１項ずつ繰

り下げ、第５項は月60時間を超える時間外勤務の算定にあっても、

第３項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した

時間のうち、週当たり38時間45分に達するまでの勤務は対象としな

い規定の追加であります。

第６項は、月60時間を超える時間外勤務に係る超過勤務手当の支

給に替えて超勤代休時間を取得した場合について、超過勤務手当の

支給割合の引き上げ分の支給を要しない規定であり、第５項の勤務

ごとに細分化したものであります。

第７項は、引用条文の改正であります。なお、現在再任用短時間
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勤務職員はおりません。

附則でありますが、この条例は平成23年４月１日から施行するも

のであります。

日程第11、議案第12号 職員の勤務時間、休暇○議長（吉田数博君）

等に関する条例の一部改正について、町長から提案理由の説明を求

めます。

町長。

議案第12号 職員の勤務時間、休暇等に関する○町長（馬場 有君）

条例の一部改正についてご説明いたします。

本案は、国・県に準じて育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

制度を整備し、職業生活と家庭生活の両立支援を図るため、条例を

改正するものであります。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

議案第12号資料、新旧対照表によりご説明○総務課長（根岸弘正君）

申し上げます。

第８条の２、超勤代休時間の改正でありますが、これは職員の給

料に関する一部改正による読替規定であります。

第８条の３、新設でありますが、育児のため早出遅出勤務の請求

のできる対象職員として、第１号で小学校就学の始期に達するまで

の子のある職員。第２号として、小学校に就学している子のある職

員であって、町長が規則で定めるものを規定するものであります。

第２項は要介護者のある職員について、第１項に準じ早出遅出勤務

ができる規定となっております。第３項は、規則への委任規定であ

ります。

第８条の４、第３項は職員の配偶者の就業等の状況にかかわりな

く、時間外勤務の制限の請求をすることができるよう改正するもの

であり、第４項は要介護者を介護する職員についての準用規定であ

りますが、要介護者のある職員の中の適用除外を削除するものであ

ります。前項のように要介護者のある職員についても、時間外の勤

務制限の請求をできるというような規定にするものであります。

附則でありますが、この条例は平成23年４月１日から施行するも

のであります。よろしくお願いいたします。

日程第12、議案第13号 一般職の任期付職員の○議長（吉田数博君）

採用等に関する条例の一部改正について、町長から提案理由の説明

を求めます。

町長。

議案第13号 一般職の任期付職員の採用等に関○町長（馬場 有君）
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する条例の一部改正についてご説明いたします。

本案は、職員の給与に関する条例の一部改正等に伴い、関係条文を整

理するため条例を改正するものであります。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは議案第13号資料によりご説明申し○総務課長（根岸弘正君）

上げます。

第６条の見出しの中の「承認」を、県条例にあわせて「特例」に

改めるものであります。第４項につきましては、職員の給与条例第

14条に第４項が新設されたことに伴い、読替規定に追加するもので

あり、また、県条例にあわせてそれぞれ文言を整理するための改正

であります。

附則でありますが、この条例は平成23年４月１日から施行するも

のであります。よろしくお願いします。

日程第13、議案第14号 職員の育児休業等に関○議長（吉田数博君）

、 。する条例の一部改正について 町長から提案理由の説明を求めます

町長。

議案第14号 職員の育児休業等に関する条例の○町長（馬場 有君）

一部改正について、ご説明いたします。

本案は、国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正す

る法律による地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が今

年４月１日から施行されることなどに伴い、所要の改正を行うもの

であります。

詳細については、総務課長が説明します。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

議案第14号資料の新旧対照表によりご説明○総務課長（根岸弘正君）

申し上げます。

第２条でありますが、育児休業をすることができない職員の追加

でありますが、国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改

正する法律により、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改

、 、正において 非常勤職員に育児休業を認めることとしたことを受け

任用の状況に照らし、育児休業をすることができない職員として条

例に定めるものであります。

まず第３号が、一般職の任期付職員の採用に関する条例第５条第

３項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員でありま

す。これは介護休暇、育児休業などの承認を受けている職員の代休

職員をいっております。

、（ ） （ ） 。第４号は ア から ウ に該当しない非常勤職員となります
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（ア）でありますが、任命権を同じくする職に引き続き在職した期

間が１年以上である非常勤職員 （イ）がその養育する子が１歳を。

超えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員。

（ウ）が町長が規則で定める非常勤職員。この規則で定める非常勤

職員とは、１週間の勤務日が３日以上、又は１年間の勤務日が121

日以上である非常勤職員を指します。

イでありますが、第２条の２第３号に掲げる場合に該当する非常

勤職員が、任期の末日まで育児休業をしている非常勤職員で、任期

の更新または採用に伴い、引き続き育児休業をしようとするもの。

第２条の２でありますが、非常勤職員が育児休業をすることがで

きる期間の末日についての規定であります。第１号、第２号、第３

号以外の場合は、子の１歳到達。第２号は、子の１歳到達以前に育

児休業している場合は、子が１歳２カ月に達する日。第３号が、１

歳から１歳６カ月に達するまでの子を養育するため、次のア、イ、

いずれにも該当する職員は１歳到達日の翌日から、１歳６カ月に達

する日まで育児休業がすることができる規定であります。アが非常

勤職員または配偶者の子が、子の１歳到達日に育児休業をしている

場合。イが子の１歳到達日後に育児休業することが特に必要と認め

られる場合として町長が規則で定める場合であります。

、 、第３条は 再度の育児休業をすることができる特別の事情として

第６号に第２条の２、第３号に掲げる場合に該当すること。第７号

として、任期の末日まで育児休業をしている職員が、任期の更新、

または採用に伴い、引き続き育児休業をしようとしていることを追

加するものであります。

第８条から第17条までは文言の整理等ですので、説明は省略させ

ていただきます。

第18条は、第２号の追加に伴う規定の整理でありまして、部分休

業することができない職員を追加しております。

第９条は、非常勤職員について、部分休業をすることができるこ

ととしたことに伴う規定の整理であり、第３号で非常勤職員の部分

休業の承認について、１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間

の範囲内で行うものとし、育児期間を取得している場合には、当該

範囲内で、かつ２時間から育児期間を減じた時間を超えない範囲内

とすることを新設としております。

この条例は、平成23年４月１日から施行するものであります。よ

ろしくお願いいたします。

日程第14、議案第15号 浪江町国民健康保険条○議長（吉田数博君）

例の一部改正について、町長から提案理由の説明を求めます。
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町長。

議案第15号 浪江町国民健康保険条例の一部改○町長（馬場 有君）

正について、ご説明いたします。

本案は、平成21年10月から平成23年３月までの間、暫定的に引き

上げた出産育児一時金の支給額について、平成23年４月から恒久化

するための改正であります。

詳細については、健康保険課長が説明いたします。

内容説明、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それでは議案第15号の資料の新旧対照○健康保険課長（蔦 美好君）

表によりご説明いたします。

第４章保険給付、第６条第１項中「38万円」を「42万円」に引き

上げるものであります。

次に、第５章保健事業、第９条第１項中「第72条の５」を「第72

条の４」に 「特定健康診査」を「特定健康診査等」に改めるもの、

であります。

また、附則第３項については削除となります。

議案をお戻りいただきまして、附則でございますが、この条例は

平成23年４月１日から施行するものであります。よろしくお願いい

たします。

日程第15、議案第16号 浪江町道路占用料徴収○議長（吉田数博君）

条例の一部改正について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第16号 浪江町道路占用料徴収条例の一部○町長（馬場 有君）

改正について、ご説明いたします。

本案は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、占用

料の額の改定などを行うものであります。

詳細については、建設課長より説明いたしますのでよろしくお願

いいたします。

内容説明、建設課長。○議長（吉田数博君）

それでは議案第16号についてご説明をいた○建設課長（原 芳美君）

します。

今回の改正の概要でありますが、道路法施行令が地価水準の変動

を踏まえてということで、都市部においては引き上げ、地方部にお

いては引き下げという内容で改正されたことに伴うものでありま

す。資料の新旧対照表をご覧ください。

、 。第２条でありますが 協議という文言の整理がなされております

第３条については、道路占用の特例として１号に、応急仮設住宅

が追加されたことで、１号が２号と繰り下げになっております。そ
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れと国関係機関の名称等の整理でございます。

次に２ページにいきまして、４条では２条と同じく協議という文

言の整理であります。

次に別表２ページ、３ページをご覧ください。我が町の主なもの

の占用許可を受けたものの部分でご説明申し上げます。上から２番

目の第２種電柱でありますが、従来は1,200円から今度820円という

ことで31％の減。次に、第１種電話柱ですが690円が480円に、30.4

％の減となります。その他に共架電線とか地下電線、管路の外径別

の６区分が９区分に細分化されたという改正になっております。

この条例の施行日については、平成23年４月１日といことですの

でよろしくお願いいたします。

日程第16、議案第17号 浪江町営住宅等条例の○議長（吉田数博君）

一部改正について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第17号 浪江町営住宅等条例の一部改正に○町長（馬場 有君）

ついて、ご説明いたします。

本案は、今年度完成予定の御殿南住宅の追加等による管理戸数の

整理及び公営住宅法施行令の一部改正に伴い、家賃算定に必要とな

る利便性係数の設定範囲を改正するため、浪江町営住宅等条例の一

部を改正するものであります。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

。○総務課長 根岸弘正君（ ） 議案第17号資料によりご説明申し上げます

第13条第２項の改正であります 「0.7以上１以下」を「0.5以上。

1.3以下」と改めるものであります。これは利便性係数の改正であ

ります。

、 「 」 「 」また別表２でありますが 北上ノ原住宅戸数を ７戸 を ６戸

に、また御殿南住宅は新築でありまして、10戸を追加するものであ

ります。

よろしくお願いします。

日程第17、議案第18号 浪江町文化財保護条例○議長（吉田数博君）

の一部改正について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第18号 浪江町文化財保護条例の一部改正○町長（馬場 有君）

について、ご説明いたします。

本案は、文化財保護法の一部改正に伴い、根拠条文を改めるとと

もに、従来より文化財の調査及び研究・保存並びに活用に関する重

要事項を審議していた「浪江町文化財調査委員会」を実態に合わせ
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て「浪江町文化財保護審議会」に改めるほか、所要の改正を行うも

のであります。

詳細については、教育総務課長より説明いたしますのでよろしく

お願いいたします。

内容説明、教育総務課長。○議長（吉田数博君）

ご説明いたします。新旧対照表をご覧○教育総務課長（屋中茂夫君）

いただきたいと思います。

目的、第１条でございますけれども、旧法では「第98条第２項」

となっておりますが、新のほうで「第182条第２項」に改めるもの

でございます。

それから、第２章の町指定有形文化財の第３条３号で 「文化財、

調査委員会」という名称を、新のほうでは「浪江町文化財保護審議

会」に改めるものでございます。

２ページをお開きいただきたいと思います。２の「町指定の有形

文化財」の名称を 「町指定有形文化財」に改めるものでございま、

す。

それから、第３章、第17条の３で「、文化財調査委員会の意見を

聞くものとする」を、新しく「浪江町文化財保護審議会に諮問しな

ければならない」に改めるものでございます。

同じく第18条３では 「指定による規定の」の箇所を「規定によ、

る指定の」に改めるものでございます。

それから 第４章 第23条３では 第17条第３項 の部分を 第、 、 、「 」 「

17条第２項から第６項まで」と改めるものでございます。

第24条には新のほうで 「及び第３項」を追加するものでござい、

ます。

第７章、第42条では「浪江町文化財調査委員会（以下「委員会」

という 」の部分を 「浪江町文化財保護審議会（以下「審議会」。） 、

という 」と改めるものでございます。。）

それから２では 「委員会は、文化財保護法及び福島県文化財保、

護条例並びにこの条例に規定する文化財の保存及び活用に関し、教

育委員会の諮問に答え又は意見を具申し、及びこのために必要な調

。」 「 、 、査研究を行う の文言を 審議会は 教育委員会の諮問に応じて

文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及び

これらの事項に関して教育委員会に建議する 」に改めるものでご。

ざいます。

第43条では 「委員会の」の部分と 「臨時調査委員（以下「臨、 、

時委員」という 」の部分を「審議会の」に改め、３段目は「審。）

議会に臨時委員」と改めるものでございます。
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附則で、この条例は、平成23年４月１日から施行する。

日程第18、議案第19号 浪江町スポーツ施設の○議長（吉田数博君）

設置及び管理に関する条例の一部改正について、町長から提案理由

の説明を求めます。

町長。

議案第19号 浪江町スポーツ施設の設置及び管○町長（馬場 有君）

理に関する条例の一部改正について、ご説明いたします。

本案は、浪江町地域スポーツセンターの設置に伴い、基本使用料

を始め照明設備使用料、附帯設備使用料を追加するとともに、施設

の適正な維持管理運営を図るため、改めるほか所要の改正を行うも

のであります。

詳細については、生涯学習課長より説明いたしますので、よろし

くお願いいたします。

内容説明、生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

それでは議案第19号についてご説明申○生涯学習課長（島田龍郎君）

。 。し上げます 皆様の資料の新旧対照表をご覧になっていただきます

まず別表第１につきましてですが、旧に番地の「の」が入ってお

りましてそれを省きました。また新たに浪江町地域スポーツセンタ

ー、位置としては権現堂字下馬洗田５番地と追加いたします。

また、別表第２の第６条の関係でございますが、浪江町地域スポ

ーツセンター以外のスポーツ施設の使用料を追加いたします。

続きまして２ページをご覧になっていただきます。これにつきま

しては第一、第二体育館のほうの新旧の部分でございますが 「 団、（

体使用料を含む 」を削除しております。。）

また、備考につきましては、２に「 貸切使用」とは、施設の全「

面を独占的に使用するものという（以下同じ 」でございます。。）。

また３に 「使用料を算出するための使用時間には、準備及び後、

片付けのための時間を含むものとし、その使用時間に１時間未満の

端数があるときは、これを１時間に切り上げるものとする（以下同

じ 」を追加するものであります。。）。

また２、浪江町地域スポーツセンターの使用料 （１）基本使用、

料、まずメインアリーナの基本使用料でございます。まず専用使用

の場合でございます。まず体育競技に使用する場合、使用区分でご

ざいますが、入場料を徴収しない場合、高校生以下が250円、一般

が500円。使用単位につきましては、競技用コート１面使用１時間

につきであります。また入場料を徴収する場合、高校生以下が750

、 。 、 、円 一般が1,500円でございます また 競技以外に使用する場合

入場料を徴収しない場合は高校生以下が1,000円、一般が2,000円。
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また、入場料を徴収する場合には、高校生以下が2,000円、一般が

4,000円。これにつきましては半面使用１時間につきであります。

また、新たに個人使用の場合、高校生以下50円、一般が100円。こ

れも１人当たり１時間につきでございます。

続きましてサブアリーナでございますが、専用使用の場合、体育

競技に使用する場合、使用料を徴収しない場合、高校生以下が250

円、一般が500円。貸し切り使用１時間につきであります。また入

場料を徴収する場合でございますが、高校生以下が750円、一般が

1,500円。また体育競技以外に使用する場合でございますが、入場

料を徴収しない場合、高校生以下が1,500円、また一般が3,000円。

入場料を徴収する場合は、高校生以下が3,000円、一般が6,000円で

ございます。

これにつきましては、サブアリーナの貸し切り使用１時間につき

であります。また個人使用料の場合、高校生以下が50円、一般が

100円。１人１時間につきであります。その他施設に関しての使用

。 、区分であります まずトレーニングルームの使用料でございますが

高校生以下100円、一般が200円。使用単位につきましては１人１時

。 、 、間につきであります また 会議室につきましては使用料が300円

１室１時間につきであります。またサブアリーナのステージを専用

に使用した場合には、使用料が200円、全面使用で１時間につきで

あります。

また備考でございますが 「専用使用」とは、使用者が独占的に、

使用する場合をいいます。また 「入場料を徴収する場合」とは使、

用者が参加者から入場料、会費等その名称いかんを問わず、施設に

入場することに関し、料金（営利を目的としないものに限る ）を。

徴収する場合でございます。また３「競技用コート１面」とは、バ

スケットボール、バレーボール、テニス及びフットサル競技のコー

ト１面をいいます。ただし、当該競技以外の競技で専用使用する場

合については、施設の半面を持って１面とする、でございます。ま

た、個人使用の場合は、教育委員会が別に定める場合を除き、卓球

またはバドミントンへの貸し出しといたします。５、この表の規定

、 、にかかわらず 教育委員会が定める教育文化活動団体等が成果発表

講演事業等のためにメインアリーナ、またはサブアリーナを使用す

る場合の使用料の額は、体育競技に使用する場合の使用料の額に準

ずるものとする。６、町民以外のもの及び町民以外の者が主たる構

成員となっている団体等がサブアリーナを使用する場合の使用料の

額は、基本使用料の額の100分の150を乗じて得た額とする。この場

合において、使用料の額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切
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り捨てるものとする。

（２）照明設備使用料でございます。これにつきましては、メイ

ンアリーナ、全面使用料1,000円、半面500円。サブアリーナが全面

の場合は500円、サブアリーナのステージが全面200円、２階のホー

ル全面が300円、会議室１室が200円、いずれも１時間につきであり

ます。これにつきましても、照明設備使用料は基本料金に加算して

徴収する。

（３）附帯設備等使用料でございます。これにつきましては、使

用区分につきまして、会議室の冷暖房200円、１室１時間につきで

あります。サブアリーナの冷暖房が1,000円、１室１時間につき。

放送設備1,000円、１式使用１回につきであります。移動観客席

3,000円、１式使用１回につき。バスケットゴール500円、１対使用

料１回につき。シャワー100円、１回５分間につき。フロアシート

100円、１日１巻につきであります。

。「 、６ページをお開きになっていただきます 附帯設備等使用料は

基本使用料に加算して徴収する 「この表に定める附帯設備等以。」。

外の附帯設備等の使用料の額は、教育委員会が別に定める 」でご。

ざいます。

附則でございますが、施行期日につきましては 「この条例は平、

成23年７月３日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から

施行する 」また、準備行為として、２として「使用の許可の申請。

その他浪江町地域スポーツセンターを使用するために必要な準備行

為は、この条例の施行前においても行うことができる 」でござい。

ます。

よろしくお願いしたいと思います。

日程第19、議案第20号 平成22年度浪江町一般○議長（吉田数博君）

会計補正予算（第６号 、町長から提案理由の説明を求めます。）

町長。

議案第20号 平成22年度浪江町一般会計補正予○町長（馬場 有君）

算（第６号）ご説明いたします。

、 、 、本案は 年度末に伴い 各種事業の事業費が確定したことにより

歳入歳出それぞれ2,882万1,000円を減額するものであります。歳入

の主なものは土地売払収入2,452万6,000円、核燃料税交付金495万

。 。円の増額 道路受託事業収入2,628万8,000円の減額などであります

歳出の主なものは、公共施設維持基金積立金5,011万4,000円、財

政調整基金積立金8,297万2,000円の増額、小熊田宮田線道路改良事

業を含む道路新設改良費2,837万円。常磐道地方協力負担金5,039万

1,000円の減額などであります。詳細については総務課長が説明い
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たします。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは事項別明細書によりご説明申し上○総務課長（根岸弘正君）

げます。

10ページをお開きいただきたいと思います。款12分担金及び負担

金であります。

目１民生費負担金、節２児童福祉費負担金484万7,000円でありま

す。主なものが保育料負担金でございます。これは決算見込みによ

るものであります。次に目４総務費負担金であります。274万円の

減額であります。福島県交流職員負担金ということで、交流人事途

中終了による精算分でございます。

次に11ページ、一番下の段になります。款14国庫支出金、目１民

生費国庫負担金であります。節２児童福祉費国庫負担金350万円の

補正増であります。子ども手当決算見込額でございます。

次に、12ページになります。同じく国庫支出金であります。項２

国庫補助金、目４教育費国庫補助金、節３幼稚園国庫補助金200万

円の補正減であります。幼稚園就園奨励費でございます。決算見込

みによるものでございます。目５総務費国庫補助金、節２地域活性

化交付金、住民生活に光を注ぐ交付金148万7,000円の補正増であり

ます。追加交付分ということであります。補正後が1,082万5,000円

となります。

次に13ページになります。款15県支出金、項２県補助金、目１総

務費県補助金であります。今回補正額が808万9,000円の減額でござ

います。新エネルギー導入推進市町村支援事業補助金で105万3,000

円の補正減、福島県電波遮へい対策事業補助金で703万6,000円の減

。 。であります 交付決定あるいは事業費の確定による減でございます

目２民生費県補助金、節２児童福祉県補助金116万5,000円の減であ

ります。主なものは、ひとり親家庭医療費79万3,000円の補正減で

あります。

次に14ページになります。目５農林水産業費県補助金132万2,000

円の減額でございます。節２林業費県補助金であります。主なもの

が松くい虫防除事業71万2,000円等の減であります。決算見込みに

よるものでございます。次に目９原子力広報安全等対策交付金であ

ります。287万5,000円の補正減。原子力広報安全等対策交付金隣接

分で122万5,000円の減、立地分で165万円の補正減であります。交

付決定によるものでございます。同じく目10核燃料税交付金であり

ます。今回補正額495万円、これは核燃料税交付金交付決定による
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ものでございます。

次に15ページ、項３委託費になります。目１総務費委託金、節２

選挙費委託金162万9,000円でございます。福島県議会議員と福島県

知事選挙による交付決定による減額でございます。

次に款16財産収入、項１財産運用収入、目２利子及び配当金とい

うことで102万2,000円でございます。各基金の利子でございます。

次に16ページになります。款16財産収入、項２財産売払収入、目

１不動産売払収入、節１土地売払収入2,452万6,000円の補正増であ

ります。御殿南の分譲地３カ所、及び旧請戸消防屯所跡地の売り払

いでございます。次、款17の寄附金、目３教育費寄附金で200万円

の補正増、教育費寄附金ということでスポーツセンターの備品購入

の寄附金ということでございます。次に款18繰入金、項２基金繰入

金、目１財政調整基金繰入金1,342万8,000円の減でございます。財

政調整基金繰入金を基金に戻すということでございます。款18繰入

金、目５佐藤十郎職員研修基金繰入金、今回補正額が254万5,000円

でございます。実績、前年度の精算等による繰入金の減でございま

す。次に、款20諸収入、項４受託事業収入、目２土木費受託事業収

入2,628万8,000円の減でございます。道路受託事業収入、小熊田宮

田線及び北水路の受託事業の減によるものでございます。

次に18ページであります。款21町債であります。目１総務債とい

うことで250万円の補正減であります。携帯電話基地局整備事業の

補正減、事業費の確定による補正減でございます。

次に歳出になります。20ページになります。款２総務費、項１総

務管理費、目５財産管理費、節25積立金5,011万4,000円、公共用施

設維持基金積立金でございます。次に目７情報管理費、節13委託料

218万5,000円の補正減であります。住民情報ネット保守委託料他で

あります。決算見込みによる補正減でございます。

次に21ページ、目13生活バス運行事業費であります。節19負担金

補助及び交付金で360万4,000円の補正減でございます。

主なものは、地方路線バス維持対策事業負担金で255万3,000円、

町営バス運行負担金で161万2,000円の減額、赤字補填の決算見込み

によるものでございます。

次に22ページになります。目15原子力広報安全等対策交付金事業

費、節９旅費で309万8,000円の減額でございます。事業費の確定に

よるものであります。次に目16携帯電話基地局整備事業費、節13委

託料で575万4,000円、携帯電話等エリア整備委託料、これは事業費

の確定によるものでございます。15工事請負費443万7,000円の補正

減でございます。これも事業費の確定によるものでございます。次
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に目17財政調整基金費、節25積立金8,297万2,000円であります。内

訳としまして、利子分が97万2,000円、積み立て分が8,200万円でご

ざいます。

24ページになります。目21住民協働事業費ということで節19負担

金補助及び交付金で193万円の補正減、これは決算見込みによるも

のでありまして、まちづくり支援事業補助金でございます。

次に27ページになります。款３民生費、項１社会福祉費、目１社

会福祉総務費、節20扶助費628万3,000円でございます。主なものが

支援費ということで500万円の補正増ということでございます。決

算見込みによるものでございます。

次に28ページになります。節28繰出金1,036万円であります。国

、 。保会計への繰出金 これは財政安定化支援分の繰り出しであります

次に目２老人福祉費、節８報償費120万円の補正減、これは敬老

。 、祝金決算見込みによるものであります 13委託料169万1,000円の減

地域在宅福祉サービス事業の委託料であります。20扶助費143万

9,000円の減、これは自立支援サポート事業でございます。決算見

込みによるものでございます。目３老人保護措置費、20扶助費100

万円の補正減、東風荘分でございます。

次に項２児童福祉費になります。目１児童福祉総務費、節20扶助

。 、費140万円の補正増であります ひとり親医療費が120万円の補正減

出産祝金が260万円の補正増であります。目２コスモス保育園費、

節７賃金で280万円の補正減であります。臨時保育士賃金というこ

とで決算見込みによるものでございます。

、 。次に目３津島保育所費 節７賃金で245万円の補正減であります

臨時保育士等賃金ということで、これは障がい児童の減によるもの

であります。目５児童措置費、節20扶助費100万円の補正減であり

ます。子ども手当でございます。目６乳幼児等医療費、節20扶助費

930万円の補正減であります。乳幼児等医療費決算見込みによるも

のでございます。

次に31ページになります。款４衛生費、項１保健衛生費、目３環

、 。境衛生費 節19負担金補助及び交付金330万円の補正減であります

合併処理浄化槽設置整備事業補助金補助基数の確定によるものであ

ございます。目４母子衛生費、節13委託料260万円の補正減、妊婦

一般健康診査委託料決算見込みによる減額でございます。目５保健

事業費、節13委託料850万円の補正減であります。胃がん検診をは

じめ各種検診の委託料決算見込みによる補正減でございます。

次に33ページになります。款６農林水産業費、項１農業費、目３

農業振興費、節19負担金補助及び交付金122万3,000円の補正減であ
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ります。青果物価格補償負担金ということで補償実績がないための

補正減でございます。目４畜産業費、節18備品購入費138万円の補

正減、町有貸付基礎牛であります。和牛購入の頭数減、また乳牛の

購入価格の減による減額でございます。

次に34ページになります。目11中山間地域等直接支払事業費、節

19負担金補助及び交付金114万9,000円の補正減であります。中山間

地域等直接支払事業交付金、これは実績によるものでございます。

項２林業費、目１林業総務費、節19負担金補助及び交付金で102

万9,000円の補正減であります。主なものが流域森林総合整備事業

補助金89万円の補正減、決算見込みによるものでございます。

次に35ページになります。同じく節13の委託料153万1,000円の補

正減であります。松くい虫防除委託料等の決算見込みによる補正減

でございます。

次に36ページになります。項３水産業費、節19負担金補助及び交

付金138万円の補正減、浪江町エチゼンクラゲ被害対策補助金、今

年度被害がなかったための補正減でございます。

次に37ページになります。款８土木費、項２道路橋梁費、目１道

路橋梁総務費、節13委託料102万円の補正減であります。道路台帳

補正委託料であります。目２道路維持費、節13委託料250万円、除

雪委託料でございます。目３道路新設改良費、節13委託料800万円

。 。の減であります 調査測量設計委託料小熊田宮田線等でございます

節15工事請負費122万5,000円の補正減、水路改修工事、これは北

水路の補正減、実績による補正減でございます。17公有財産購入費

1,555万円の補正減、これは小熊田宮田線でございます。節22補償

補填及び賠償金311万5,000円、物件移転補償費についても小熊田宮

田線でございます。

次に項４都市計画費、目４高速道路推進事業費、節19負担金補助

及び交付金5,039万1,000円でございます。常磐道地方協力負担金と

いうことであります。補正後が5,804万1,000円となります。

次に39ページの目１住宅管理費、節15工事請負費1,450万円の補

正減であります。町営住宅建設事業実績によるものでございます。

次に款９消防費であります。目２非常備消防費、節９旅費200万

円であります。費用弁償であります。補正後が1,000万円となりま

す。

次、40ページになります。同じく11の事業費163万8,000円の補正

減であります。コミュニティ事業不採択による津島地区自主防災会

の消耗品の減額でございます。款10教育費、項１教育総務費、目６

、 。奨学資金貸付事業費 節21貸付金157万2,000円の補正減であります



- 158 -

貸付金実績によるものでございます。項２小学校費、目１学校管理

費、節７賃金210万円の補正減であります。臨時事務補助員賃金等

でございます。

次に42ページになります。項３中学校費の目２教育振興費、節19

負担金補助及び交付金237万円の補正減であります。主なものが音

楽祭出場補助金220万円の補正減であります。実績によるものでご

ざいます。次に項４幼稚園費、目２幼稚園振興費、節19負担金補助

及び交付金460万円の補正減であります。幼稚園就園奨励費決算見

込みによるものでございます。

後のページになります。46ページ、款12公債費、目２利子であ

ります。444万8,000円の補正減であります。借入利息の確定による

ものでございます。

次に６ページをお開きいただきたいと思います。第２表継続費補

正でございます。款10教育費、項５社会教育費、事業名埋蔵文化財

発掘調査事業、継続費の総額及び平成22年度の年割り額の補正でご

ざいます。総額2,034万円から2,005万1,000円、平成22年度の年割

り額を1,277万1,000円から1,248万2,000円に補正するものでござい

ます。

次に第３表繰越明許費補正であります。まず１の追加でございま

す。款６農林水産業費、項１農業費、農産漁村活性化プロジェクト

支援交付金事業、金額が550万円であります。続いて款９消防費、

項１消防費、浪江町地域防災計画更新事業、金額100万円。続いて

同じく款９消防費、項１消防費、防災行政無線中継局更新事業144

万3,000円であります。年度内に事業が終わらないということでこ

の３件を繰越明許費として追加するものであります。

。 、 、 、次に２の変更でございます 款10教育費 項２小学校費 事業名

学校図書館図書整備事業、補正前が180万円を240万円に、また項３

中学校費、同じく学校図書館図書整備事業、補正前が120万円を210

万円にそれぞれ補正するものであります。これは、光を注ぐ交付金

の増額を図書館の整備に充てるということでの補正増でございま

す。

次に第４表地方債補正であります。起債の目的が携帯電話基地局

整備費であります。限度額2,070万円を1,820万円に改めるものであ

ります。記載の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同

じであります。

よろしくお願いいたします。

ここで３時45分まで休憩をいたします。○議長（吉田数博君）
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（午後 ３時２６分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時４５分）

日程第20、議案第21号 平成22年度浪江町文化○議長（吉田数博君）

及びスポーツ振興育成事業特別会計補正予算（第１号）町長から提

案理由の説明を求めます。

町長。

議案第21号 平成22年度浪江町文化及びスポー○町長（馬場 有君）

ツ振興育成事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたし

ます。

本案は、浪江町文化及びスポーツ振興育成事業費を補正するもの

で、歳入の主なものは繰入金74万3,000円の減額、歳出の主なもの

は助成金69万4,000円を減額するものであります。

よろしくお願いいたします。

日程第21、議案第22号 平成22年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険事業特別会計補正予算（第５号）町長から提案理由の説明

を求めます。

町長。

議案第22号 平成22年度浪江町国民健康保険事○町長（馬場 有君）

業特別会計補正予算（第５号）についてご説明いたします。

本案は、歳入歳出それぞれ2,561万1,000円を増額補正するもので

あります。

歳入の主なものは県支出金149万2,000円、共同事業交付金1,278

万5,000円、繰入金1,036万円を増額するものであります。

歳出の主なものは、保険給付費1,677万9,000円、共同事業拠出金

761万9,000円を増額するものであります。

詳細については、健康保険課長が説明いたします。

内容説明、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

。○健康保険課長 蔦 美好君（ ） 議案第22号を説明させていただきます

５ページをお開き願います。歳入ですが、款３．国庫支出金、項

１．国庫負担金、目１．療養給付費等負担金、節１．現年度分、

214万9,000円の減額であります。

項２．国庫補助金、目１．財政調整交付金、節２．特別調整交付

金169万1,000円の増額、款６．県支出金、項１．県負担金、目１．

高額医療費共同事業負担金149万2,000円の増額補正であります。こ

れらは、交付決定によるものでございます。
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６ページをお開き願います。款７．共同事業交付金、項１．共

同事業交付金、目１．高額医療費共同事業交付金、節１．現年分

1,514万2,000円の増額、目２．保険財政共同安定化事業交付金235

万7,000円の減額補正であります。これは国保連合会からの交付決

定によるものでございます。

款９．繰入金、一般会計繰入金、節４．財政安定化支援事業繰入

金1,036万円の増額補正であります。

続きまして、７ページをお願いいたします。歳出ですが、款２．

保険給付費、項１．療養諸費、目２．退職被保険者等療養給付費、

節19.負担金補助及び交付金1,254万3,000円の増額であります。

続きまして、項２．高額療養費、目１．一般被保険者高額療養費

370万円の増額補正であります。これらは推計によるものでござい

ます。

続きまして、８ページをお願いいたします。款７．共同事業拠出

金、目１．高額医療費拠出金、節19．負担金補助及び交付金597万

円の増額、目２．保険財政共同安定化事業拠出金164万9,000円の増

額補正であります。これらも推計によるものでございます。

続きまして、款11.諸支出金、項２．繰出金、目１．直営診療施

設勘定繰出金、節28．繰出金ということで169万円の増額補正であ

ります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

日程第22、議案第23号 平成22年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険直営診療施設事業特別会計補正予算（第３号）町長から提

案理由の説明を求めます。

町長。

議案第23号 平成22年度浪江町国民健康保険直○町長（馬場 有君）

営診療施設事業特別会計補正予算（第３号）についてご説明いたし

ます。

本案は、歳入歳出それぞれ169万1,000円を増額補正するものであ

ります。

歳入の主なものは、国からの交付金額確定により繰入金169万

1,000円を増額するものであります。

歳出の主なものは、医療機材等購入のため、医業費83万9,000円

を増額するものであります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

日程第23、議案第24号 平成22年度浪江町公共○議長（吉田数博君）

下水道事業特別会計補正予算（第４号）町長から提案理由の説明を

求めます。
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町長。

議案第24号 平成22年度浪江町公共下水道事業○町長（馬場 有君）

特別会計補正予算（第４号）についてご説明いたします。

本案は、歳出の公共下水道事業費を補正するもので、主なものは

下水道維持管理費を230万円減額、予備費を230万円増額するもので

あります。よろしくお願いいたします。

日程第24、議案第25号 平成22年度浪江町介護○議長（吉田数博君）

保険事業特別会計補正予算（第４号）町長から提案理由の説明を求

めます。

町長。

議案第25号 平成22年度浪江町介護保険事業特○町長（馬場 有君）

別会計補正予算（第４号）についてご説明いたします。

本案は、歳入歳出それぞれ534万4,000円を減額補正するものであ

ります。

歳入の主なものは、保険料385万円、国庫支出金624万5,000円、

県支出金1,321万円を減額し、繰入金1,790万4,000円を増額するも

のであります。

歳出の主なものは、居宅介護サービス給付費1,775万7,000円、居

宅介護サービス計画給付費349万7,000円を減額し、施設介護サービ

ス給付費1,578万8,000円、高額介護サービス費250万円を増額する

ものであります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

日程第25、議案第26号 平成22年度浪江町後期○議長（吉田数博君）

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）町長から提案理由の説明を

求めます。

町長。

議案第26号 平成22年度浪江町後期高齢者医療○町長（馬場 有君）

特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。

本案は、歳入歳出それぞれ282万6,000円を増額補正するものであ

ります。

歳入の主なものは保険料、283万7,000円を増額するものでありま

す。

歳出の主なものは後期高齢者医療広域連合納付金282万3,000円を

増額するものであります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

日程第26、議案第27号 平成22年度浪江町水道○議長（吉田数博君）

（ ）、 。事業会計補正予算 第４号 町長から提案理由の説明を求めます

町長。



- 162 -

議案第27号 平成22年度浪江町水道事業会計補○町長（馬場 有君）

正予算（第４号）についてご説明いたします。

本案は、収益的収入で209万円の増額補正、収益的支出で営業費

用33万円の増額補正であります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

日程第27、議案第28号 平成23年度浪江町一般○議長（吉田数博君）

会計予算、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第28号 平成23年度浪江町一般会計予算に○町長（馬場 有君）

ついてご説明いたします。

本案は、平成23年度一般会計予算の総額を71億3,900万円と定め

るものであります。この予算額は前年度額に対して900万円の0.1％

の増額となっております。

歳入の主なものは、町税が1.9％増の18億6,666万3,000円、地方

交付税が昨年同様、地域活性化雇用等対策費に対応した別枠加算等

により2.3％増の25億200万円、国庫支出金が子ども手当国庫負担金

の増額等により11.7％増の５億5,959万1,000円、詳細については、

臨時財政対策債が配分方式の見直し等により減額となることから、

24.8％減の４億3,200万円となっております。

歳出予算の編成につきましては、毎年度浪江町長期総合計画後期

計画推進のため、７つの施策体系ごとに定めた実施計画に基づき事

。 、 、業を厳選しております 特に今年度は 浪江町行政経営方針を定め

より効果的で実効性のある歳出予算の編成に努めたところでありま

す。

性質別に説明をいたしますと、事務的経費につきましては、子ど

も手当の増額や高齢者、障がい者に対する扶助費の増等により4.6

％増の29億8,395万1,000円、投資的経費につきましては、常磐道地

方協力負担金１億161万8,000円の減、あるいは町営住宅建設事業認

定子ども園建設補助金の終了等により40.4％減の４億4,540万5,000

円、その他の経費につききましては、今年度から新たに実施する子

宮頸がん予防接種委託料3,698万1,000円、認定こども園運営負担金

6,800万5,600円の増、保険給付費の増による介護特会繰出金4,942

。万円の増加等により5.1％増の37億964万4,000円となっております

詳細については、総務課長が説明をいたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは平成23年度歳入歳出予算資料によ○総務課長（根岸弘正君）

りご説明を申し上げます。

１ページをお開きいただきたいと思います。平成23年度一般会計
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及び特別会計歳入歳出予算についてでありますが、一般会計の平成

23年度の総額は71億3,900万円、伸び率0.1％の増であります。特別

会計の総額は48億1,323万円、0.8％の増であります。また、一般会

計と特別会計を合わせた総額は119億5,223万円、伸び率0.4％の増

でございます。

次に、一般会計当初予算歳入の主なものについてのご説明を申し

上げます。町税は18億6,666万3,000円、伸び率1.9％の増でありま

す。これは主に法人町民税及び固定資産税の増によるものでありま

す。

地方譲与税は１億3,800万円、6.9％の減であります。これは自動

車重量譲与税の検討によるものであります。

地方消費税交付金１億6,900万円、5.0％の増であります。地方交

付税は25億200万円、2.3％の増であります。

普通地方交付税23億8,200万円、特別交付税１億2,000万円を見込

んでおります。地財計画の伸びを見込んだものでございます。

分担金及び負担金は6,940万6,000円、8.9％の減であります。こ

れは福島県交流職員負担金の減等によるものでございます。

使用料及び手数料は8,003万円、1.6％の減であります。道路線量

等の減によるものでございます。

国庫支出金は５億5,959万1,000円、11.7％増であります。これは

子ども手当国庫負担金等の増等によるものであります。

県支出金は７億5,787万円、1.2％の減であります。これは保育所

緊急整備事業、認定保育園の完成の減等によるものであります。

繰入金は、１億9,374万1,000円、54.8％の増であります。これは

財政調整基金及び公共施設維持基金から繰り入れ増等によるもであ

ります。

諸収入は１億4,730万3,000円26.3％の減であります。これは土木

受託事業収入及び常磐道関連整備助成金の減等によるものでありま

す。

町債は４億3,200万円、24.8％の減であります。これは主に臨時

対策債の減が主な理由でございます。

２ページをお開きいただきたいと思います。自主財源、依存財源

の財源構成でありますが、町税等の自主財源の合計は、25億1,723

万8,000円、伸び率2.6％の減、歳入総額に占める割合は35.3％であ

ります。一方、国県等に依存する依存財源は46億2,176万2,000円、

伸び率1.2％の減、歳入総額に占める割合は64.7％であります。

一般財源、特定財源別の構成でありますが、人が特定されない一

般財源につきましては、町税、地方交付税等であり、その合計は54
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億655万5,000円、伸び率0.5％の増、歳入に占める割合は75.7％で

ございます。

また、使途が特定される特定財源につきましては、国、県支出金

等であり、その合計は17億3,244万5,000円、伸び率1.2％の減、歳

入総額に占める割合は24.3％であります。

次に、４ページをお開きいただきたいと思います。目的別歳出の

構成についてでありますが、歳出の主なものについてご説明いたし

ます。

総務費は９億7,522万円、伸び率0.0％であります。民生費は20億

5,166万4,000円、伸び率6.5％の増であります。これは子ども手当

及び支援費等の増によるものであります。

衛生費は５億3,447万4,000円、伸び率5.7％の減であります。こ

れは塵芥処理費及びし尿処理費等にかかる双葉地方広域市町村圏組

合負担金の減等によるものであります。

労働費は9,194万5,000円、伸び率22.7％の増であります。これは

サンシャイン浪江及びいこいの村なみえの改修事業等によるもので

あります。

農林水産業費は５億4,340万9,000円、伸び率3.5％の減でありま

す。これは債務負担行為による国営請戸川土地改良事業負担金の減

等によるものであります。

商工費は１億7,841万6,000円、伸び率8.6％の増であります。こ

れは浪江町観光協会補助金、浪江町地域経済活性化支援事業補助金

の増等であります。

土木費は６億6,836万4,000円、伸び率25.7％の減であります。こ

れは常磐道地方協力金負担金の減、町営住宅建設工事費の完了によ

る減が主な理由でございます。

消防費は３億7,295万6,000円、伸び率5.6％の増であります。こ

れは消防屯所建設等による増が主な理由でございます。

教育費は８億6,294万円、伸び率13.4％の増であります。これは

町民第２体育館解体工事、地域スポーツセンター備品購入等による

増が増加原因でございます。

公債費は６億6,644万6,000円、伸び率3.9％の減であります。

次に、性質別歳出の構成でありますが、義務的経費の人件費は、

14億6,724万5,000円2.9％の増であります。これは議員共済会負担

金及び町村職員退職手当組合負担金の増等によるものが主な理由で

ございます。

扶助費は８億5,026万円、伸び率15.9％の増であります。これは

子ども手当及び支援費の増等によるものでございます。
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公債費は、６億6,644万6,000円、伸び率3.9％の減であります。

以上、義務的経費の合計は、29億8,395万1,000円4.6％の増とな

っております。

次に、投資的経費の状況でありますが、投資的経費の普通建設事

業費は４億4,186万2,000円、伸び率40.6％の減であります。補助事

業につきましては、町営住宅建設工事の完了及び認定子ども園建設

補助金等の減等により67.0％の減となっております。

単独事業につきましては、常磐自動車道建設負担金の減等により

21.1％の減であります。

その他の経費でありますが、その他の経費の物件費は11億7,944

万6,000円、15.9％の増であります。これは子宮頸がん予防接種委

託料、地域センター備品購入費等による増であります。

維持補修費は9,066万円、32.9％の増であります。補助費等は13

億8,905万9,000円、4.6％の減であります。これは双葉地方広域圏

組合負担金や国営請戸川土地改良事業負担金の減等によるものであ

ります。

繰出金は９億2,481万5,000円、7.1％の増であります。これは介

護保険特別会計、国民健康保険事業特別会計への繰出金の増による

ものでございます。

以上、その他の経費は37億964万4,000円、5.1％の増となってお

ります。

次に、６ページをお開き願いたいと思います。平成23年度当初予

算主要事業を掲げております。行政経営方針の 重点項目として、

基本計画に定めた７つの基本目標に基づき記載をしております。

まず、１番目の環境づくりの協働実践では町民協働によるゴミ削

減プロジェクトとして具体的事業としては、モデルステーション設

置３カ所、30万円などを計上してございます。

２の観光交流強化では、観光交流による地域振興プロジェクトと

して、常磐道開通事業705万円などを計上しております。

３番目の協働のまちづくりの加速では、地域人材育成プロジェク

トとして、地域づくり団体経営研修32万6,000円などを計上したと

ころでございます。

４番目のスポーツ環境の充実と地域の絆づくりでは、浪江町地域

スポーツセンター活用プロジェクトとして、進入路整備備品購入

6,549万3,000円などを計上してございます。

５番目の健康増進と高齢者支援では、健康増進介護予防推進プロ

ジェクトとして健康増進計画作成委託料200万円、子宮頸がん等ワ

クチン予防接種事業3,698万1,000円などを計上したところでござい
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ます。

次に８ページをお開きいただきたいと思います。地域交通の充実

と情報活用では、次世代住民情報システムの構築プロジェクトとし

て住民システム共同利用料2,160万円、地上デジタルテレビ・ブロ

ードバンド施設運用事業として、光ファイバー設備保守委託料990

万5,000円、地上デジタル放送設備保守委託料357万円などでありま

す。

７番目、雇用の確保と地域経済の活性化ではふるさと再生特別基

金事業1,494万9,000円、緊急雇用創出基金事業2,883万5,000円、そ

の他主要事業の中の浪江町地域経済活性化支援事業550万円などを

計上してございます。

次に、９ページの町債の状況でございます。平成21年末現在高合

計でありますが60億8,303万5,000円、平成22年度末現在見込み額は

60億705万2,000円、平成23年度中の起債見込みは４億3,200万円を

予定しております。

平成23年起債見込み額の４億3,200万円の起債の方法は、証書借

入または証券発行、利率は3.0％以内ということでございます。辺

地対策債、林材債の起債を予定しております。

平成22年度の償還見込額は５億6,437万6,000円、差し引き平成23

年度末現在見込高は58億7,467万6,000円を見込んでおります。

次に、歳入負担行為残高の状況でありますが、債務負担行為限度

額は83億1,983万3,000円、平成22年度末現在見込高が９億1,967万

5,000円、平成23年度中支払予定額が２億2,528万1,000円であり、

平成24年度以降支出予定額は６億9,439万4,000円となっておりま

す。国営請戸川土地改良区事業にかかる負担金は、平成25年度県営

分は平成39年度終了予定となっております。

、 、また 町民１人当たりの借入金残高は27万8,400円となっており

債務負担行為残高を含む町民１人当たりの債務残高は32万1,024円

となっております。

次に10ページであります。これは、平成23年度一般会計当初予算

における町民１人当たり、１世帯の収入と支出であります。町民１

人当たりでは34万8,976円、１世帯当たりでは98万5,914円となりま

す。

以上が平成23年度一般会計予算の状況であります。よろしくお願

いいたします。

日程第28、議案第29号 平成23年度浪江町文化○議長（吉田数博君）

及びスポーツ振興育成事業特別会計予算、町長から提案理由の説明

を求めます。
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町長。

議案第29号 平成23年度浪江町文化及びスポー○町長（馬場 有君）

ツ振興育成事業特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、予算の総額を305万4,000円とするものであります。

歳入の主なものは繰入金の300万円で、歳出の主なものは助成費

の290万円であります。よろしくお願いいたします。

日程第29、議案第30号 平成23年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険事業特別会計予算、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第30号 平成23年度浪江町国民健康保険事○町長（馬場 有君）

業特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成23年度浪江町国民健康保険事業特別会計予算の総額

を23億5,551万9,000円と定めるものであります。

この予算額は前年度に対し１億1,094万9,000円、4.9％の増額と

なっております。

歳入の主なものは、国民健康保険税が3.5％減の６億850万5,000

円、国庫支出金4.4％増の６億4,185万6,000円、前期高齢者交付金

17.6％増の３億7,691万5,000円などであります。

歳出の主なものは、保険給付費9.4％増の15億9,171万9,000円、

後期高齢者支援金4.4％増の２億7,404万4,000円、共同事業拠出金

14.7％減の２億5,168万4,000円などであります。

詳細については、健康保険課長が説明をいたします。

内容説明、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それでは議案第30号についてご説明申○健康保険課長（蔦 美好君）

し上げます。予算資料により説明をさせていただきます。11ページ

をお願いいたします。

平成23年度特別会計状況、国民健康保険事業ということでありま

す。まずは歳入ですが、国民健康保険税６億850万5,000円で、対前

年度比2,239万2,000円の減額となります。

次に、国庫支出金６億4,185万6,000円、対前年度比2,710万4,000

円の増額でございます。

次に、療養給付費等交付金8,220万4,000円であります。これは退

職者の療養給付費に充てられるものであります。

次に、前期高齢者交付金ですが、３億7,691万5,000円で、対前年

度比5,654万円増額となります。これらは支払基金の推計によるも

のでございます。

次に、県支出金１億1,457万9,000円、対前年度比730万7,000円の

増額でございます。
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次に、共同事業交付金３億2,025万円、対前年度比1,766万7,000

円の増額でございます。これは国保連合会からの算定通知によるも

のでございます。

次に、繰入金２億44万7,000円、対前年度比2,152万2,000円の増

額となります。

次に、繰越金1,000万1,000円であります。これは前年度歳計剰余

金の見込みによるものでございます。

次に、歳出ですが総務費5,986万3,000円、対前年度比106万9,000

円の減額であります。

次に、保険給付費15億9,171万9,000円、対前年度比１億3,729万

8,000円の増額となります。

次に、後期高齢者支援金２億7,404万4,000円、対前年度比1,166

万3,000円の増額となります。

次に、介護納付金１億4,859万1,000円、対前年比1,316万円の増

であります。

これらにつきましては、支払基金からの推計によるものでござい

ます。

共同事業拠出金、２億5,168万4,000円、対前年度比4,340万4,000

円の減額でございます。これは国保連合会からの算定通知によるも

のでございます。

次に、保健事業費1,368万8,000円、対前年度比576万円の減額で

ございます。

次に、諸支出金784万1,000円でございます。これは保険税の還付

金及び繰出金等であります。

次に、予備費678万3,000円、対前年度比77万5,000円の減でござ

います。

以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

日程第30、議案第31号 平成23年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険直営診療施設業特別会計予算、町長から提案理由の説明を

求めます。

町長。

議案第31号 平成23年度浪江町国民健康保険直○町長（馬場 有君）

営診療施設事業事特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成23年度浪江町国民健康保険直営診療施設事業特別会

計予算の総額を１億1,384万1,000円と定めるものであります。この

予算額は前年度に対し、104万1,000円の0.9％の減額となっており

ます。

歳入の主なものは、診療収入が0.04％減の8,366万3,000円、繰入
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金4.2％減の2,253万8,000円などであります。

歳出の主なものは、総務費0.9％減の7,447万7,000円、医業費の

1.5％減の3,786万4,000円などであります。

詳細については、事務長が説明いたします。

内容説明、津島支所長。○議長（吉田数博君）

それではご説明を申し上げます。予算資○津島支所長（紺野則夫君）

料の11ページをお開き願います。

それでは、歳入についてご説明をいたします。はじめに診療収入

でございますが、平成23年度8,363万3,000円、平成22年度と比較い

たしますと３万4,000円の減であります。

内訳は、国保診療報酬1,686万8,000円、社会保険診療報酬745万

9,000円、後期高齢者医療診療報酬収入4,273万3,000円、個人負担

分1,313万4,000円が主な収入でございます。

次に、繰入金でございますが、平成23年度2,253万8,000円、平成

22年度と比較いたしますと、99万9,000円の減であります。内訳は

一般会計から運営費としての繰入金1,800万円。さらに国からの特

、 、 。別調整交付金 いわゆる事業勘定繰入金 453万8,000円であります

次に、繰越金、平成23年度675万円、平成22年度と比較しますと

8,000円の減であります。これは平成22年度歳計剰余金の見込額で

ございます。

続きまして、歳出についてご説明をいたします。はじめに総務費

でございますが、平成23年度7,447万7,000円。前年度と比較いたし

ますと67万7,000円の減であります。内訳の主なものでございます

が、職員の人件費5,570万9,000円。臨時職員賃金623万4,000円。歯

科医師等の委託料714万円でございます。

次に、医業費、平成23年度3,786万4,000円。前年度と比較いたし

ますと56万4,000円の減でございます。内訳の主なものにつきまし

ては、医薬品等の購入費3,450万円でございます。

次に予備費に、前年度より20万円を増額いたしまして、150万円

を計上しております。合計は歳入歳出とも平成22年度と比較いたし

ますと、104万1,000円の減の１億1,384万1,000円の予算でございま

す。

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

日程第31、議案第32号 平成23年度浪江町公共○議長（吉田数博君）

下水道事業特別会計予算、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第32号 平成23年度浪江町公共下水道事業○町長（馬場 有君）

特別会計予算についてご説明いたします。
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本案は、予算の総額を５億2,194万3,000円とするもので、対前年

比24.2％の減となっております。

歳入の主なものでは、受益者負担金が2,130万円で134.1％の増、

下水道使用料等が１億3,000万1,000円で1.2％の増、国県補助金が

525万円で94.4％の減、町債が2,250万円となり80.7％の減でありま

す。

歳出では、公共下水道事業費が１億9,160万8,000円となり、45.9

％の減、公債費が３億2,883万5,000円となり、1.1％の減となりま

す。

詳細については、上下水道課長より説明いたします。

内容説明、上下水道課長。○議長（吉田数博君）

それでは平成23年度の公共下水道の特○上下水道課長（星 光美君）

別会計の説明をさせていただきます。

予算資料の12ページで説明いたします。12ページをお開きくださ

い。歳入ですが、分担金及び負担金で2,130万円で、前年比1,220万

円の増、これは賦課退職戸数の増加によるものでございます。使用

料及び手数料で１億3,000万1,000円、148万6,000円の増、これは接

続戸数の増を見込んでおります。

国庫支出金で500万円、県支出金で25万円、管渠築造舗装復旧工

事等を予定しております。前年比で国県合わせて約8,820万円の減

となっております。

繰入金は３億2,298万9,000円で、1,086万円の減となっておりま

す。公債費への充当をしております。繰越金については平成22年度

の余剰金1,200万円を予定しております。

町債は2,250万円でございます。前年比で約9,380万円の減となっ

ております。

次に、歳出でございます。公共下水道事業費は１億9,160万8,000

、 。 、円 前年比で１億6,270万9,000円の減となっております 本年度は

浄化センター増設工事が終了したため減になっております。

次に、公債費は３億2,883万5,000円で、通常の償還分でございま

す。

予備費については、150万円と昨年並みとなっております。

以上、歳入歳出それぞれ合計が５億2,194万3,000円となり、24.2

％の減となっております。

次に、予算書の29ページをお開きいただきたいと思います。第２

表、地方債についての説明でございます。起債の目的、公共下水道

事業、限度額2,250万円、利率年３％以内、償還方法としては30年

以内、うち据え置き５年以内でございます。
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以上のとおりですので、よろしくご審議お願いします。

日程第32、議案第33号 平成23年度浪江町工業○議長（吉田数博君）

団地造成事業特別会計予算、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第33号 平成23年度浪江町工業団地造成事○町長（馬場 有君）

業特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成23年度浪江町工業団地造成事業特別会計予算の総額

を600万円と定めるものであります。

。 。歳入の主なものは繰越金であります よろしくお願いいたします

日程第33、議案第34号 平成23年度浪江町農業○議長（吉田数博君）

集落排水事業特別会計予算、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第34号 平成23年度浪江町農業集落排水事○町長（馬場 有君）

業特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、予算の総額を5,210万8,000円とするもので、対前年比

9.1％の増となっております。

歳入の主なものでは、農業集落排水使用料で956万1,000円の前年

並み、納入金で3,244万3,000円となり1.6％の減であります。

歳出の主なものでは、農業集落排水事業費で2,821万7,000円とな

り18.3％の増、公債費で2,339万1,000円の前年並みとなっておりま

す。

詳細については上下水道課長より説明いたします。

内容説明、上下水道課長。○議長（吉田数博君）

予算資料で説明したいと思います。平○上下水道課長（星 光美君）

成23年度浪江町農業集落排水特別会計予算について。予算資料12ペ

ージをお開きください。

農業集落排水事業の歳入でございますが、使用料及び手数料956

万1,000円で前年並みとなっております。繰入金は3,244万3,000円

で54万1,000円の減となっております。

繰越金については、平成22年度の剰余金1,000万円の予定をして

おります。

次に、歳出でございます。農業集落排水事業費で2,821万7,000円

で、前年比で436万円の増となります。主に維持管理費でございま

す。

次に、公債費2,339万1,000円で前年同様、通常償還分でございま

す。

予備費については50万円、昨年並みとなっております。

以上、歳入歳出それぞれの合計が5,210万8,000円となり、前年比
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9.1％の増となっております。よろしくご審議お願いします。

日程第34、議案第35号 平成23年度浪江町介護○議長（吉田数博君）

保険事業特別会計予算、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第35号 平成23年度浪江町介護保険事業特○町長（馬場 有君）

別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成23年度浪江町介護保険事業特別会予算の総額を15億

8,105万6,000円と定めるものであります。この予算額は前年度に対

し8,588万5,000円、5.7％増の増額となっております。

歳入の主なものは、国庫支出金が6.4％増の３億7,540万円、支払

基金交付金6.9％増の４億5,088万2,000円、県支出金7.4％増の２億

3,005万7,000円などであります。

歳出の主なものは、保険給付費6.7％増の14億8,651万6,000円、

総務費9.1％減の5,777万7,000円などであります。

詳細については、健康保険課長が説明いたします。

内容説明、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

議案第35号について、資料によりまし○健康保険課長（蔦 美好君）

てご説明させていただきます。13ページをお願いいたします。

、 、介護保険事業ということで歳入ですが 保険料２億979万3,000円

対前年度比242万1,000円の減額となります。

次に、国庫支出金３億7,540万円、対前年度比2,247万4,000円の

増額でございます。

支払基金交付金４億5,088万2,000円、対前年度比2,891万6,000円

の増額となります。

県支出金２億3,005万7,000円、対前年度比1,576万7,000円の増額

でございます。

次に、繰入金３億706万円、対前年度比2,111万8,000円の増額と

なります。これは歳出部分の保険給付費を定率で負担することにな

っており、保険給付費の増額と事務費等でございます。

次に、繰越金783万2,000円、対前年度比３万1,000円の増額でご

ざいます。これは前年度歳計剰余金の見込みによるものでございし

ます。

次に、歳出ですが、総務費5,777万7,000円、対前年度比581万

9,000円の減額であります。保険給付費14億8,651万6,000円で、対

前年度比9,321万6,000円の増額となります。主なものは、地域密着

型介護サービス、施設介護サービス等の給付費の増が見込まれるた

めであります。

次に、地域支援事業費3,403万6,000円で、対前年度比356万5,000
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円の増額となります。

次に、予備費232万4,000円、対前年度比507万7,000円の減額でご

ざいます。

以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

日程第35、議案第36号 平成23年度浪江町財産○議長（吉田数博君）

区管理事業特別会計予算、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第36号 平成23年度浪江町財産区管理事業○町長（馬場 有君）

特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、予算の総額を557万2,000円に定めるものであります。主

な事業は津島及び苅野財産区の管理を行うものであります。

よろしくお願いいたします。

日程第36、議案第37号 平成23年度浪江町後期○議長（吉田数博君）

高齢者医療特別会計予算、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第37号 平成23年度浪江町後期高齢者医療○町長（馬場 有君）

特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成23年度浪江町後期高齢者医療特別会計予算の総額を

１億7,413万7,000円と定めるものであります。この予算額は前年度

に対し616万円、3.7％の増額となっております。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料３％増の１億1,505万

4,000円、繰入金4.8％増の5,877万6,000円などであります。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金3.1％増の１

億6,819万1,000円であります。

詳細については、健康保険課長が説明いたします。

内容説明、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

。○健康保険課長 蔦 美好君（ ） 予算資料によりご説明を申し上げます

13ページ、後期高齢者医療事業ということで、歳入ですが後期高

齢者医療保険料１億1,505万4,000円、対前年度比336万3,000円の増

額となります。それから特別徴収分が9,146万7,000円、普通徴収分

が2,358万6,000円などであります。

次に、繰入金5,877万6,000円、対前年度比269万4,000円の増額と

なります。これは一般会計からの繰入金で事務費564万円、保険基

盤安定化繰入金5,313万6,000円であります。

次に、歳出ですが、総務費564万円で対前年度比96万4,000円の増

額となります。

次に、後期高齢者医療広域連合納付金１億6,819万1,000円、対前

年度比509万2,000円の増額となります。内訳ですが、保険料納付金
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で１億1,505万5,000円、保健基盤安定負担金5,313万6,000円であり

ます。

以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

日程第37、議案第38号 平成23年度浪江町水道○議長（吉田数博君）

事業会計予算、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第38号 平成23年度浪江町水道事業会計予○町長（馬場 有君）

算についてご説明いたします。

本案は、平成23年度業務の予定量を給水戸数で6,717戸、年間総

給水量を177万9,375立方メートルと定め、安定した水の供給を図る

ものであります。

主な事業では、石綿セメント管の改修など、並びに排水設備拡張

事業の推進を図るものであります。

次に、収益的収支で、収入が３億4,611万2,000円、支出で３億

2,012万8,000円となります。

また、資本的収支では収入で1,165万円となり、支出で１億8,948

万9,000円となります。

詳細については、上下水道課長より説明いたします。

内容説明、上下水道課長。○議長（吉田数博君）

それでは、平成23年度水道事業の予算○上下水道課長（星 光美君）

について説明します。資料が２つあるのですが、薄いほうの予算資

料のほうで説明したいと思います。

１ページをお開き願います。収益的収入及び支出でありますが、

収入の営業収益で３億4,512万2,000円、対前年比で2.9％の増でご

ざいます。

、 。目の給水収益が３億3,600万円 対前年比で2.9％の増であります

次に、加入金ですが441万円で前年度同様、受託工事費が180万円

で前年度同額の計上となっております。

次、２ページに移ります。支出の営業費用でありますが、原水及

び浄水費が6,089万2,000円、前年比で約1,090万円の増となってお

ります。

次に、配水及び給水費が5,318万6,000円、前年比で約1,470万円

の増となっております。これは主に修繕費などの増でございます。

次、総係費4,349万5,000円、前年比で約338万円の減となってお

ります。減価償却費は１億306万6,000円であります。資産減耗費、

その他営業費用は昨年同額の計上となっております。

営業外費用では、支払利息が約296万円減となりますが、高金利

分が減少しているためでございます。
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消費税及び地方消費税の500万円は、本年度の消費税と中間納付

額の予定となっております。

したがいまして、収益的支出合計が３億2,012万8,000円となり、

対前年度比で6.2％の増であります。

次に、３ページをお開き願います。収益的収入及び支出でありま

す。収入の工事負担金50万円は基盤整備事業に伴う配水管布設替工

事による負担金であります。

次に、補助金1,115万円は加倉地区などの石綿管工事に係る補助

金でございます。

以上、収益的収入合計は1,165万円、対前年比で47.2％の減であ

ります。

次に、４ページに移りまして、支出の建設改良費の目．配水設備

改良費2,790万円であります。同じく建設改良費の目．配水設備改

良費は8,231万7,000円、13.7％の減でありますが、これは石綿管更

新事業に伴う配水管敷設替工事でございます。

次に、企業債償還金でございます。7,892万2,000円、5.8％の増

となっております。

資本的支出の合計、１億8,948万9,000円となったところでござい

ます。

次に、別綴りの予算書４ページをお開き願います。収益的収入及

び支出の予定額でありますが、資本的収入額が資本的支出額に対し

て不足する額１億7,783万9,000円は、当年度消費税及び地方消費税

資本的収支調整額526万5,000円。

２つ目としては、当年度損益勘定留保資金１億572万円、建設改

良積立金から2,793万2,000円、減債積立金3,892万2,000円で補填す

るものであります。

以上であります。よろしくご審議お願いします。

日程第38、報告第１号 専決処分の報告につい○議長（吉田数博君）

て（福島県市町村総合事務組合を組織する団体数の減少及び福島県

市町村総合事務組合規約の変更について 、町長から提案理由の説）

明を求めます。

町長。

報告第１号 専決処分の報告についてご説明い○町長（馬場 有君）

たします。

本件は、地方自治法第108条第１項の規定に基づき、議会の議決

により指定された町長の専決処分事項について専決処分したもので

あります。

専決の内容は、福島地方広域行政事務組合が平成23年３月31日を
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もって解散することに伴い、同組合より福島県市町村総合事務組合

から脱退する旨の申し出があったため、福島県市町村総合事務組合

を組織する団体数の減少及びこれに係る規約の変更について専決処

分したので、これを報告するものであります。

よろしくお願いいたします。

以上で、提案理由の説明並びに議案の説明が終○議長（吉田数博君）

わりました。

質疑については17日に行います。

◎次回日程の報告

休会中の委員会活動の日程を申し上げます。休○議長（吉田数博君）

会中における各常任委員会の招集日は、総務常任委員会が10日、14

日、15日、午前９時30分から第１委員会室で、産業建設常任委員会

が10日、14日、15日、午前９時30分から第２委員会室で、文教厚生

常任委員会が10日、14日、15日、午前９時30分から第３委員会室で

開会いたしますので、関係課長等につきましては委員会への出席要

請があった場合にはよろしくお願いをいたします。

また、全員協議会を11日午後１時15分から全員協議会室において

開催をいたしますので、ご参集願います。

◎延会について

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にと○議長（吉田数博君）

どめ延会したいと思います。

これにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

◎延会の宣告

よって、本日はこれをもって延会することに決○議長（吉田数博君）

定いたしました。

17日は、午前９時から本会議を開きますので、よろしくお願いを

申し上げます。

（午後 ４時４８分）



平成２３年３月１０日（木曜日） 委員会

平成２３年３月１１日（金曜日） 休 会

平成23年３月11日（金曜日）午後２時46分ごろ発生した地震とそ

れに伴う津波により、浪江町では沿岸部を中心に甚大な被害を被っ

た。

３月12日（土曜日）には、東京電力福島第一原子力発電所の事故

、 。により 避難命令が出され20キロ圏内からの避難を余儀なくされた

そのため、町民はもちろん、役場機能自体避難することとなった

ため、議会の開催ができないまま最終日の３月18日（金曜日）をむ

かえ、３月定例会は流会した。
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、 。上記会議の顛末を記載し 相違のないことを証するためここに署名する

平成２３年 月 日

浪 江 町 議 会 議 長 吉 田 数 博

署 名 議 員 馬 場 績

署 名 議 員 愛 澤 格

署 名 議 員 山 崎 博 文
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